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経済企業委員会会議録 

 

平成２６年３月１０日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ５時２９分閉議（実時間３５７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第３号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第７号・平成２５年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第２号 

１．議案第８号・平成２５年度八代市久連子財

産区特別会計補正予算・第１号 

１．議案第９号・平成２５年度八代市椎原財産

区特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１０号・平成２６年度八代市一般会

計予算（関係分） 

１．議案第１５号・平成２６年度八代市簡易水

道事業特別会計予算 

１．議案第２０号・平成２６年度八代市久連子

財産区特別会計予算 

１．議案第２１号・平成２６年度八代市椎原財

産区特別会計予算 

１．議案第２２号・平成２６年度八代市水道事

業会計予算 

１．議案第２３号・平成２６年度八代市病院事

業会計予算 

１．議案第２４号・専決処分の報告及びその承

認について 

１．議案第４６号・八代市勤労福祉会館条例の

廃止について 

１．議案第４７号・八代市企業振興促進条例の

一部改正について 

１．議案第４８号・八代市定住センター及び農

産物加工施設条例の一部改正について 

１．議案第４９号・八代市簡易水道事業給水条

例の一部を改正する条例の一部改正につい

て 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

  （平成２５年度「東陽交流センターせせら

ぎ」における燃料費増加への対応につい

て） 

 ・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  野 﨑 伸 也 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  笹 本 サエ子 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  松 永 純 一 君 

委  員  村 上 光 則 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     橋 口 尚 登 君 

  農林水産部次長   中 田 正 春 君 
 
  農林水産部次長（八代市 
            垣 下 昭 博 君 
  農業委員会事務局長併任） 
 

  農地整備課長    潮 崎   勝 君 

  水産林務課長    濱 本   親 君 
 
  農林水産審議員兼 
            立 川 幸 生 君 
  泉農林水産事務所長 
 

  農業政策課長    古 田 洋 二 君 

  農業生産流通課長  橋 永 高 徳 君 
 
  農業生産流通課 
            田 中 和 彦 君 
  農産係長 
 

  地籍調査課長    山 口   修 君 
 
  農林水産審議員兼東 
            岩 岡 浩 徳 君 
  陽農林水産事務所長 
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 商工観光部長（八代 
            宮 村 博 幸 君 
 ブランド営業本部長兼務） 
 
  商工観光部 
            岡 村 英 治 君 
  総括審議員兼次長 
 

  商工観光部次長   宮 村 明 彦 君 

  観光振興課長    水 本 和 博 君 

  商工振興課長    川 野 雄 一 君 
 
  重点港湾八代港 
            髙 﨑   正 君 
  営業隊長 
 

 市民協働部 

  泉支所総務振興課長 橋 本 和 郎 君 

  東陽支所総務振興課長 生 田   隆 君 

 部局外 

  水道局長      宮 本 誠 司 君 
 
  水道局次長兼 
            松 田 仁 人 君 
  簡易水道係長 
 
 
  農業委員会事務局 
            西   和 仁 君 
  主幹兼次長 
 
 
  市立病院事務局 
            田 中 智 樹 君 
  事務長 
 

                              

○記録担当書記     寺 原 哲 也 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（増田一喜君） それでは、定刻とな

り定足数に達しましたので、ただいまから経済

企業委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第３号・平成２５年度八代市一般会計補

正予算・第１１号（関係分） 

○委員長（増田一喜君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 それでは、議案第３号・平成２５年度八代市

一般会計補正予算・第１１号中、当委員会関係

分を議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費について

農林水産部から説明願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。皆さん

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第３号・平成２５年度八代市

一般会計補正予算・第１１号に係る農林水産部

関係で第５款・農林水産業費の当委員会付託分

につきまして、中田次長より説明いたしますの

で、よろしく御審議方お願いいたします。 

○農林水産部次長（中田正春君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 中田農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（中田正春君） 農林水産部

の中田と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、議案第３号について御説明申し上

げます。座らせて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○農林水産部次長（中田正春君） それでは、

予算書第１１号・農林水産部関係の説明を行い

ます。１４ページをお願いします。よろしいで

しょうか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 まず、款５･農林水産業費、項１･農業費、目

８･農地費として、減額補正額１９２万８００

０円をお願いするものです。補正額の主な理由

は、説明欄の県営土地改良事業の事業費が増額

されたことから、市負担金１７５９万６０００

円を補正するものです。事業内容については、

海岸保全高潮対策事業として文政地区、金剛地

区。海岸保全津波・高潮危機管理対策事業、海

岸保全効果促進事業として八代海外地区。経営

体育成基盤整備事業として鏡町塩浜地区。地域

密着型農業基盤整備事業として新牟田地区。単

県農業農村整備調査計画事業として塩浜地区、

氷川下流地区でございます。なお、特定財源と

して市債１５１０万円を計上しています。 
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 次に、土地改良施設維持管理適正化事業でご

ざいますが、鏡町北新地にある硴原排水機場エ

ンジン整備工事において、実施年度が平成２６

年度となったことから、１９５２万４０００円

の減額補正をするものです。 

 以上で、今回提案いたしております農林水産

部関係の補正予算説明を終わります。御審議方

よろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の分

について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 聞いてよかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、済いません。今

ほどありましたポンプのエンジン整備の件なん

ですが、これは県の優先順位によって、ちょっ

と２５年度のやつが２６年度のに回されたって

いう話なんですが、それによって、このポンプ

場のですね、管理とかに影響というのはありま

せんでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。順番が

回ったのをちょっと具体的に御説明しますと、

八代市のポンプ場はエンジンの排ガス──エン

ジンのオーバーホールを予定していると。２５

年度に予定しとったんですが、ほかの地区がで

すね、緊急にポンプが稼働しないというような

実態が見受けられたそうで、その順番を入れか

えて、八代の予定をちょっと順番をおくらかす

ことになって、２６年度になったということで

す。 

 ですから、ほかの地区──八代市内じゃない

んですけども、県下のあるポンプ場の緊急度が

少し八代よりも緊急にせぬばんということだっ

たので、そちらに回りましたので、八代市の分

は２６年度までどうにか、オーバーホールです

ので、一応稼働はしてましたので、順番の入れ

かえについては承諾したところでございまし

た。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 質問の趣旨がですね、

後回しになって、本来は２５年度にせぬばんと

だったばってん、緊急性というところではどう

だったんですかと。緊急性があったのか、なか

ったのかと。緊急性が、八代市がなくて２６年

度に回されたということであれば、別に大した

問題ないんですけれども。そういったところは

どうですか。 

○委員長（増田一喜君） 手を挙げてくださ

い。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 市としては、

緊急性が高いということでお願いしていたもん

ですので、緊急性はあります。ただ、先ほど説

明したとおり、全体的にすぐは、八代市よりも

急ぐ部分に対応されたということで、渋々です

けども、了解しました。 

○委員長（増田一喜君） 今、野﨑委員の質問

は、一応出されてるちゅうことは、どこも緊急

性はあるでしょうけれども、向こうの緊急性と

本市の緊急性、どちらがあったんですかという

ことだろうと思うんですが。（委員野﨑伸也君

「大丈夫ですかと、延ばしても大丈夫なんです

か、影響はないですか、八代市にとってと。あ

るのであれば、私は単費でもせぬばんとじゃな

かですかと言いたいんですけど」と呼ぶ） 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 願わくば本年

度終わりたかったんですけども、来年度は必ず

ということですので、一応今度の梅雨までには

ですね、時間もちょっとありますので。 

○委員長（増田一喜君） そういうことで、今

は大丈夫て。もう少しはもてるということです
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か。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） オーバーホー

ルですのでですね、すぐすぐとまるというほど

でもないと考えてはおります。 

○委員長（増田一喜君） ということは、もう

少々は大丈夫ということですね。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） はい。（｢来年に回し

ても大丈夫だ」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） オーバーホールという

ことなんで、それほど、まあ延ばされても大丈

夫と。とりあえず、今言われたように梅雨時期

になっとですね、非常に大雨とか危ないんで、

ちょっとそこら辺は気をつけとっていただきた

いというふうに思います。はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で第５款・農林水産業費について終了します。 

 小会いたします。（｢どうもありがとうござ

いました」と呼ぶ者あり） 

（午前１０時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０９分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 引き続き、第６款・商工費について、商工観

光部から説明願います。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村商工観光

部長。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） はい。皆さんおはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 早速でございますが、議案第３号・平成２５

年度八代市一般会計補正予算・第１１号中、第

６款・商工費につきまして、岡村総括審議員兼

次長のほうから説明をいたしますので、御審議

方よろしくお願いいたします。 

○商工観光部総括審議員兼次長（岡村英治君）

 はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 岡村商工観光部総括

審議員兼次長。 

○商工観光部総括審議員兼次長（岡村英治君）

 はい。改めまして、皆さんおはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

岡村でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。座って説明をさせていただきます。 

 今回補正をお願いしますのは１件でございま

す。詳細につきまして御説明いたします。 

 平成２５年度八代市一般会計補正予算書の１

４ページの下の段をお願いいたします。 

 款６･商工費、項１・商工費、目２･商工振興

費の補正額６１万９０００円、節は、補償、補

塡及び賠償金でございます。これは、説明欄に

記載のとおり、小口資金融資代位弁済に伴う損

失補償でございます。代位弁済とは、金融機関

から融資を受けた事業者が倒産などで金融機関

に返済できなくなった場合に、県の信用保証協

会が肩がわりをしまして、金融機関に支払いを

なされるものということでございます。その場

合、県の信用保証協会には、代位弁済額の８割

を──８割につきましては保険金で補塡されま

すので、保険金充当後の残額、──代位弁済額

の２割、これが県保証協会のほうの実質的な損

失となるということでございまして、その一部

を市のほうが損失補償金として負担することに

しているものでございます。 
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 ２５年度においては、県の信用保証協会が代

位弁済を行ったものが計４件でございまして、

それに対する市の損失補償金が６１万９０００

円ということでなっているところでございま

す。代位弁済に至った主な理由とすれば、売り

上げの減少ということでございます。参考とし

まして、昨年度は３件で５２万円、その前の年

度が６件で１０４万１０００円ということでご

ざいます。なお、代位弁済発生の見込みを立て

ることは困難でございますので、例年３月議会

で補正しているものでございます。 

 以上説明を終わります。御審議方よろしくお

願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） ４件分とおっしゃった

っですが、（商工観光部総括審議員兼次長岡村

英治君「はい」と呼ぶ）内容の細かいことはい

いんですが、例えば、どういった業種ですか。 

○商工観光部総括審議員兼次長（岡村英治君）

 はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、岡村商工観光

部総括審議員兼次長。 

○商工観光部総括審議員兼次長（岡村英治君）

 主な業種でございますけれども、４件。イグ

サ繊維製品の販売業の方と、あと青果卸売業、

あと飲食業、それと靴販売業、以上の４者でご

ざいます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（前垣信三君） はい、いいです。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。なけ

れば、これより採決いたします。 

 議案第３号・平成２５年度八代市一般会計補

正予算・第１１号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。（｢ありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり） 

（午前１０時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１３分 本会） 

◎議案第７号・平成２５年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第２号 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７号・平成２５年度八代市簡易

水道事業特別会計補正予算・第２号を議題と

し、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

水道局の宮本でございます。よろしくお願いい

たします。 

 議案第７号･平成２５年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第２号について御説明い

たします。 

 議案書の第１ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。第１条、地方自治

法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り

越して使用することができる経費は、第１表繰

越明許費によります。 

 ２ページをお願いいたします。 
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 款１・項１・簡易水道事業費、五家荘地区簡

易水道整備事業でございますが、本年度泉地区

建設事業費の１億４０１７万５０００円のう

ち、工事請負費４４３０万１０００円を平成２

６年度へ繰り越すものでございます。繰り越し

の理由でございますが、本年度、泉町樅木地区

の整備を行っておりまして、導水管及び配水管

の整備については年度内に完了する予定でござ

いますが、ろ過設備等の浄水施設の工法選択に

当たり、設計において不測の日数を要しまし

た。 

 また、あわせて１２月１０日に行いました入

札において不調となったことにより、工事の発

注がおくれ、年度内の完了ができなくなったた

めでございます。先般、２月２０日の再入札に

より落札業者が決定いたしました。予定どおり

工事が進めば、６月中にはろ過設備等の浄水施

設が竣工し、７月から通水が可能となります。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） １２月の入札で不調に

なったその主なものは何です。原因は。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） まず、この工法選

択におきまして、設計にちょっと日数を要しま

したということです。（｢違う。不調の原因」

と呼ぶ者あり） 

○水道局長（宮本誠司君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） 不調の原因につき

ましてはですね、ＪＶを予定いたしておりまし

て、入札業者がありませんでした。（｢ない」

と呼ぶ者あり）１２月の入札におきましては。

（｢応札がなかった」と呼ぶ者あり）応札があ

りませんでした。 

○委員（前垣信三君） それは──済みませ

ん。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 一般競争ですか、指名

ですか。ないということは。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 一般競争入札で

す、条件つき一般競争入札。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） その後、成立したのは

何者ぐらいあったんですか。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい。 

○委員長（増田一喜君） 松田水道局次長兼簡

易水道係長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

繰り越しをしました内容につきましては、主に

ろ過機です、ろ過機。特に今回、五家荘の樅木

地区を整備を行っておりまして、ちょうど冬場

に工事が当たりました。それと遠距離というこ

ともありまして。それと経済対策、それから震

災関係でですね、業者がどうしても足らないと

いうようなことでですね、今回受け入れられな

いというのが主な原因でしたが、今回繰り越し

を行うことによりまして、どうにかですね、２

月の２０日で、入札が１者でたしか落ちたと思

ってます。 

○水道局長（宮本誠司君） いや、違うたい。

委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） ちょっと記憶が曖

昧でございますが、４者ほど入札がございまし

て、土木業者とそれから水道業者の共同企業体
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が落札いたしました。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 意見も含めてですけれ

ども、要は、時期的に非常に難しい工事時期に

大体発注すること自体が何かおかしいと思うん

ですね。私も、かつて泉村のときに非常に大変

な思いをしまして、１１月の終わりに発注をさ

れて、業者さんが、いや、入札したっだけんで

くっとでしょうたいて言いながら、結果全然現

地に行けませんで、６月、７月まで繰り越した

ことがありますので、ある程度現場の条件あた

りを加味をしてですね、もうちょっと早目の対

策をとられぬと時期的に無理な話ではないかな

と思いますので、そのあたりをつけ加えておき

たいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。なけ

れば、これより採決いたします。 

 議案第７号・平成２５年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第２号について、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。（｢ありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり） 

（午前１０時１９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２０分 本会） 

◎議案第８号・平成２５年度八代市久連子財産

区特別会計補正予算・第１号 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８号・平成２５年度八代市久連

子財産区特別会計補正予算・第１号を議題と

し、説明を求めます。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）座らせて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○水産林務課長（濱本 親君） それでは、八

代市久連子財産区特別会計補正予算の１ページ

をお願いいたします。 

 議案第８号・平成２５年度八代市久連子財産

区特別会計補正予算・第１号について御説明い

たします。 

 補正予算額として９５万７０００円を計上い

たしております。補正の内容ですが、久連子財

産区が所有する土地、泉町久連子字日添９４－

９－２、９２の一部が、平成２４年度事業とし

て国土交通省が施工する久連子第８砂防堰堤工

事に必要な土地としてかかるため、土地代金と

して、国土交通省九州地方整備局より９５万６

７８６円が久連子財産区特別会計へ土地売り払

い収入として入金されたため、久連子財産区特

別会計から久連子財産区の基金に９５万７００

０円を積立金として支出するために補正するも

のであります。 

 以上が、平成２５年度八代市久連子財産区特

別会計補正予算・第１号でございます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） 以上の部分につい

て、質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようですので、

なければ、これより採決いたします。 

 議案第８号・平成２５年度八代市久連子財産

区特別会計補正予算・第１号について、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました｣と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第９号・平成２５年度八代市椎原財産区

特別会計補正予算・第１号 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第９号・

平成２５年度八代市椎原財産区特別会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） 座らせて説明

させていただきます。 

 それでは、八代市椎原財産区特別会計補正予

算の１ページをお願いいたします。 

 議案第９号・平成２５年度八代市椎原財産区

特別会計補正予算・第１号について御説明いた

します。 

 補正予算額として、２２万３０００円を計上

いたしております。補正の内容ですが、椎原財

産区が所有する土地、泉町椎原字椎原９８の一

部が、平成２５年度事業として熊本県が施工す

る八代管内予防治山事業通常地域第１４号工事

に必要な土地としてかかるため、土地に属する

物件、ヒノキ８１本、その他４０本の立木伐採

補償金として、熊本県より２２万３３００円が

椎原財産区特別会計へ立木売り払い収入として

入金されたため、椎原財産区特別会計から椎原

財産区の基金に２２万３０００円を積立金とし

て支出するために補正するものであります。 

 以上が、平成２５年度八代市椎原財産区特別

会計補正予算・第１号でございます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） １ついいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 先ほどんとと比べて、

同じ財産の売り払いって思うとですばってん

が、先ほどんとは基金繰入金、今度は財産売り

払い収入ていう処理の仕方、そん違いについて

伺います。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 立川農林水産審議員

兼泉農林水産事務所長。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） 立川と言います。先ほどの久連子財

産区のほうはですね、土地の売り払い金です。

今度の場合は──椎原の場合はですね、立木の

売り払いの違いでございます。（委員亀田英雄

君「そうすっと、違うてくっとですたいね」と

呼ぶ）はい。（委員亀田英雄君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。なけ

れば、これより採決いたします。 

 議案第９号・平成２５年度八代市椎原財産区

特別会計補正予算・第１号について、原案のと
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おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会いたします。 

（午前１０時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２７分 本会） 

◎議案第１０号・平成２６年度八代市一般会計

予算（関係分） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０号・平成２６年度八代市一

般会計予算中、当委員会関係分を議題とし、説

明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費及び第１

０款・災害復旧費について、農林水産部から説

明願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。それで

は、議案第１０号・平成２６年度八代市一般会

計予算に係る農林水産部関係で、第５款・農林

水産業費及び第１０款･災害復旧費の当委員会

付託分について御説明いたします。 

 初めに、予算編成に当たっての方針について

御説明いたします。その後、垣下次長より予算

の詳細について説明いたします。座って説明さ

せていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○農林水産部長（橋口尚登君） それでは、初

めに農業振興対策についてですが、本市の農業

就業人口については、新規就農者が毎年２０名

前後で推移している一方で、全体では平成１７

年の９７５１人から平成２２年の８０３４人に

減少し、６０歳以上の割合では４９.７％から

５３.２％となっており、担い手の高齢化が急

速に進んでいます。生産面では、平たん部で

米、イグサ、園芸作物、中山間部では果樹やシ

ョウガ、茶など良質な農産物が安定的に生産供

給されてきたところですが、近年、水田作から

ハウス、露地野菜などへの転換が急速に進んで

おり、排水路改修や暗渠排水、客土による汎用

化などの生産基盤整備や冠水被害対策として老

朽化した排水機場の計画的な更新が課題となっ

ています。また、流通販売面では、国内での産

地間競争が激しさを増しつつありますが、現在

交渉中のＴＰＰ──環太平洋戦略的経済連携協

定についても、本市農業に大きく影響があるも

のと思われます。 

 このような中、平成２６年度では地域農業の

担い手育成や農業経営の多角化と高度化を推進

するとともに、消費者ニーズに対応した安全・

安心、高品質、安定生産に取り組み、競争力と

持続性の高い力強い農業体制整備に取り組みま

す。また、くまもと県南フードバレー構想及び

現在策定中のフードバレーやつしろ基本戦略構

想に基づき、農林水産業の振興による食関連産

業の集積を目指すフードバレーやつしろの実現

に向けた取り組みを推進します。 

 これらの具体的な取り組みとして、担い手対

策では、就農意欲の喚起と就農後の定着を推進

するために、青年就農給付金事業や農業後継者

育成支援事業を実施するとともに、新たに新規

就農者及び農業全般の相談支援のために、営農

支援室を農業政策課内に設置します。 

 農地集積対策として、農地利用集積促進事業

や機構集積協力金交付事業により、農地の有効

活用、経営規模拡大を図ります。 

 次に、施設園芸、露地野菜、イ業などの生産

対策として、国及び県の補助金事業活用による

施設、機械などの整備、イ業機械の延命化を図

るい業機械再生支援事業の取り組みや市内一円

土地改良整備事業による排水路、農道改良及び

県営土地改良事業による排水機場などの基盤整
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備事業を実施します。県営土地改良事業におい

ては、鏡町両出及び塩浜地区が新たに採択され

る見込みです。 

 流通販売対策として、県南フードバレー構想

の推進を図るため、新たにフードバレー推進課

を設置し、フードバレー事業に取り組むととも

に、安全・安心な八代産農産物の販路と需要拡

大のため、八代産農産物ＰＲ事業に取り組みま

す。 

 次に、地籍調査事業関係ですが、現在の事業

費ベースで実施しますと、本市全体の事業完了

は２７年後の平成５３年ごろです。国の予算が

伸びない中で事業費の確保が難しい状況です

が、地籍調査は、公共事業や土地取引、課税の

適正化、土地にかかわるトラブルの未然防止な

ど大変重要な事業ですので、早期完了を目指

し、事業の進捗を図ります。 

 次に、林業振興対策ですが、森林は林産物を

供給するとともに、多様な公益的機能を有して

おり、適切な管理をすることにより、その機能

を持続的かつ効果的に発揮することができま

す。 

 しかしながら、木材価格は昭和５５年ごろを

ピークに当時の４分の１まで下落している中

で、伐採時期を迎えた森林は全体の約６５％と

成熟しており、木材を市場に流通させ利用する

ことにより、関連産業の振興を図ることが今後

重要となっています。このような状況の中で、

森林整備では適切な管理を行うため、森林施業

の集約化を促進するとともに、造林、下刈り、

間伐、作業道開設に対する経費の一部を補助す

る森林環境保全整備事業、八代産材の流通を促

進するため、主伐に要する運搬費の一部を補助

する原木生産促進事業に取り組みます。 

 流通生産対策として、木造住宅の建築や改築

に助成を行う八代産材利用促進事業や農林産物

に大きな被害を与えているシカやイノシシなど

の対策として、有害鳥獣被害対策事業を実施し

ます。また、間伐などの森林整備の加速化と間

伐材などの森林資源を活用した林業、木材産業

などの地域産業の再生を図るため、スイングヤ

ーダなどの高性能林業機械の導入に対し、経費

の一部を補助する緑の産業再生プロジェクト事

業を実施します。 

 さらに、生産基盤整備として継続して取り組

んでおります林道等の路網整備は、道整備交付

金事業や林業専用道開設事業により林道を整備

し、搬出間伐や主伐などを促進してまいりま

す。 

 木材利用については、建築材のほか、木質バ

イオマス利用として発電施設の整備、農業用ハ

ウスでの加温ボイラーの導入や海外への輸出も

増加しており、今後、路網整備と森林施業の集

約化による生産コストの縮減に加え、木材の流

通と積極的な利用を図ることで、森林所有者の

所得向上と持続可能な林業経営の安定へとつな

げていきたいと考えております。 

 次に、水産業振興対策ですが、本市の地先

は、閉鎖性の高い内湾に広い干潟を有してお

り、球磨川を初めとする河川が流れ込み、沿岸

の浅い部分は魚類等の良好な産卵と生育の場と

なっております。このような漁場の特性を生か

し、採貝漁業、ノリ養殖漁業、小型定置網漁業

などが営まれてきましたが、近年の温暖化によ

る海水温の上昇、赤潮の発生など、環境の変化

などにより水産資源の減少、消費者の魚離れに

よる魚価の低迷、構造面では漁業者の高齢化、

後継者不足など課題も多く、水産業を取り巻く

状況は年々厳しくなっております。 

 本市の主要な漁獲物であるアサリは、平成２

３年６月の大雨により大量に死滅し、大きな被

害を受けましたが、放流事業や漁業者の努力に

より、本年春には一部漁場で再開が予定されて

おり、回復傾向にあります。しかし、ノリ養殖

においては、栄養塩の減少や海水温の上昇など

により、生産額が大きく落ち込んでいます。 
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 このような状況を踏まえ、今後、魚介類の生

育環境の改善と水産資源増殖のための取り組み

や、漁港などの基盤整備が重要となります。 

 そこで、平成２６年度においては、資源増殖

対策として、アサリの発生を促すため、生育に

適した砂を使った漁場造成事業──覆砂事業や

母貝となるアサリの保護区設定、ナルトビエイ

などの有害生物の除去等の対策も継続して実施

します。一方、魚類においては、生育環境改善

のため、新たに藻場の造成や魚礁設置について

取り組み、漁獲高の向上を図る計画です。ま

た、水産資源の回復増大を図るため、海面では

クルマエビやヒラメ、ガザミなど、内水面では

アユやヤマメ、ウナギなどの放流を実施しま

す。 

 基盤整備においては、漁港機能の向上を図る

ため、植柳漁港と二見漁港に浮き桟橋を設置す

るほか、新たに流通販売対策として、内港地区

へ荷さばき施設を整備します。 

 このほか、昨年度より鏡町漁協カキ生産部会

で取り組まれたカキ養殖については、生産技術

の向上により生産量が確保され、今年１月に鏡

オイスターハウスがオープンしました。漁協直

営の施設として利用者に大変好評であり、漁業

者の所得向上と雇用の確保が図られておりま

す。このように水産業の振興を図るために、ハ

ード面、ソフト面のそれぞれの事業がさらに効

果を高めるように連携し、一体的な事業の展開

を実施しながら、漁業者の経営安定と後継者の

育成につなげたいと考えております。 

 以上が、平成２６年度農林水産部当初予算の

編成方針です。どうぞよろしく御審議方お願い

します。 

○農林水産部次長（八代市農業委員会事務局長

兼任）（垣下昭博君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 垣下農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（八代市農業委員会事務局長

兼任）（垣下昭博君） おはようございます。

（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）農林

水産部、垣下です。よろしくお願いします。着

座して御説明させていただきます。 

 八代市一般会計予算書の７ページをお願いい

たします。 

 款５・農林水産業費の歳出でございますが、

総額で２９億１２０７万２０００円を計上いた

しております。一般会計予算総額に占める割合

は、５.３９％で前年度予算額２４億８４１５

万円と比較いたしますと、４億２７９２万２０

００円の増額でございます。率にいたしまして

１７.２％の増となっております。 

 次に、各項別で見ますと、農業費が２２億４

２１６万５０００円で、前年度と比較しますと

１億９３２９万１０００円の増額、林業費では

３億６８６９万７０００円で、８０３７万円の

増額、水産業費が３億１２１万円で１億５４２

６万１０００円の増額となっております。 

 主な歳出の内容につきましては、各目の中で

御説明いたします。 

 それでは、７７ページをお願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費でござい

ますが、目１・農業委員会費では、６２９６万

８０００円を計上いたしております。前年度と

比較しますと、３８３万３０００円の増額でご

ざいます。その主な理由といたしましては、人

件費でございます。農業委員会の業務としまし

ては、農業委員会事務事業では、農地法に基づ

き適正な農地の維持に努めるため、農地の権利

移動、農地の転用、農業生産法人の育成、賃貸

借の解約、和解の仲介、遊休農地対策などを行

います。 

 農業者年金事務事業では、農業者年金基本法

に基づき老後の生活安定を図るため、農業者へ

対し、制度の普及に努め、加入を推進をいたし

ます。そのほか、担い手の育成確保、農地の利

用集積、国有農地の管理事業などを行います。
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予算はそれに伴います経費でございます。特定

財源の内訳ですが、国県支出金７０７万２００

０円は、農業委員会費補助金６７３万１０００

円及び農業委員会委託費３４万１０００円でご

ざいます。その他は２３５万１０００円は、農

業者年金の業務事務費２１４万１０００円及び

農地証明手数料２１万円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 目２・農業総務費では、４億４１１６万１０

００円を計上いたしております。前年度と比較

しますと、５１５５万９０００円の増額でござ

います。その主な理由としましては、フードバ

レー推進課、営農支援室の新たな設置に伴う職

員の人件費等によるものでございます。節２８

・繰出金６８０６万８０００円は、東陽町、泉

町で供用開始いたしております農業集落排水処

理施設事業特別会計への繰出金でございます。 

 目３・農業振興費では２億４１１６万１００

０円を計上いたしております。前年度と比較し

ますと３４９５万円の増額でございます。その

主な理由としましては、フードバレー推進課及

び営農支援室設置による事業費、イ業振興対策

の事業拡充によるものでございます。 

 主な事業につきましては、説明欄で説明いた

します。まず、青年就農給付金事業３７５０万

円は、４５歳未満を対象に就農意欲の喚起と就

農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直

後最大５年間、所得を確保するため、就農給付

金を１人当たり年間１５０万円を給付する事業

でございます。平成２６年度は２５名分を予定

いたしております。 

 八代産農産物ＰＲ事業５５０万円は、八代産

農産物のよさをＰＲすることにより、販売促

進、需要拡大を図る大消費地へのＰＲ事業３５

０万円、日本一のトマト産地を地元から発信す

るやつしろＴＯＭＡＴＯフェスタ２００万円で

ございます。い業振興対策事業４５７９万３０

００円は、東日本大震災の被災者のうち、ＱＲ

コードつき熊本県産畳表を使用された方へ１万

円相当の熊本県産農産物を提供することによ

り、被災地の復興を支援するくまもと畳表復興

支援事業１３００万円、イグサ関連機械の中

止、休止に伴い、再生産をメーカーに働きかけ

をしていますが、再生産の成果が出るまでには

時間を要し、生産者は耐用年数が大幅に経過し

た機械を修理しながら使用する必要があり、そ

の機械の延命化を図るために、機械のオーバー

ホール等に要する経費に対し、補助率２分の１

以内、上限１０万円を補助しますい業機械再生

支援事業２５００万円、ＱＲコードつき八代産

畳表による畳張りかえに対して、その費用の一

部を助成します畳表張り替え促進事業５００万

円などでございます。なお、くまもと畳表復興

支援事業は、平成２６年度をもって終了予定と

いたしております。また、い業機械再生支援事

業は、農家からの強い要望と機械の老朽化によ

るイグサ生産中止に歯どめをかける必要がある

ため、本年度は２０００万円を拡充し、実施し

たいと考えております。 

 いぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業５１

７９万４０００円は、外国産との厳しい競争が

続いている中、熊本県産畳表の生き残りを図る

ため、イグサ・畳表を高品質化、区別化する生

産加工対策に取り組む生産組織などに対し、ハ

ーベスターなどの機械導入及びＱＲコードつき

タグの挿入装置を２分の１以内で補助するもの

です。 

 ２つ飛びまして、一般農業制度資金利子補給

事業２８６万４０００円は、自立経営体育成資

金など農業制度資金の借り入れ１５１件の利子

に対して補助するものです。 

 ２つ飛びまして、農地利用集積促進事業４０

００万円は、平成２５年度までは、イグサの栽

培面積の減少により冬場に利用されていない農

地や、今後、遊休化が懸念される高齢者農家、

兼業農家が所有する農地について、担い手農家
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への集積を促進し、露地野菜などの土地利用型

農業の推進を図ることを目的に、賃借権の設定

と規模拡大に伴い農業機械などの導入を行う農

家に対して、賃借権設定への助成として１０ア

ール当たり２万円、農業機械などの導入経費の

助成として、導入経費の２分の１以内、上限１

００万円で３カ年間事業を実施してきました。

平成２６年度からは賃借権設定を廃止し、農業

機械などの助成事業に見直し、さらに農地利用

集積を進め、土地利用型農業を拡大したいと考

えております。 

 ２つ飛びまして、中山間地域等直接支払制度

事業３１３２万８０００円は、第３期対策とし

て、平成２２年度から２６年度まで取り組みま

す事業で、中山間地域における耕作放棄地、遊

休農地の防止、水源の涵養など農地の多面的機

能を維持することにより、集落機能の再生を図

る活動に対して、面積に応じて助成するもので

す。取り組み地区としましては、旧八代市５地

区、坂本５地区、東陽１８地区、泉４地区、計

３２地区でございます。 

 機構集積協力金交付事業２００万円は、農地

中間管理機構に農地を貸し付けることにより、

経営転換する農業者、リタイアする農業者に対

し補助額０.５ヘクタール以下３０万円、０.５

ヘクタールから２ヘクタール５０万円、２ヘク

タール以上７０万円を協力金として交付するも

のです。補助金の交付につきましては、平成２

５年度までは農地集積円滑化団体であるＪＡを

通して交付されておりましたが、平成２６年度

からは県に新たに創設される農地中間管理機構

を通して交付される予定でございます。 

 営農支援事業５７１万７０００円は、平成２

６年度から農業政策課に新たに設置される営農

支援室で事業を実施するための経費でございま

す。営農支援室につきましては、農業に精通し

た専門スタッフを配置し、農業者の幅広い相談

に対応するとともに、新規就農者のサポートや

人・農地プラン策定地域へのアドバイスなどを

直接現場に赴き、行うことにより、新規就農者

の育成確保及び農業経営の改善などのための支

援を行うものでございます。 

 フードバレー事業１１７６万２０００円は、

平成２６年度から農林水産部に新たに設置され

るフードバレー推進課で事業を実施するための

経費でございます。 

 フードバレー推進課は、くまもと県南フード

バレー構想及びフードバレーやつしろ基本戦略

構想に基づき、八代市が持つ豊富な農林水産物

を活用した産業を振興し、本市の浮揚を目的に

設置するものです。 

 業務としましては、八代市フードバレーの実

施計画及び推進、フードバレーに係る企業育

成、研究開発支援、販路拡大、人材育成などを

行う予定です。 

 平成２６年度は、６次産業化のための研修、

コンサルティング事業など商品力強化販売支援

事業、販路拡大のための魅力発信ＰＲ事業、く

まもと県南フードバレー推進協議会及びくまも

とうまかもん輸出支援協議会との連携事業など

を考えております。 

 特定財源の内訳ですが、国県支出金１億１５

９０万１０００円は、いぐさ・畳表生産体制強

化緊急対策事業補助金５１７９万４０００円、

中山間地域等直接支払制度交付金２２１７万１

０００円、青年就農給付金事業３７５０万円な

どでございます。 

 次に、目４・園芸振興費では、４７２万９０

００円を計上いたしております。前年度と比較

しますと、７３１万５０００円の減額でござい

ます。減額となりました主な事業といたしまし

ては、園芸・果樹振興対策事業の中でトマトの

黄化葉巻病対策としまして、粘着シートの補助

を実施いたしておりましたシルバーリーフコナ

ジラミ対策事業を廃止したことによる５００万

円の減額でございます。廃止した理由としまし
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ては、本事業は平成１４年度から実施してきま

したが、病気に対する認識も高まり、また抵抗

性品種の導入も進んだことから、資材の直接補

助としての事業を廃止するものです。今後は、

一般家庭も含め、蔓延防止を呼びかける啓発対

策で対応してまいります。 

 園芸振興費の主な事業としましては、トマト

品種比較試験委託事業、有害鳥獣防護柵設置事

業、シルバーリーフコナジラミ対策啓発事業、

新規事業で青枯病、根茎腐敗病対策のための生

姜圃場環境改善モデル実証事業、デコポン連年

安定生産のための熊本県産カンキツ連年安定生

産出荷実証事業を実施することといたしており

ます。 

 特定財源の内訳ですが、国県支出金５４万円

は環境保全型農業直接支払交付金３０万円及び

熊本県産カンキツ連年安定生産出荷実証事業補

助金２４万円でございます。 

 目５・農業後継者育成費では１１９万５００

０円を計上いたしております。後継者育成事業

につきましては、農事研修センター自主事業と

して、農業経営に必要な知識及び技術を習得す

るための八代農業技術者養成講座、農業者がみ

ずから研修を受ける研修経費に対し、上限５万

円、２分の１以内で補助します八代市農業後継

者育成支援事業、農業後継者育成協議会による

婚活事業などを実施する予定でございます。 

 目６・農事研修センター費では、３５９４万

５０００円を計上いたしております。前年度と

比較しますと、２１１万円の増額でございま

す。増額となりました主な理由としましては、

人事異動に伴う人件費でございます。事業とし

ましては、安定した生産を実現するために土壌

分析を行います土壌分析診断事業を継続して実

施してまいります。なお、平成２６年度も原油

高騰対策としまして、業者持ち込みなどを除

き、無料分析を引き続き実施する予定でござい

ます。 

 次のページをお願いします。 

 目７・畜産業費では１３１４万２０００円を

計上いたしております。前年度と比較しますと

１１３１万８０００円の増額でございます。増

額となりました理由は、食肉センター管理事業

で食肉センターの解体設計業務委託１１４１万

７０００円でございます。解体後の敷地利用に

つきましては、関係者を含めプロジェクトチー

ムを設置し、検討してまいりたいと考えており

ます。 

 目８・農地費では、１０億７９４９万９００

０円を計上いたしております。昨年度と比較し

ますと、１億２４０８万９０００円の増額でご

ざいます。増額となりました主な理由としまし

ては、新規事業の採択に伴う県営土地改良事業

負担金６２９６万円、農業基盤整備促進事業が

これまで国の補正対応から、平成２６年度から

は当初予算対応となったため、１億１３８０万

円のを増額でございます。主な事業につきまし

ては、説明欄で御説明いたします。 

 上から４行目、排水機場維持管理事業５２９

７万３０００円は、湛水防除事業、地域水田農

業支援排水対策特別事業により設置された１４

排水機場の重油代、電気代、修繕料、運転業務

委託による経費でございます。 

 １つ飛びまして、市内一円土地改良整備事業

１億９４００万円は、地元要望をもとに県営事

業や団体営事業などの事業と連携し、農道や排

水路などを整備することにより、農地の汎用化

など生産条件の改善を図るものです。事業とし

ましては、農道及び排水路などの修繕、集落排

水路の改修、農道の改良、原材料費などでござ

います。 

 １つ飛びまして、県営土地改良事業負担金事

業１億２３３２万円は、県営で実施する土地改

良事業の地元負担金で、市町村はその事業費に

対して負担率に応じて負担金を支出するもので

す。平成２６年度は高潮対策２地区、海岸保全
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津波・高潮危機管理対策１地区、経営体育成基

盤整備事業４地区、地域水田農業支援排水対策

特別事業２地区、湛水防除事業１地区、基幹水

利施設ストックマネジメント事業３地区、単県

農業農村整備事業調査計画４地区が実施される

こととなっております。 

 土地改良融資償還補助金事業３億１１０３万

５０００円は、非補助土地改良融資事業や県営

土地改良事業などの分担金として、土地改良区

などが、日本政策金融公庫から借り入れている

非補助土地改良融資事業及び県営・団体営改良

事業の地元負担金分について、市が事業負担を

しなければならないものに対して、償還補助を

行うものです。 

 ３つ飛びまして、多面的機能支払交付金事業

３９４２万３０００円は、平成２４年度から取

り組んでおります農地・水保全管理支払交付金

事業から組みかえられた事業でございます。現

行制度との違いは、水路の草刈りや泥上げ、農

道の草刈りなどが、これまでは地域住民一体と

なり取り組むことといたしておりましたが、今

回の制度では、農業者のみでも取り組めるよう

になったことが大きく変わっております。 

 事業としましては、農地や農業用用水などを

保全管理する活動に支援する農地維持支払、地

域資源の質的向上を図る活動及び施設の長寿命

化のための活動を支援する資源向上支払に取り

組むものであります。 

 現在、農地・水保全管理支払交付金事業に取

り組んでおります地区につきましては、組みか

えのための地区説明会を開催しているところで

す。また、新たに取り組む地区につきまして

も、今後推進していきたいと考えております。 

 １つ飛びまして、農業基盤整備促進事業１億

１３８０万円は、農地の大区画化・汎用化など

基盤整備を進め、担い手への農地集積を加速

し、農業の構造改革を推進するために暗渠排水

工事、畦畔除去工事に対して、その工事費を農

家へ補助するものです。事業量としましては、

区画拡大・畦畔除去８.８ヘクタール、暗渠排

水７０ヘクタールを予定しております。 

 特定財源の内訳ですが、国県支出金１億３４

５５万４０００円は、国営造成施設管理体制整

備促進事業補助金２０２９万３０００円、農業

基盤整備促進事業補助金１億１３８０万円、農

業経営高度化支援事業補助金３０万円、農地海

岸樋門維持管理業務委託金１６万１０００円、

地方債１億２６１０万円は、市内一円土地改良

整備事業１８００万円、県営土地改良事業負担

金事業１億８１０万円、その他１億１８６４万

３０００円は、土地改良施設維持管理適正化事

業交付金１７５５万円、坂本九州新幹線渇水等

被害対策基金１６５万円、非補助土地改良融資

事業分担金９２００万円、市内一円土地改良整

備事業寄附金７４２万円などでございます。 

 目９・水田営農活性化対策推進事業費では１

９５２万円を計上いたしております。前年度と

比較しますと２４０１万３０００円の減額でご

ざいます。減額の理由としましては、平成２５

年度に取り組みましたコンバインなどを導入す

るくまもと型飼料用稲生産流通モデル推進事業

によるものでございます。事業としましては、

米需給調整総合対策事業４８６万５０００円

は、水稲の生産調整推進のための賃金など人件

費・事務費及び八代地域農業協同組合へ米の数

量調整推進事務費補助金１４３万８０００円で

ございます。戸別所得補償推進事業１４６５万

５０００円は、農業者に対する戸別所得補償制

度の説明会の開催、申請手続の支援、作付状況

の現地確認事務などを行う八代市農業再生協議

会へ対し補助するものです。 

 特定財源の内訳ですが、国県支出金１７８２

万４０００円は、米需給調整総合対策事業を推

進するための新需給システム推進事業費補助金

３１６万９０００円、戸別所得補償推進事業を

推進するための戸別所得補償推進事業補助金１
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４６５万５０００円でございます。 

 目１０・地域農政特別対策事業推進費では２

４８万２０００円を計上いたしております。農

地の流動化や認定農業者の育成確保、農業経営

の法人化、集落営農の組織化など普及促進を図

るための経費で、主なものは八代市担い手育成

総合支援協議会への補助金２２５万円でござい

ます。 

 特定財源の内訳ですが、国県支出金１５０万

円は、担い手育成総合支援事業を推進するため

の元気な認定農業者づくり事業補助金、その他

２３万２０００円は、農地の貸借及び売買など

農地の流動化を推進するための農地保有合理化

促進事業等業務委託金でございます。 

 目１１・農業研修施設管理費では、１９２９

万８０００円を計上いたしております。説明欄

に記載の龍峯農業研修所管理運営や農村運動広

場管理運営、千丁ふれあい農園管理運営など各

施設の維持管理経費分でございます。 

 特定財源の内訳てすが、国県支出金７７万６

０００円は、農村婦人の家耐震改修補助金、そ

の他１４１万２０００円は、施設使用料などで

ございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 目１２・地籍調査費では３億２１０６万５０

００円を計上いたしております。地籍調査事業

の進捗状況でございますが、市全体面積は約６

８０平方キロメートルで、国有林や公有水面な

どの調査対象外面積を差し引きました全体調査

計画面積は、５６１平方キロメートルでござい

ます。市全体で平成２５年度までの進捗率とし

ましては、５０.０７％となっております。平

成２６年度は、八代地区３.２平方キロメート

ル、東陽地区４.７７平方キロメートル、泉地

区７.４平方キロメートルを予定いたしており

ます。全体完了予定年度は、現在の予算ベース

でいきますと、平成５３年度ごろを考えており

ます。 

 特定財源の国県支出金１億３５５３万２００

０円は、地籍調査事業費補助金でございます。 

 次に、項２・林業費につきまして御説明いた

します。 

 目１・林業総務費では、８４４５万７０００

円を計上いたしております。節２・給料から節

４・共済費まで職員１１名分の人件費が主なも

のでございます。 

 目２・林業振興費では１億５９４６万５００

０円を計上いたしております。前年度と比較し

ますと２４７３万７０００円の増額でございま

す。増額の理由としましては、森林整備事業で

１８２７万７０００円、緑の産業再生プロジェ

クト促進事業で７６７万３０００円の事業量増

額分でございます。 

 主な事業につきましては、説明欄で御説明い

たします。森林整備事業７６１０万１０００円

は、作業路などの修繕５００万円、林道、作業

路への原材料費４１０万１０００円、森林整備

を促進するために下刈り、間伐などの経費を一

部補助します森林環境保全整備事業５８００万

円、主伐に要する運搬経費の一部を支援するこ

とで原木生産を促進する原木生産促進事業９０

０万円でございます。なお、森林環境保全整備

事業で１６００万円、原木生産促進事業で６０

０万円を増額いたしております。増額の理由と

しましては、木質バイオマス利用及び輸出拡大

に対応するために拡充するものでございます。 

 １つ飛びまして、八代産材利用促進事業５０

０万円は、八代産材を利用した住宅の新増改築

などに対して、新築で２０万円、増改築などで

１０万円を上限として助成するものでございま

す。新築３０件、増改築・リフォーム５件を見

込んでおります。 

 緑の産業再生プロジェクト促進事業３２３６

万８０００円は、間伐などの森林整備の加速化

と間伐材などの森林資源を活用した林業、木材

産業など地域産業の再意を図るため、事業実施
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主体が導入いたします機械に対して補助するも

のです。今回は、４事業者がスイングヤーダ、

ウインチつきグラップル、フォワーダなど導入

する予定でございます。昨年度は１事業者の取

り組みでしたが、平成２６年度は４事業者の取

り組みの希望があり、７６７万３０００円の増

額となっております。 

 １つ飛びまして、公有林管理事業１１５１万

２０００円は、主に八代市の市有林間伐業務関

係の経費でございます。事業としましては、旧

八代市１.９ヘクタール、坂本町１６.５ヘクタ

ール、東陽町１.６ヘクタール、泉町３.４ヘク

タールを予定いたしております。 

 有害鳥獣被害対策事業２１２６万２０００円

は、主に鳥獣被害防止特別措置法に基づき、鳥

獣被害対策実施隊を編成し、機動力を高め、捕

獲を進めるための経費でございます。内訳とし

ましては、隊員に対する報酬２８０万５０００

円、費用弁償３０９万６０００円及び鳥獣捕獲

許可によるシカ捕獲に要する経費、１頭８００

０円を補助します特定鳥獣保護管理事業補助金

１４４０万円などでございます。 

 特定財源の内訳ですが、国県支出金４９７６

万８０００円は、公有林管理事業補助金４９８

万円、有害鳥獣被害対策事業補助金２６７万

円、森林整備地域活動支援交付金事業補助金９

７５万円、緑の産業再生プロジェクト促進事業

補助金３２３６万８０００円、その他５０４万

円は、坂本町の市有林の立木売り払い収入５０

４万円でございます。 

 目３・林道維持費４１７５万８０００円は、

八代市管内の林道６６路線、２６８キロメート

ルの維持管理を行うもので、事業としましては

林道舗装などの工事請負費２５５０万円、除草

作業委託に９３９万２０００円、原材料費１０

０万４０００円などでございます。 

 特定財源の地方債１０００万円は、林道舗装

事業分でございます。 

 目４・林道新設改良費では、７７２３万７０

００円を計上いたしております。前年度と比較

しまして、５１４７万８０００円の増額でござ

います。増額の理由としましては、林道新設改

良事業で工事請負費４１５６万円、事業量の増

によるものでございます。事業としましては、

市内一円林道新設改良事業で、林道専用道八竜

山線開設事業及び林道専用道菖蒲谷線開設事業

の測量設計業務委託費１３４５万６０００円、

工事請負費４１５６万円、林道菊池人吉線の賦

課金及び受益者組合助成金４１２万３０００円

などでございます。 

 特定財源の内訳ですが、国県支出金２８０５

万円は、林道専用道開設事業補助金、地方債２

６９０万円は林道専用道開設事業でございま

す。 

 次のページをお願いします。 

 目５・治山事業費５７８万円は、泉支所管内

の樅木地区治山事業に要する経費でございま

す。 

 次に、項３・水産業費につきまして御説明し

ます。目１・水産業総務費３７９６万９０００

円は、職員５名分の人件費が主なものでござい

ます。 

 目２・水産業振興費では２億６３２４万１０

００円を計上いたしております。前年度と比較

しますと１億５４８９万円の増額でございま

す。増額しました理由としましては、栽培漁業

振興事業の拡充及び新規事業で産地水産業強化

支援事業の取り組みによるものでございます。 

 主な事業につきまして、説明欄で御説明いた

します。 

 １つ飛びまして、漁場環境保全事業２６４３

万円は、魚の生息環境の保全、船舶航行の安全

及び漁業操業の効率化を図るために、漁場環境

の整備調査を実施するものです。 

 事業としましては、航路標識設置補助金１１

３万５０００円、海面清掃補助金１０３万２０
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００円、内水面清掃補助金７２万円、水産振興

協議会などへの負担金８６８万３０００円、藻

場造成・魚礁設置事業負担金７００万円、熊本

八代海地区水産環境整備事業負担金６００万

円、ナルトビエイなど有害生物対策事業補助金

６４万円が主な事業でございます。 

 ３つ飛びまして、栽培漁業振興事業２５１１

万７０００円は、これまでのとる漁業ではなく

稚魚、稚エビ、稚貝などをふ化・中間育成し放

流することにより、つくり育てる漁業である栽

培漁業を推進し、水産資源の再生産を促し、安

定かつ継続的な漁業経営を図るために実施いた

します事業経費でございます。 

 主な事業としましては、クルマエビ、ヒラ

メ、アサリ、アユなど放流事業に２２２４万２

０００円、海苔養殖振興事業に２０５万８００

０円などでございます。なお、事業内容につき

ましては、次に説明いたしますが、平成２７年

度に新規に開設予定の荷さばき施設を活用し、

漁業所得の向上を図るとともに、新鮮な地元の

鮮魚や活魚をふやすための放流事業費１０００

万円の拡充を行うものでございます。 

 １つ飛びまして、産地水産業強化支援事業２

億４１７万８０００円は、既存の魚市場より荷

揚げや集荷の利便性を上げ、より多くの水産物

を取り扱えるようにするため、新たに水産物荷

さばき施設を整備するものです。事業としまし

ては、荷さばき施設工事監理業務委託３６３万

９０００円、荷さばき施設建設工事２億円でご

ざいます。 

 特定財源の国県支出金の７７８０万４０００

円は、産地水産業強化支援事業の補助金７５７

８万４０００円、水産基盤整備交付金２０２万

円、その他１７８万２０００円は、熊本八代海

地区水産環境整備事業分担金１５０万円などで

ございます。 

 続きまして、１１５ページをお願いいたしま

す。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費の目１・農業施設災害復旧費で１０

００円を計上いたしております。これは存目の

ための計上をいたすものでございます。 

 以上で、農林水産業費及び災害復旧費の説明

を終わります。御審議方よろしくお願いしま

す。 

○委員長（増田一喜君） 小会します。 

（午前１１時１８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２１分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） ちょっと初めてですけ

ん、幾つかお尋ねしたかっですけど、そのたび

たびに答えをしてもらっていいですかね。 

 まず、７８ページの下のほうの農業振興費の

青年就農給付金事業ですか、ちょっとこれわか

りにっかっですね。就農初期段階５年以内の所

得を確保する、いわゆる新規に就農して５年以

内に補助をするのか、５年以内に就農した人が

その対象者となるのか、ここちょっとわかりに

っかっですね。４５歳はわかっとですけど。就

農初期段階５年以内の所得を確保するために給

付金というのは、ちょっとそこを説明よかです

か。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい、お答え

します。 

 この給付金につきましては、準備型と営農開

始型２つがございまして、市町村が対応いたし

ますのは経営開始型でございます。これは経営

リスクをですね、就農初期に負うと。それを、

リスクをできるだけ軽減しようということで、



 

－19－ 

自営就農時の年齢が原則４５歳と。独立自営就

農５年後には農業で生計が成り立つ計画を出す

というようないろいろ規定がございます。独立

自営が一つの条件になっておりますが。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。じゃ、新規に就

農した者でなくても、農業をやっとって、自営

独立──新規でなくてもよかわけですか、対象

者は。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） 当初ですね、

親元で就農されて独立されるというパターンが

あろうかと思いますけれども、それらについて

も対象になるということでございます。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） 次、お願いします。八

代産農産物ＰＲ事業については、３人以上の農

産物の生産者または出荷者等々、そういう組織

が対象になるわけですが、これは募集について

は、今までのように市報とかホームページとか

エフエムやつしろとか、そういったことで募集

されますか。それとももう今までに積み残しが

あって、幾つかに補助せないかぬというような

状況ですか。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） 農業生産

流通課、橋永です。ＰＲ事業については、例年

募集要項を定めた後、広報とかホームページで

募集しております。そこでそれぞれの計画を出

していただき、内容を審査しながら、予算の範

囲内で実施するということでやっております。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） ２５年度からの、ある

いは２４年度からの積み残しはなかったという

理解でいいですか。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） 今現在、

２５年度を進めておりますが、全ての申請のと

ころにそれぞれ予算を配分して事業を実施して

いるところで、積み残しはございませんでし

た。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） ７９ページの上のほう

の農地利用集積促進事業の件ですが、これは作

物はイグサのみなのかどうかということと、こ

の面積がですね、５割以上または１ヘクタール

以上の規模拡大を行った者とありますけども、

この面積は実測でされますか、それとも公簿で

されますか、面積の確認は。公簿というのは、

いわゆるわかっですよね、公簿ですよね。どっ

ちでされますか。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） 面積の確認に

つきましては、農業委員会のですね、何です

か、利用権設定ですか、それが書面で確認して

おります。作物につきましても、特にイグサだ

けということに限ってはおりません。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） 利用権設定のいわゆる

契約をしている面積ということですが、これは

通常は──これ、なぜ聞くかというとですね、

泉、坂本はどうか知りません。泉あたりでは、
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地籍調査が済んでいないところはですね、公簿

と実面積というのは物すご縄延びがあるわけで

すよね。５倍、１０倍ぐらいある農地もあると

思いますけども、それは通常公簿でしてありま

すか、利用権設定の場合は。それとも実測をし

た上で、その面積をしてありますか、通常。 

○委員長（増田一喜君） 西農業委員会事務局

主幹兼次長。 

○農業委員会事務局主幹兼次長（西 和仁君）

 農業委員会の西です。よろしくお願いしま

す。 

 ただいまの委員の御質問ですが、農家台帳の

面積でいっております。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） それから、７９ページ

の中ごろですが、園芸振興費、園芸・果樹振興

対策事業の中で、説明でデコポンという話があ

ったんですが、実証事業ですからデコポンでい

いんでしょうけども、この中で連年安定生産と

いう──連年安定というのは、いわゆる表年、

裏年があるのをそういうことをなくしていこう

という意味なのでしょうか。これちょっと連年

安定生産というのが、そういうことですかね。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。お

っしゃるとおり、表裏による生産量の増減差を

抑制し、安定的に生産出荷するための実証試験

というのが目的となっております。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。これは何ページ

か──地籍調査の件ですが、８２ページです

ね。全体では、進捗率が５０.０７％っていう

な説明がありましたけども、旧八代市、東陽

町、泉町と、それぞれはわかりますか、進捗率

は。 

○委員長（増田一喜君） 山口地籍調査課長。 

○地籍調査課長（山口 修君） はい、お答え

いたします。 

 平成２５年度でございますけども、八代地区

が１８.４５％、坂本、千丁、鏡、これは全て

終了いたしております。東陽地区が４２.０３

％、泉地区が２８.８８％、合計いたしまして

全体で５０.０７％ということでございます。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい、わかりました。

年度がですね、かなりまだかかるわけですけど

も、恐らく国の都合で広めるちゅうのはできな

いわけですけども、この地籍調査は重要なです

ね、先ほど言いましたように実測がしてないと

ころについてはですね、面積の把握とか境界が

ですね、だんだんわかる者が少なくなってくる

という現状ですので、国あたりにもですね、呼

びかけて少し進捗を早めていただきたいという

要望です。 

 はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） それから、８３ページ

の中ほどの５款・２項・２目林業振興費の原木

生産促進事業補助金９００万円ですが、２５年

度が３００万だったわけですので、３倍にふや

していただきまして、大変、森林林業地帯では

喜んでといいますか、大変歓迎をしている事業

の一つですが、この中でですね、主伐に要する

運搬費の一部を支援するということなんですよ

ね。これが少しわかりにくいというのとです

ね。自分のいわゆる、──これは所有者に補助

をされるということはこの前の一般質問で確認

したところですけども、自分でですね、自分の

山を切り出して自分で運搬して市場で販売する

という場合においては、この運搬費の一部とい

う１０００円がですね、そのまま森林所有者に
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来るわけですけども、業者の方が立木を買って

ですね、そして運搬をして市場で販売すっとな

ると、その１０００円の補助金があるために１

０００円を安くですね、買われる可能性もある

んですね。その場合は森林所有者に来てもです

ね、恩恵が余りないということも考えられます

ので、ここはですね、運搬費の一部じゃなく

て、その森林の所有者が今も確認は、──植栽

をしたことを確認して補助をされるわけですの

で、その植栽とかにですね、その１０００円を

補助するっていうのを、ちょっと検討してみら

れたらどうかなというふうに思います。そこは

どんなんですか。今の現状で問題ないですか、

この事業、２５年度取り組まれてみて。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。平成２

５年度初めての試みで、今ですね、資料ちゅう

か、提出書類の確認で伐採届関係、それと施業

計画、経営計画等に記載されてるか、そういう

との確認を今現在行っております。そして、先

ほどの植栽関係の補助というお話でございまし

たけど、現在、国・県・市のほうも、そちらの

ほうは上乗せ補助関係を今行っている状況で、

それでもどうしても赤字経営と。先ほどの部長

の説明にもございましたけど、５５年から４分

の１ぐらいの値になっているということで、出

しても赤字近い、収入がないというような状況

で２０００円、３０００円、４０００円の運搬

経費がかかる中で、その一部補助ちゅうこと

で、それを今回見てるわけでございます。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 特段、ですから、２５

年度についてやってみて問題はないということ

ですよね。 

○委員長（増田一喜君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。植栽関

係もですね、ちょっと問題ちゅうのは夏場に植

栽が、やはり苗関係がありますから、時期的な

伐採、時期的な植栽ちゅうとが絡んでくるから

集中しての確認調査とか、そういうのが今から

の問題になってくるのかなというふうに考えて

おります。今のところはそう厳しい問題は発生

しておりません。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。小さいことで申

しわけないんですが、公有林管理事業ですね。

泉町に３.４ヘクタール、赤水の迫てあります

けど、これはどの辺になりますか。五家荘です

か、五家荘以外ですか。そのくらいでもいいで

すけど。大字でもいいです。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） ちょっと字ま

では入れてません、済いません。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） 後で教えていただけれ

ばと思います。 

 それから、８３ページの中ほどの５款・２項

・２目・林業振興費、特定鳥獣保護管理補助

金、ことしも１頭当たり８０００円で計上して

ありますけども、１２月の一般質問で国の国庫

補助も導入を予定しているていうな答弁があっ

ておりましたが、それはまだ決定していないか

ら当初予算では８０００円で、２６年度中に見

込みがあるというふうに思ってもよろしいでし

ょうか。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。４月に

八代市有害鳥獣捕獲対策協議会の総会を開きま

すから、そのときにはっきりいたします。 

 以上です。（委員松永純一君「はい」と呼
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ぶ） 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（松永純一君） はい。以上で終わりま

す。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。ほかの委員さん

もお尋ねになると思いますので、少しだけ。 

 最初、松永委員さんが質問になった、この青

年給付金事業、年間の１５０万、これは５年以

内と書いてありますが、経営が安定した場合に

はもうこの１５０万がなくなるのかどうか。 

 それと、この対象が例えば、作付面積等の何

か規約をもらうとわかるんでしょうけども、何

かそのあたりがわかりません。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） お答えいたし

ます。 

 まず、経営が軌道に乗ったというふうなこと

で、給付金の停止の要件がございまして、前年

度の所得が２５０万を超えた場合はそれから停

止ということになります。それともう一つが何

ですか。（委員前垣信三君「作付面積とか、何

か農地の面積はありますか」と呼ぶ）要件です

か。（委員前垣信三君「はい」と呼ぶ）特にな

いというふうに思います。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 大体わかりましたが、

これはことしに始まったことじゃないもんです

から、基本的には５年以内ということであれ

ば、ある程度長い期間、このあたりは予算計上

がされるんですかね。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。当初、

最初の給付を受けられた方は最長５年間と。年

度年度で開始される方がございますので、一応

現時点ではこの制度がありまして、この事業を

活用されたいと、したいという就農者がおられ

ればですね、この事業をしばらく活用していく

ことも一つの政策かなというふうに思っており

ます。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済いません。これ、こ

としに始まった事業じゃないんですが、去年で

何人ぐらいこの対象者がおりましたか。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） 八代市におき

ましては、平成２４年度が最初の給付を受けた

方がおられまして、最初５名でした。２５年度

で１０名追加されまして、現在１５名の方が受

給されております。 

 以上です。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） ということは、２５名

分予算がとってありますが、今で１５名ですか

ら、今年度はプラス１０名ぐらいの増加は見込

めるという考え方でいいんですか。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。これま

での１５名の方がですね、継続して受給されま

すと、大体２５年度が１０名でしたもんですか

ら、その分でプラス１０名ということで合わせ

て２５名を計上いたしております。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい、済いません。１

０名ではいいんですが、１０名を超えた場合に
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はどう対処されますか。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） 財源の話をい

たしますと、これが１００％ですね、国県から

の交付事業でありますので、補正なり要望して

いきたいというふうに考えます。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい、わかりました。 

 もう一つ、い業機械再生支援事業で今年度は

２０００万をプラスをしてあるんですが、これ

は機械に関して言えば畳表専用機械を対象と書

いてありますから、織機とか、あるいは乾燥機

とか、そのあたりも含みますか。 

○委員長（増田一喜君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） い業機械

再生支援事業は、おっしゃるとおりハーベスタ

ーばかりではなくて織機や苗取り機、それから

乾燥機、選別機、移植機、それぞれイグサの専

用機械ということで、その分の延命化とかオー

バーホール、そういうのに使っていただくとい

うことでやっております。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。この予算が当初

発生したのは、ハーベスター等、もうこれから

生産ができない機械というのがメーンだったと

思うんですが、２０００万もふやされたから、

イグサ関係のいろんな機械が使われると思うん

ですが、どんなですか、ハーベスター等の割合

をどのぐらい考えておられますか。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） ことしの

実績で５０台、２５年度で予算措置いただいた

んですけれども、今回は抽せんでですね、５０

名絞ったんですが、その実績としましてハーベ

スターが３２台、織機が５台、苗堀り処理機が

５台、乾燥機が４台、選別機が──これは色彩

選別機と思いますが、選別機が３台、移植機が

１台ということで、それぞれその農家で一番機

械の修理が必要というのを選ばれてされており

ます。ハーベスターが実際一番多かったんです

けども、今回の事業で時期が重なったり、いろ

いろすると思いますけれども、その辺の調整を

しながらやっていこうということで思っており

ます。内訳は、以上のような状況でしたので、

２６年度もそういうことになるのかなというふ

うに担当課としては考えております。 

○委員（前垣信三君） 済みません。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。イグサ農家のた

めにかなりの予算を今度は計上していただい

て、農家さんとしては非常に助かるんでしょう

けれども、もともとのはしりが、ハーベスター

等生産中止の機械かれこれという話から始まっ

たと思うんですね。 

 ですから、そのあたりはもう少し予算、──

例えば１０万円を限度とかってあるんですが、

ハーベスター等は１０万円の範囲ではなかなか

修理ができない部分、新たにどっかの会社に鋳

型をつくってもろうて部品を生産せぬとできぬ

ような状態がこれから起こり得ると思うんです

ね。ですから、ことし１年を見られて、そのあ

たりはもっと金額の上限を少しを考えられん

と、織機も全部いいてなると、確かにそれはイ

グサ農家としては助かるんでしょうけれども、

こういった生産ができない、何とか市内の鉄鋼

業に頼んで鋳型を打って、鋳物をつくって、そ

して加工して部品をつくらぬといかぬような状

態が出てくると思いますので、このあたりはで

すね、この上限の割合を少し考えられたらどう

かなという気はしますけども、これは意見で

す。はい。 
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○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 冒頭に部長のほうか

ら、ことしの編成方針ということでですね、各

課の課題を検証しながら、このように取り組ん

でいくということを述べていただいたというこ

とは大変評価したいというふうに思います。こ

れからもですね、このような形で部の意識の共

有化ちゅうとを図られていければというふうに

思います。 

 そんな中でですね、ちょっとお聞きしたいん

ですが、当初予算が今度４億の増加と──４億

ぐらいですかね、増加というふうになったんで

すが、最終的には結局倍ぐらいの予算になっじ

ゃなかですか。それはもう結局、国県の補助金

頼みという部分があっとですが、そのような気

持ちで取り組まれた中でですたい、結局、補助

金頼みという、だけんどげんしたらよかろうか

て思うとですが、結局、国県とやっぱ話し合い

を重ねる。県との補助金のメニューがですた

い、八代にそぐわぬもんだったとすれば、それ

は結局財源ば打った分が損ていう感じもありま

すし、その辺の工夫ていうのは何かなされとっ

とですか。 

 ということと、あと一つ、その４億の増加の

部分について、一般質問でちょっと話ば聞いた

っですが、ことしの予算は前年度に比べて、合

併後一番最大規模じゃなかですかね。その中で

膨らんだものか、新しい取り組みの中で膨らん

だものなのかですたい。前倒し分が少なかった

けんと、ことしが膨らんだものなのか。その辺

のまちょっと詳しい話をですね、それは感想で

もよかですけん、お聞きしたいというふうに思

います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 最初の、

（｢県との協議」と呼ぶ者あり）県との協議に

ついてはですね、確かに今委員さんおっしゃら

れましたように、農林水産業費の予算について

は毎年倍以上の補正をお願いしながら、実際や

っています。部としてもですね、当初予算のほ

うでできるだけ事業費については把握しながら

計上したいということで考えているんですが、

国県の事業の中でですね、どうしても当初予

算、──１０月、１１月ごろ編成するんです

が、把握できないということで、事業が確定し

てから補正でお願いしている状況です。 

 それと単県事業につきましても、県自体が６

月議会とか、９月議会あたりで予算化する場合

もありますので、その辺についてはですね、ど

うしてもこちらの予算が確定してから計上させ

ていただいております。県につきましてもです

ね、ある程度当初予算で確保したいということ

で考えておりますので、いろいろ予算編成に当

たっては協議しているんですが、今の状況の中

ではなかなかそういう話は得られない状況で

す。 

 それともう一点の、今回の予算編成で４億ほ

ど上がっておりますが、今回についてはです

ね、事業費のやはり増ということで、特に補助

事業等の増が主な理由です。農業費については

ですね、約２億近く上がってるんですが、これ

についてはちょっと説明もしましたが、フード

バレー推進課の設置ということで、職員が全体

で９名ほどふえております。推進課と、それと

東京、大阪、福岡等に引っ越してますが、そう

いう職員が販売経費等ということで農林水産部

費につきましたので、その分が５０００万、そ

れと今の県営土地改良事業がですね、補正あた
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りでかなり予算つけていただいておりまして、

大体、約倍ほど事業費が伸びておりまして、こ

れが負担金が６０００万、それとフードバレー

事業ということで１１００万ほどですね。それ

と、い業機械再生支援事業が２０００万という

ことで、大体農業費は増となっております。 

 それと、林業費についてはですね、先ほども

ちょっと御説明いたしましたが、原木生産促進

事業が６００万、それと森林整備関係が１２０

０万円増です。それと林業専用道開設事業で１

路線を一応追加してますので、これが５４００

万の増ということで、林業費が約８０００万増

加している。 

 それと水産業費につきましては、二見漁港に

ついては、もう昨年度で終了したんですが、今

年度新たに荷さばき施設が２億ちょっと出てき

てますので、その分が膨れまして、水産業費で

は全体で約１億５０００万ということで増加し

ております。 

 これも冒頭お話がありましたように、一般財

源の３％減ということで、部としても取り組ん

でいったんですが、補助事業とか実施計画の中

でですね、２６年度からどうしても取り組むこ

とが予定されていた事業については、建設計画

等の中で今度取り組みましたので、総体的には

４億ほど増加ということになっています。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 新しい事業が、さっき

松永委員の話でも、林業の話でもあったっです

が、そして、何ですかイグサの再生支援事業も

２０００万ほどふえているという中で、新しい

事業が目かかったもんですけん、その分の４億

増かなと。自分たちのまち、つまり八代市の農

業──第１次産業をどうかしたいというとこの

４億の増かなという感じも思うたもんですけ

ん、そのような話をしてみたんですが、３％カ

ットちゅう中でですたい、なかなかでけぬだっ

たちゅう部分もやっぱ、削ったていう部分もど

っかあっとですか。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。農業費

のほうでは、先ほどちょっとシルバーリーフコ

ナジラミ対策で５００万削ってますが、一応見

直しは一応やっております。ただ、今回につい

てはですね、さっき言った３％は一般財源が３

％ですので、そういう今の事業についてはです

ね、その３％枠に入らずに、一応そこは単純に

今回は予算の増ということでお願いして、今回

計上しとります。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） なかなか財源の厳しか

中でですね、そっでもやっぱ活性化していかぬ

ばんという気持ちは皆さんお持ちだろうと思い

ますので、そいばいろいろ言うわけじゃなかっ

ですが、八代市の農業のあり方ちゅうことに対

してですね、しっかり取り組んでいただきたい

ということでの発言でありました。 

 さっきもちょっと前垣さんのほうからあった

っですが、い業機械再生支援事業についてで

す。 

 これについては、やっぱ言いなったごっだろ

うと思うとですたい。その機種機種でやっぱ違

いますけん、そもそも、だけんハーベスターの

修繕ていうとは１０万ぐらいで済む品物かです

よ。どの程度と思うて、平均あっとですか。平

均修理額というとはですよ。 

○農業生産流通課農産係長（田中和彦君） 委

員長。 

○委員長（増田一喜君） 田中農業生産流通課

農産係長。 
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○農業生産流通課農産係長（田中和彦君） は

い。今の御質問ですけれども、現在３２台、私

どものほうに事業計画が上がっております。事

業自体が終わられても、補助金のほうは支出し

た部分もございますし、これから払う部分もあ

るんですけれども、今、支出した部分に関しま

しては、主に修繕費がですね、２０万から３０

万ぐらいの間でハーベスターの分はおさまって

おります。（委員亀田英雄君「そのくらいでい

いと」と呼ぶ）はい。今どの程度、どの部分を

修繕されるかということで金額増減あると思う

んですけれども、今回私どものほうを利用され

た方は、多くの方が大体２０万から３０万ぐら

いの枠の中でおさまっていらっしゃるような状

態です。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） そんな感じで、あとの

調査というのは引き続きやってよか──実際行

われたかと。以前、元気が出るっていう補助金

の話でもいろいろあったんですが、今回の事業

についても何ですか、完了調査──何といいま

すかね、そういうふうな感じでチェックはなさ

れていくんですか。（｢追跡調査」と呼ぶ者あ

り）追跡調査ですかね。 

○委員長（増田一喜君） 田中農業生産流通課

農産係長。 

○農業生産流通課農産係長（田中和彦君） 現

在、今年度、事業をされました方につきまして

は、機械の修繕が終わられた時点で、私ども職

員のほうが行きまして、機械のほうの確認をい

たしております。ただ、機械の修繕箇所によっ

ては機械の中に部分を直されて、外見からは一

目でちょっとわからない部分もございますの

で、この部分に関しましては修繕を行っていた

だく業者さん、農機具メーカーさんであった

り、まちの工場であったり、そのときに修繕さ

れる前と後の写真も撮っていただいて、それも

最後の請求にときにつけていただくような形に

しております。 

 追跡調査に関しましては、まだ現在のところ

ちょっと決めておりませんので、今後の検討と

いうことでお答えさせていただければと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。よかほうにです

ね、検討していただきたいと思います。 

 あと一つ。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。営農支援事業に

ついてなんですが、これ話しなったっかな。専

門スタッフというのはどのようにされるんです

か。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、古田農業政策

課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） 営農支援室の

設置につきましてなんですが、一応現在農政係

で今担務している事務事業のうち、主に新規就

農者、あるいは担い手育成等のですね、関係事

務を移管して、あわせて営農支援室ということ

でやっていきたいわけなんですが、一応２名ス

タッフを考えとるわけなんですけれども、一応

やはり農業に精通した方でなければいけないと

いうなことで、県のＯＢの方、あるいは市のＯ

Ｂの方、あわせてＪＡのＯＢの方あたりをです

ね、考えまして、人選していきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。それならば、Ｊ

Ａにお願いすればよか話じゃなかろうかと思う

とですが。行政がすることのメリットちゅうと

はどのように考えておられますか。 
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○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい、お答え

します。 

 この事業につきましては、ＪＡの営農部の担

当の方とも何回か意見の交換を行いまして、一

応ＪＡの確かに営農指導員という方がおられる

わけですけれども、その方々の業務といいます

か、聞きましたところ、やはり栽培技術の指導

が一番多いと。あわせて部会ですかね、いろん

な部会がございますが、部会対応が上位を占め

ておると。全農といいますか、中央会ですか

ね、農協の、この資料でも同じようなデータが

出ておりました。そことのすみ分けをする意味

でも、やはり生産技術の指導あたりは確かにＪ

Ａのほうでやっていただくわけですけれども、

先ほど言いましたとおり、新規就農者、あるい

は経営のですね、いろんなアドバイスという

か、あわせて最近は、人・農地プランというこ

とで、地域でのいろんな営農活動あたりもです

ね、課題となっておりますもんですから、その

あたりをＪＡとはすみ分けてやっていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。今おっしゃられ

た部分については、ＪＡはやっておられんとで

すかね。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい、先ほど

言いましたように、ＪＡとのですね、協議の中

でも営農指導員の方の役目にもやはり確かに担

い手の育成ということがあるようなんですけど

も、どうしても栽培技術、部会等の任務が大き

いということで、そういうことが行政でやって

いただけたらというような意見はいただいてお

ります。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 先ほど行政のメリット

ちゅう形で伺ったっですが、すみ分けすること

が行政のすることのメリットになっとですか。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、古田農業政策

課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。すみ分

けいたしまして、そういった若い就農者、担い

手の方、あるいはこれから頑張っていきたいと

いう経営者の方がですね、この事業によって、

いろんな就農に当たっての経営のアドバイスと

か、そういうフォロー、それをスタッフにはや

っていただきたいというふうに思っております

ので、そのアドバイス、フォロー等をですね、

行政がやるというメリットと考えております。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと、よかです

か。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 行政のメリットという

部分ば、まちょっと何か言い方なかっかな。そ

んならあって、ほかにもう、なかほうがよかで

すもん、今ん話ですならたい。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 古田農業政策課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） 今まで申しま

したのは、我々が想定いたします農業者へので

すね、メリットといいますか、あわせて行政と

いたしましても、相談窓口の一元化というよう

なことでお客さんが来られたときに、まずここ

に来ていただければ第１次的なですね、窓口と

いうふうなことで、その窓口の一本化というの

も今回の狙いであります。 

 以上です。（委員亀田英雄君「ちょっと、難

しか」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ちょっと質問の趣旨

とは違う。要するに農協さんは、この支援のほ
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うのは都合上、これには参画できないちゅう返

事ですか。だから、本市が実施をするちゅう、

そういう意味で聞いとるんじゃないですか。

（委員亀田英雄君「だけん、どこにメリットの

あっとか。大体本来はＪＡがする仕事じゃろ」

と呼ぶ）２つなってしまうということになるか

ら、だから、それからすると、農協さんがやる

ようなはずなのに本市がやるということは、そ

こにどこにメリットがあるかでしょう。それを

お聞きしているんだけど、そこらあたりはちょ

っと答えられますか。（｢小会しましょうか」

と呼ぶ者あり）小会します。 

（午後０時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０１分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。午後は１時から再開いたしま

す。お世話さまでした。 

（午後０時０１分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０１分 開議） 

○委員長（増田一喜君） 休憩前に引き続き、

経済企業委員会を再開いたします。 

 休憩前に亀田委員のほうから質問があってお

りました残りのほうの答弁をお願いいたしま

す。 

○農業政策課長（古田洋二君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、古田農業政策

課長。 

○農業政策課長（古田洋二君） はい。午前中

は大変失礼いたしました。回答をですね、整理

する意味で、まず、今回の支援室の設置に至っ

たといいますか、設置の根拠等をですね、少し

お話しながら説明していきたいと思いますけれ

ども、今回、支援室の設置に当たりましては、

相談窓口をですね、一本化することによりまし

て、ワンストップの対応が可能になるというふ

うなことで、あわせて関係機関へのつなぎとい

うふうなことで、利用者のですね、利便性を高

めるということと、一本化によりまして、事務

の効率化も内部的に図られるというふうなこと

を考えております。また、国の事業であります

青年就農給付金事業とか、人・農地プラン関連

事業につきましては、市の責務におきましてで

すね、やっていかなければならないと。あわせ

て新規就農者支援もですね、市の細やかな対応

でやっていかなければならないと。 

 そこで、今、営農支援室におきまして、農業

者の幅広い相談に対しまして、アドバイスや継

続したサポートを実施していきますと。特に新

規就農者へのサポートや人・農地プランの推進

等を図ると。これが一番大きな営農支援室の設

置の当初の目的でございます。したがいまし

て、この設置におきまして、スタッフを置く予

定なんですが、巡回とか、いろいろ会議に出て

いく中で担い手の掘り起こしとか、経験から来

ますより深いアドバイスができるものというこ

とで期待しております。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 皆さん、聞いてわかん

なったですか、行政がすることのメリットてい

う部分がですたい。だから、行政がするんです

よという話を。部長、補足してください。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 橋口農林水産部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） ただいまです

ね、基本内容については説明のあったとおりで

す。今まで、今の人・農地プランとかですね、

就農給付金事業についても、事業としては取り

組んできたんですが、これまで職員が少ない中

でですね、なかなか農家の人に対してのいろい

ろな指導等もできなかったということで、今回

についてはですね、──それと先ほど窓口の一
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本化ということであったんですが、私たちが聞

いてる中では、やっぱり相談に来られる人たち

も、事業ごとに窓口があるということでなかな

かわかりにくいということもありましたので、

今回は営農支援についてはですね、この室を設

けながら今の窓口を一本化するということと、

それと国の事業で、これまで重要な位置づけし

てきてました青年就農給付金、それと人・農地

プランについてもですね、そういうスタッフを

そろえながら、こちらから農家の方に出ていっ

てですね、例えば就農給付金あたりは、実際経

営計画とかの手伝いをやればこの該当する人が

おられても、今はなかなか相手の方が申し込ん

でこなければ、なかなか事業として取り上げら

れないという部分もありますので、こちらか

ら、そういう農家の人たちに出向いていって、

そして、できるだけそういう補助事業等を受け

られる方に対しては、補助事業を支援しながら

ですね、そして、新たな担い手とか、そういう

就農者に対する支援もしていきたいということ

で一応考えてます。 

 特に行政側のメリットというのは、例えば、

人件費が減りますとか、経費が減るとか、そう

いうことを考えてなくてですね、私たちからす

れば、農家の方に対して、それだけ利便性、サ

ービスの向上があれば、今回支援室を設けた効

果というのはあるんじゃないかということで、

今回そういう今まで足りなかった分をですね、

重点的にやりたいと思っています。 

 ＪＡとか、県についてもですね、営農指導と

か、そういう新規就農センターあたりの窓口は

あるんですが、それらの連携についてはです

ね、営農支援連絡会議を定期的に開催しなが

ら、その中でですね、連携をとりながら市全体

の底上げといいますか、そのあたりを一緒にな

ってからですね、支援をしていきたいというふ

うに考えています。よろしいですかね。何か、

なかなか……。 

○委員長（増田一喜君） ということは、要す

るに農協は農協の支援があると。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 行政は行政として

の、それをやらにゃいけぬ部分があると。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、そうで

す。 

○委員長（増田一喜君） だから、その行政と

してやらにゃいけぬ部分を窓口を一本化する

と。そうするとワンストップで行けると、その

メリットがあるとか、そういうことのために立

ち上げたというふうに理解してよろしいんです

か。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、そうで

すね。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員、よかです

か、そこは。そういうことらしいんでよろしい

ですか。 

○委員（亀田英雄君） はい、わかりました。

賜りました。（農林水産部長橋口尚登君「また

不明な点がありましたら、御説明いたしますの

で」と呼ぶ）大体そんくらいのことは用意して

きとかぬばですよ。 

○委員長（増田一喜君） それでは、ほかには

ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 引き続きですけど、よ

ろしいですか。今の件について。 

 今回、営農支援室の事業ということなんで、

農家の方だけ、農業の方だけなんだと思うとで

すけれども、こういった、今のお話でＪＡのほ

うにもそういったものがある、県にもある、そ

して、市でもやるんだという話で伺ってるんで

すが、これはほかにもそういったものがないの

かなというふうにちょっと思うんですよ。とい

うのが、林業だったり、漁業だったりというの

も同じ所管のところであるというふうに思いま
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すし、一緒たくりにしちゃいかぬとかなという

ふうには思うとですけども、何かちょっと農家

さんだけ、農業だけに特化してるっていう部分

がちょっと見受けられるとかなというふうに思

ったというのがあります。 

 あと、いろんな国の補助事業とかっていうの

も多分それぞれにあるんだと思うんですよ。そ

ういったところもやっぱ同じようにやっぱ市の

サービスていうかですね、そういった観点で今

言われたんで、そういった意味ではやっぱそう

いったところを漁業だったり、林業だったりに

もやっぱ回っていっていただいて、していただ

ければなと思うんですが、そういったところと

いうのはどうなんでしょうか。農業だけという

ふうに特化しているように、ちょっと私はどう

なのかなという気持ちがあるんですが。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 橋口農林水産部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。林業と

か水産業についての指導なんですが、林業等に

ついてもですね、定期的に木材関連産業の方を

集めた会議等も行っております。そのあたりで

情報交換あたりはやるんですが、補助事業と

か、そういう中で取り組みとかについてを一応

話はしております。それと水産業についてはで

すね、特にもう漁協さんが窓口になっておりま

すので、担当係から直接漁協に行きながら、こ

のごろ事業もちょっと多くなってますが、覆砂

事業にしても、今度の鏡オイスターハウスにし

てもですね、あれは総務省の補助事業をもらっ

たんですが。 

 そういうことで、農業に対しては──林業と

水産業について対象者がちょっと少ない関係も

あってですね、特に今回みたいな担当を特別設

けるわけではないんですが、林業、水産業につ

いても、こちらから、今職員も大変忙しいんで

すが、一応出ていきながら、一応そういう対応

はしてます。 

 農業につきましては、御存じのとおり幅が広

くてですね、なかなか今の担当課だけでの取り

組みというのはやっぱり難しい点がありました

ので、今回特に農林水産業の中で農業について

は所得も伸びてきておりますので、せっかくそ

ういうチャンスだと思っていますので、今回は

さらに持続できるような形で、今の担い手、あ

るいは後継者問題等について頑張ってちょっと

いきたいなというふうに考えてます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、ＪＡさんが

できないところば補完してというふうに、私は

捉えとっとですよ。多分、国とか県とか市から

の事業、こやんとありますけん、ＪＡさん、ど

やんですかという話ばして、それがなかなか実

際に利用したい人たちに伝わってないていうよ

うなことがあるということで、今度そういった

ものを立ち上げながら、わざわざ市の職員さん

たちが回っていってやるんだというようなふう

に私は理解をしてるんですよ。 

 今言われたのであれば、水産のほうでいけ

ば、補助金とかそういう関係は漁協さんが担当

してきちっとやっていますよというふうに言わ

れたのかなと思ったですけど。ということは、

ＪＡさんがきちっとしてないけんが、そういう

ふうな八代市がやるのかという話なんですよ。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。事務的

なところじゃなくてですね、取り組み、取っか

かりのところをですね、やっぱり行政が当然や

るべきところがありますので、そういうところ

の手助けをしていくということです。 

 農業につきましても、やはりそういう事業が
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あって広報とかしていてもですね、なかなかや

っぱりわかりにくいところがやっぱあるんです

よね。こちらから、そういう該当者の方に話な

んかしたら、事業がわかって、それに取り組み

をされるとかいうこともありますので、そうい

う該当者の方に身近に、こちらからまず出向い

ていってですね、できるだけ掘り起こしをする

というのも一つの目的です。事務をこちらが応

援するとか、そういうのではないのでですね、

そのあたりはこちらから現場に赴く機会をふや

すということもあります。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。先ほどの整理の

あれなんですが、単純に農業のほうが今非常に

補助金とかそういった事業が多いというような

ことで、水産とか林業のほうは少ないというよ

うなことで、特別、そう置かぬでもいいだろう

というような話だろうと思うとですけども、ど

うせならですよ、この中に水産とか林業とかも

一緒に入れてからですね、そういったことがで

きればなというふうには思うとですけど、そこ

ら辺のとこはどうでしょう。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。今回に

ついてはですね、一応農業の支援ということで

特化してますが、また林業とか水産業にもしそ

ういう指導するということになればですね、ま

たそういう専門の職員、あるいは支援員あたり

もまたそういう人が必要になってきますし、今

回については、農業についてのみの一応支援室

ということで、林業と水産業についてはです

ね、またほかの、今現場に出ていきながら、ま

た協議会等でも開きながらやってるんですが、

そういう中で当面はちょっと対応していきたい

なとは思っております。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ちょっと質問を

変えたいと思うとですけども、そういった、こ

ういったものをやってくれぬどかというような

要望があったのかどうかっていうことですね。

ＪＡさんからあったのか、農家の人たちのほう

からあったのか、違うところからあったのか、

どうなんですか。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。今回の

営農支援室についてはですね、市長の基本政策

の中の８つの中の一つということでですね、営

農の支援ということもあっております。担当課

のほうでも一応先ほど説明したようなことで、

重点的に今後やらなければいけない事項という

ことで捉えてたんですが、今回については特に

市長の基本政策もありましたので、早急に具体

化して取り組むようなことにしました。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。とりあえず、こ

れで終わります。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。意見がありましたら……。 

○委員（野﨑伸也君） まだほかのやつでもよ

かっですか。いいですよね。（｢いやまだあっ

とだろ、野﨑さん、あっとだろ」と呼ぶ者あ

り）質疑はまだほかでもよかっですか。よろし

かですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、それでは、質

疑を続けます。野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、済いません。じ
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ゃ、別件でちょっと質問したいと思います。 

 ちょっと事業名なんですが、くまもと畳表復

興支援事業というのがですね、あったわけなん

ですけれども、これは２年ぐらい前ですかね、

から始まってるというなことなんですけれど

も、これのですね、検証というか、これを事業

としてやって、八代市のほうが農家のほうの収

入増につながっているのか、またイグサ農家の

方々にとって収入増につながっているのかどう

かっていう検証についてはどうでしょうか、さ

れてますか。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。東

北の関係の復興支援事業、２４年、２５年、２

６年３年間の予定でやっとります。東北の被災

地の住宅復興とか、そういうのを目的にしてい

るんですけれども、一応こっちの産地としては

ＱＲコードというのを入れてから、向こうのキ

ャンペーンでこちらに応募される方は、必ず産

地証明のＱＲコードを張ってもらうということ

でしてあります。それがですね、ちょうど、こ

れまではなかなか普及率も進まなかったんです

けれども、東北支援のこの事業とか始めた段階

で問屋さんとか、向こうの畳屋さんからもぜひ

ＱＲコードを入れた畳を送ってくださいという

ことがありまして、こっちのほうの生産者のほ

うもＱＲコードを挿入される方が大分ふえてこ

られました。その結果、現在、畳の価格もここ

２年ほど上昇いたしまして、ＱＲコードついて

いる畳とついていない畳はやはり価格差が出て

きております。やはり国産、それもどこの生産

者がつくったかというのがＱＲコードを見れば

わかるもんですから、ぜひそういう産地証明の

国産の熊本畳表、特に八代ということがわかる

ような、そういうＱＲコードの推進を含めたと

ころで効果が出ているというふうに考えており

ます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。効果が出ている

というようなことですので、ぜひですね、まだ

まだ続けていただきたいなというような気持ち

はあるんですが、震災のですね、復興住宅新規

のですね、着工というのはまだまだこれからも

どんどん続いていくというふうに思うんです

が、そういった中でもう今年度だけで終わって

しまうというのは非常に残念かなと思うとです

けれども、そういったところについては何か県

のほう──これは県の事業ですよね。（｢は

い」と呼ぶ者あり）県のほうに何かお話しされ

たりとか、市のほうで、どやんか単費でとかと

いうような検討とかというのはされましたか。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。今

現在ですね、２年目ということで、まず住宅復

興の分、住宅への１万円の農産物の資源とか、

それと避難所だった公共施設の畳の張りかえと

か、そういうのを実施しています。県のほうと

話しているのは、この３年間を経過したところ

で、その事業内容を確認しながら、次のことは

相談しようということになっていますが、今現

在やっと住宅もおっしゃったとおり復興してき

て、住宅復興の分の事業費がふえてきておりま

す。ちょうど３年目、来年ぐらいが、２６年度

ぐらいが一番効果が出てくるかなというのは思

っていますが、一応最初の取り組みとして３年

間をめどにということでしてありますので、今

後内容を検討して続けるか続けないかも、今決

まっておりませんので、その辺のところの事業

実績を見ながら検討していきたいと思っていま

す。（委員野﨑伸也君「わかりました」と呼

ぶ） 
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○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 八代産材の利用促進事

業についてなんですが、これは平均額と、１５

万、１５万ですね、これ。平均額というのはど

のような幅を持っての平均額になっとですか、

その積算根拠という。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。現在、

八代産材の利用でですね、八代産材１件につき

新築の場合が上限が２０万となっております。

そこで、１坪当たり４０００円ちゅうごたる計

算で、今までの実績でですね、１件１件が満額

いきません関係上、その平均が１件で大体１５

万ちゅうことで１５万の３０件だったですか

ね、そういう形で計算上は予算上げておりま

す。いいでしょうか。（委員野﨑伸也君「わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ３０件ということなん

ですが、もっと需要は、要請はないんですか

ね。３０件ぐらいじゃなかでしょう、家ん建つ

とは。これも実績なんですか。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。今回、

平成２５年度に関しても、国がですね、ポイン

ト制度というて、新築された場合に３０万ポイ

ント、そして、木質化にした場合にはそのプラ

ス３０万ポイントちゅうことで、１ポイントが

１円としますと、３０万、３０万の上限６０万

という形でですね、国が打ち出した関係で、う

ちのほうもそれと同等、同じ八代産材利用の上

限２０万円も活用できる体制をとりまして、そ

して、国のその施策に対して、八代市内の業者

さんも物すごくそれに応募されてですね、資格

ちゅうか受付窓口的な体制をとられまして、そ

れでうちの予定が３０件だったんですけど、平

成２５年度に対しては５００万に対して、現在

６００万ぐらいの予算の消化状況ちゅうことに

なっております。 

 そして、なぜ、まだ家が建ってるのにちゅう

お話でございますが、やはり木造も建ってはい

るのが、大型メーカーのハウスメーカーです

ね。そういう形の建物関係も多数建っておりま

す。そして、八代産材利用というのも、いろん

な声が聞こえるのが、事務的に難しい、面倒く

さいとか、そういうお話も聞いておりますが、

うちとしても八代産材を利用されるに当たって

は、木に名前を書くわけにはいけないもんです

から、ちゃんと伐採届の表記された、その書類

上がちゃんと木材市場に搬出されて、そこで八

代産材と明記された形で入札かけられて、製材

所に運ばれて、また製材所関係も八代産材ちゅ

うことを証明されて、商社に行って、大工さん

の手に渡るというような形をとる関係上、今の

事務的な書類はいたし方がないかなと思ってお

ります。だけども、なるだけ受付に来られた方

たちが事務簡素化になるように、うちの職員た

ちも手助けしてるというような状況で、今、八

代産材のＰＲには努めてる現状です。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） よろしくお願いしたい

と思います。そして、八代産材という、──木

に名前を書くというわけにはいかぬちゅうこと

だったですが、それで確認なとっとると、伐採

届。あとはですたい、その質、伐採届んついと

ればよかていうもんでもなかだろうて思うとで

すたい。乾燥はでけとるかとか、強度はあっと

かというような、その辺のチェックはなされな

いんですか。 
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○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。そこは

ですね、山で木を切られて、それを搬出され

て、そこの市場と一緒ですね、木材市場関係が

やはりそこで入札にかける場合で、うちとして

は全て立ち会うわけにはいきませんから、そこ

の市場に任せて、その入札の単価でおさまって

るというような状況です。 

○委員（亀田英雄君） それはよかっです。質

の──はい、いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 強さとかですたい、強

さの保証とかなんとかの、その辺の八代産材は

八代産材としてですよ、これだけ何ちゅうか、

強度がなければいけないというような、そうい

う仕様はなかっですか。ただ伐採届のついとけ

ば八代産材ていうて補助金ば出すのか。ある程

度強度についてもですよ、乾燥度についても何

といいますか、仕様があるかですたい。せっか

く八代産材ていうなら、よかもんですばいて言

うてから、せぬばあかんと思うとですたい。た

だ名前んついとりゃよかちゅうもんじゃなかろ

うと思うとですが、今のところ、ほんなら、た

だ伐採届がついとればちゅうこっですかね。強

度の縛りとかなんとかなかっですたいな、強度

の。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。個人さ

ん個人さん、マイホームを建てられるときにや

はり公共事業にしろ、やっぱ現場監督がおられ

て、材料確認、そして中間の棟上げの状況のと

きも、うちのほうも立ち会いに行って、その寸

法、状況関係も確認いたします。だけん、仕様

書でちゃんとこの乾燥が何％とか、曲がりがが

しことかですね、そういう明確な表示は今やっ

ておりません。うちの中間検査と最終の検査に

は必ず行くようにはやっております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） １５万て、平均１５万

ていう、去年はもっとあったちゅう話なんです

が、もしそげんしたことで需要が起こればです

たい、補正とかいろいろ考えるていうおつもり

はありませんか。増額して対応するて、あれが

あればですたい、需要があれば。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。私たち

林業振興を携わる関係上、財政当局とはそうい

う交渉は今からもやっていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 有害鳥獣被害対策事業

の関係なんですけども、こちらの有害鳥獣対策

実施隊事業ていうのが、これも去年ぐらいです

かね、去年かおととしぐらいからやっていると

思うんですけど、これよってやっぱ捕獲頭数を

ですね、上げていきたいていうような話されと

ったですけど、事実これは頭数的に上がってま

す。また、山にいる有害獣とかの頭数っていう

のは減ってきてる状況にあるのかどうかってい

うのをですね、この事業が効果を出してるのか

というのをちょっと伺いたいんですけれども。 

○委員長（増田一喜君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。平成２

５年度の実績自体はまだ継続中ですから、はっ

きり数字が言えませんが、平成２４年度で有害

鳥獣でですね、１６３４頭捕獲やっておりま

す。そして、一般捕獲が１０５０頭で合計の、

２４年度が２６８４頭捕獲されております。そ
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の前が２３年度で２００９頭です、合計でです

ね。それがシカの捕獲量になってます。実施隊

を設営した関係もあろうかと思います。そこで

頭数もふえております。そして、イノシシに対

しても、一般捕獲と有害鳥獣捕獲、合計で平成

２３年度が７４４頭でしたが、２４年度は９６

３頭捕獲されております。そして、どうしても

ですね、頭数関係が、シカは県とですね、一緒

に調査やってある程度の推測の頭数はわかるん

ですが、イノシシに限ってはどうしてもわから

ないちゅうことでですね、よく頭数のふえたか

ふえぬだったかちゅうのの内容といたしまして

は、皆さんがお住まいの住宅街でよく目撃され

るちゅうことで、その目撃状況でまだまだ減っ

てないなという意見があります。 

 そして、うちとしても、実施隊の鉄砲班ばか

りじゃなくして、今度は箱わなのですね、わな

班も強化してもらうような今努力をやっており

ます。そして、山の被害でいきますと、今、植

林、苗木を植えてから防護柵ちゅういいます

か、ネットですね、シカネット関係を全て張る

関係上、小さい苗の被害は減っております。だ

けども、その関係とは反対に成木、お金になる

木の剥皮被害、それがある関係でですね、苗は

安いんですけど、成木は高いもんですから、被

害額が上がるというような算定も出ています。

だけん、なるだけやはり八代市だけの問題じゃ

なくして、周りの市町村ですね、提携してから

捕獲に努めないといけないかなということで、

今から横の連絡関係もまた密になって捕獲に努

めたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。なかなか減るか

減らぬかちゅうとは難しいところだというふう

に感じたところなんですけれども、この実施隊

──有害鳥獣対策実施隊という方々というの

は、平均年齢は今幾つぐらいですか。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。手元に

はっきりありませんけど、この鉄砲を持つ資格

ちゅうのが警察の厳しい審査がございます。や

はり体力関係とか、目の検査とか、それに応じ

てある程度御年配の方でも対応してもらってる

状況じゃあります。だから、平均がやはり６０

ぐらいかなって、はっきりは数字はわかりませ

ん。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） ６０代かなというよう

なことだったんですけれども、非常にですね、

今やってもらってる方々については非常にあり

がたいというふうに思うんですよね。やっぱこ

ういったことを継続して多分進めていかぬとい

かんと思うとですよ。そういった中で、やっぱ

水産林務課のほうでもですね、これこそ担い手

育成事業じゃないですけど、そういったものも

ですね、考えぬといかぬ時期に来とっちゃなか

ろうかなというふうに思うとですよね。そうい

ったところについては、どやんふうにお考えで

すかね。あと、さっき言われた撃つほうも、そ

ういった方がおらぬごんなってきよるけん、

今、箱わなのほうばちょっとふやしよるとかっ

ていう話につながるのかなというふうにちょっ

と今思ったっですけど、そこら辺はどやんです

か。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） 箱わなの関係

はですね、鉄砲で撃てない、民家に近い部分と

か、そういうところがあります。どうしても、

来てるのに、被害があるのに鉄砲が撃てない、

そういうところは特にやはり箱わな関係ば設置

していくというような関係で、今後はそっちの
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ほうもふやすちゅうことで。そして、私たちの

課でも２人、わなの資格を平成２５年度、率先

して取りました。それと、森林組合のほうでも

わなの資格を平成２５年度取られました。ＪＡ

のほうがちょうど試験中がダブったもんですか

ら、取られないと。そういう感じでやはりリー

ドしていく、──そういう関係のところがそう

いう資格を取って知識を得て、そういうのをま

ず身近な地元にアドバイスができるような形で

いければと思いまして、今自治体とともに活動

していこうということで進めております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。なかなかです

ね、本当に今やってる方々は非常に大変だとい

うふうに思うとですよね。やっぱ山に行けばで

すね、今マダニとかなんかあやんともあって、

非常になかなか難しかと思うとですけど、やっ

ぱこの人数、今１６５人ですか、というふうな

人数がおられて、今の状況というようなことな

んで、６０代の方々がですね、いつまでできる

のかというのもありますんで、そういったとこ

ろをやっぱ八代市だけ、さっき言われたように

八代市だけじゃないんですけれども、やっぱ国

だったり、県だったりちゅうところもですね、

やっぱしっかり考えてもらいたいなというよう

には思うんで、八代市のほうもですね、ちょっ

とそういったところも含めてですね、ちょっと

御検討しとっていただきたいなというふうには

思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） 関連していいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 最近なですね、２１９

号にも出てくっとですよ。危なかっですたい。

その辺ばですね、よう調査してもろうて、とっ

ていただくようにしていただきたかっですた

い。２１９ば走っていくとですけん。非常に危

なかです。だけんですね、去年はちょっと話が

そるっちゅうわけじゃなかっですが、ジビエが

どうのこうのという話もあったっですが、こと

しの取り組みはそげんとはなかっですかね。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） この３月でジ

ビエの泉の施設が完成いたします。そこで泉周

辺ですね、そこでとられたジビエ──シカ、イ

ノシシ、そういうのを今度は６次産業として、

今後身近な人たちにですね、食べられるような

サイズに裁断といいますか、そういう製品化を

考えて売っていこうかという考え方、そして、

いろいろドッグフード関係の、いろんな先進地

でですね、餌になる。通常は捨てる部分の餌に

なるような部分関係とか、そういうのも購入さ

れるところがあれば、そういうところに購入す

る権利、何かな、そういう取り組み関係も今か

ら進めていかなくちゃいけないのかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） それについては、今フ

ードバレーが、ちょっとよう私はつかめぬとで

すが、フードバレー関係の事業予算も使うと

か、その辺、そっちば。これは行政のあっでし

ょうけん、都合でしょうけん、わからぬとです

が。フードバレーの予算も使わるっとかいうよ

うな対応はでけぬとですか。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） 使えると思い

ますから、今後いろいろそういう関係とまだ協

議を詰めてから進めていきたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 
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○委員（亀田英雄君） なかなかシカの駆除と

いうとが進まぬと、出口の問題のあるもんだけ

んですね。シカはあからぬとたいて、安かった

いていう話もありますけん。行政のほう、縦割

りの中で縛られぬなですたい、対応取り組んで

いただきたいというふうに。田舎には、もう人

間、犬の数よかシカの数が多かですけん。そげ

ん内容を認知しとってください。お願いしてお

きます。 

○委員（田方芳信君） それと委員長、関連で

よかですか。 

○委員長（増田一喜君） 田方委員。 

○委員（田方芳信君） ちょっとお聞きしたい

んですけど、今、確かにシカとかイノシシは物

すごく対策してあるんですが、猿の被害はどが

んですか。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。１０年

ほど前ぐらいにですね、物すごう二見、日奈久

地区に、旧八代なんですけど、発生しまして、

人にかむちゅうことでですね、物すごく警察関

係、消防署関係と提携いたしまして、追い払い

には成功いたしました。昨年もやはり坂本の箇

所、二見の箇所、東陽の箇所で猿の出没はあっ

ております。そこで早急に対応するのが、自治

体にお願いいたしまして追い払い関係、そして

餌をやらない地元の協力ですね。餌があった

ら、物すごく寄ってきて、珍しく餌づけをされ

る方もおられます。だから、そういうのを徹底

してやめてもらうちゅうような体制で、平成２

５年度現在では人的被害はあっておりません。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 田方委員。 

○委員（田方芳信君） じゃ、今後そういった

やつ、猿も将来的には考えなければならない時

期が来ると思うんですけど、そういうのもです

ね、今後考えていっとっていただければと、一

応要望で言っときます。（水産林務課長濱本親

君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないですね。以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みません、１つだ

け。先ほど県産材の云々という話があったっで

すが、実は私も今やっとる現場で県産材を使っ

ております。大工さんがＡ４ぐらいの紙に、こ

れは県産材を使ってありますちゅうのを、足場

にぺたっと張ってあるんですね。それよりかも

うちょっと看板か何かをつくってですね、市も

こんな県産材の普及のためにこんな努力をしよ

っとよというＰＲをですね、もっとわかりやす

いところに建築確認の表示板もよかっですが、

県産材を使っとるという表示板をですね、これ

でいくと３０件ですけん３０枚つくれば済むと

でしょうから、で終わったら返してもらえばよ

かっですけん、何かこのあたりのですね、アピ

ールができるような看板を考えてもらうと、も

っと県産材のＰＲができるかと思います。意見

です。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） ３点ほど意見を述べさ

せていただきます。まず最初に、先ほど言いま

した地籍調査の件ですが、市全体で今約５０

％、これは千丁と鏡が１００％済んだ上での数

字で、今進めております旧八代市１８.４５、

東陽が４２.０３、泉が２８.８０、平成５３年

に完了予定ということですが、これは国のです

ね、都合がありますので、なかなか難しい。そ
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れから、職員の配置の問題で難しいと思うんで

すけども、２６年もかかるということなんです

が、特に山林はですね、境界がだんだんだんだ

んわからぬごつなってくるのが実態ですので、

やっぱり少しでもですね、早めてですね、国に

要望して補助金つけてもらって職員を確保し

て、あるいは森林組合に委託するというような

ことでですね、進めてもらいたいというのが１

点と。 

 それから２点目は、公有林の管理事業です

ね。今、間伐を平成２６年も予定されておりま

すけども、八百数十ヘクタールの中で５００ヘ

クタールは、人工林が市の市有林であるという

ことに鑑みればですね、やっぱり循環型の林業

経営をですね、やっていくべきだと思うんです

よね。ですから、公有林の果たす役割というの

が非常に大きいわけですので、ぜひ２６年度に

何か施業計画のようなものを見直すということ

だったですが、ぜひ循環型のですね、林業経

営、つまりもう伐期齢に来たものは伐採する

と。もちろん市で、超長期伐期というものを目

指しておれば別なんですけども、一般的な林業

の場合にはやっぱり５０年とか５５年でです

ね、伐採して、また再生していくというような

方向で施業計画をつくり、実施してもらいたい

なというのと。 

 もう一つは、先ほども出ております特定鳥獣

保護管理補助金、ぜひですね、国の補助を導入

してですね、他町村がしておりますように１万

５０００円とか１万６０００円の補助が出るよ

うにぜひ取り組んでいただきたいという３点で

ございます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 今回、私、この委員

会に所属させていただいて本当に勉強させてい

ただいたというふうに思っています。 

 まず最初に、ＴＰＰに対するね、やっぱり非

常に危機感を持っていると。八代市はやっぱり

農業地区ですから、非常に危機感を持っている

ということで、そこで高品質を目指すんだとい

うことを非常に力が入っているというふうに思

うんですね。昨年度までもかなり農業は収入が

倍加してきたと。特にトマトを中心にしてです

ね、さらにやっぱり八代の何かな、特技──特

産物を利用してね、もっと生産を高めていく方

法はないかというなことをね、今回かなり研究

されていた予算になってると思うんです。 

 それからもう一つは、やっぱり林業をです

ね、──この前、私たち議会報告する会９名で

視察をした際に、相模原市に行きました。ここ

はかなり１００万都市なんですね。そこでもや

っぱり林野が占める割合が５１％だということ

で、やっぱりそこでとれる木材をブランド化し

たいというふうなことで、一生懸命プロジェク

トチームをつくって研究されていたというのが

印象的でした。八代はもっと７２％以上占める

わけですから、今回、木質バイオマス等でね、

ひとつ事業が広がっていく傾向にありますけれ

ども、これはもっと研究してもいいんじゃない

かなと思います。 

 特に産材を使ったというので、先ほど亀田さ

んから新築が３０件というのは少ないのじゃな

いだろうかというお話です。今、若い人たちも

なかなか所得が少なくてですね、家庭を持って

も新築の家というのは、なかなか手が届かない

状況にあるんですね。だから、そういうのでや

っぱり若い人たちが定着できるような補助対策

も一つ必要だろうというふうに思いますし、せ

っかくですね、住宅リフォーム助成制度、他市

──氷川でも始まってますけれども、かなりい

いんですね。そこにやっぱり八代産材を持ち込

むということも、私は事業を広げていくことに

なるんじゃないかというふうに思っています。 
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 それから、漁業のことですけどね。私は、荒

瀬ダム撤去で、今撤去しつつある段階で、かな

り八代海、それから球磨川でアユとかですね、

ハマグリとかいろいろ生産がうまくいってる

と。９日の日の熊日新聞報道でも、アオノリが

いつもならば１月いっぱいなんだけども、今３

月になってもとれてると。しかも、品質がよく

て色もよくてですね、そして１メーター３０セ

ンチから２メーターまであるものがとれてる

と、非常にやっぱりいいと。これはなぜかと、

荒瀬ダムの上流１０キロメーター上にある瀬戸

石ダムが、１１月から２月の４日までゲートを

開放したんですね。その影響があるんじゃない

かということで、漁業者の皆さんも非常に喜ん

でおられるわけです。私は、だから、八代にと

ってはですね、漁業を、本当に川も海も、昔の

豊穣の海にしていくためには、やっぱりどうし

てもね、荒瀬ダム撤去と、それから上流にある

瀬戸石ダムを撤去すれば、私は昔の豊穣の海が

帰ってくるというふうに思うんですね。そうい

う点にも行政としてもしっかり関心持っていた

だきたいと思います。 

 以上で意見を終わります。本当にきょうはあ

りがとうございました。 

○委員長（増田一喜君） 意見ですから、瀬戸

石、その件はきょうの予算には関係ないと思い

ますので、それがちょっと。次の人はそういう

ことは控えておいてほしいと思います。はい、

亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。冒頭に部長のほ

うからですね、農業では力強い農業を目指す

と、林業では持続可能な林業と、漁業でも一体

的な取り組みということで述べられました。ぜ

ひそのことを実現すべくですね、補助金漬けに

ならないように、足腰の強い第１次産業を目指

してですね、必要な施策というものを研究して

いただいて、繰り返しになりますが、足腰の強

いですね、それに補助金に左右されない八代の

第１次産業というものをですね、本当に強くし

ていただくように研究されて、引き続き施策当

たっていただくようお願いをいたします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。きょう結構です

ね、営農支援の関係でですね、質疑があったと

思うとですけれども、やっぱこれについてはで

すね、やっぱ皆さんが質疑がいっぱいあったと

いうのは、やっぱそれについてですね、ちょっ

と興味があるというか、やっぱりどうかなとい

うふうに思って心配されてる部分が非常に多い

からだろうというふうに思うんですよ。また、

ことしから始まった事業、始める事業というよ

うなことですんで、また人を雇ってですね、や

る事業ということですんで、きちっとですね、

その効果がどうだったのか、どういうふうで取

り組みされていったのかというところ、また効

果についてもですね、きちんと検証をですね、

しとっていただきたいなというふうに思いま

す。間違いなくまた来年、こういったですね、

ところで質疑が出るかというふうに思いますの

で、きちっとですね、そこら辺のところは検証

のところをされるようにお願いをしておきたい

というふうに思いますし、質問の中でも言いま

したけれども、農業だけじゃないと、水産、漁

業の関係、また林業の関係についてもですね、

そういったものをどうにか一緒にできないかと

いうところまでですね、検討しておいていただ

ければなというふうに思いますので、よろしく

お願いします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で第５款・農林水産業費及び第１０款・災害復
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旧費について終了します。 

 小会いたします。（｢どうもありがとうござ

いました」と呼ぶ者あり） 

（午後１時４６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時４８分 本会） 

○委員長（増田一喜君） それでは、本会に戻

します。 

 引き続き、第６款・商工費について、商工観

光部から説明願います。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部長。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） こんにちは。（｢こんに

ちは」と呼ぶ者あり） 

 議案第１０号・平成２６年度八代市一般会計

予算、商工観光部関係分の審議に当たりまし

て、予算の内容につきましては、後ほど次長の

ほうから説明をいたしますが、その前に少しお

時間をいただきまして、私のほうから、平成２

６年度予算編成における所信を少し述べさせて

いただきたいと思います。失礼して座らせてい

ただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） まず、平成２６年度機構

改革に伴いまして、商工観光部は、現在の４課

から３課体制となる予定でございます。 

 これは、県フードバレー構想に基づき、食関

連産業の集積を目指しますフードバレーやつし

ろの実現に向けて、具体的事業を推進すること

を目的といたしまして、農林水産部にフードバ

レー推進課が新設されることに伴い、類似の業

務を行います八代ブランド営業総室が廃止にな

ることによるものでございます。 

 なお、八代ブランド営業総室が行っておりま

した業務は、販路拡大に関する業務をフードバ

レー推進課へ、物産振興及びブランド推進に関

する業務を観光振興課へ移管することとしてお

ります。フードバレー推進課が設置されますこ

とにより、特産品の生産力向上とその加工品に

よる６次産業化、新商品開発が促進をされると

ともに、生産から加工、流通までを一体化され

ることで、さらなる販路の拡大にもつながるも

のと考えております。 

 また、商工観光部におきましては、観光と物

産を一体化することで、より効果的に八代市の

魅力をＰＲすることができると考えておりま

す。八代ブランド営業本部は、同時に廃止とな

りますが、部局間を越えました連携は、市長を

本部長としますフードバレー推進本部のほうに

引き継がれ、さらに強化拡充されることになる

と考えます。なお、フードバレー構想の推進、

フードバレーやつしろの実現に向けては、フー

ドバレー推進課だけでできるものではなく、全

庁的に取り組む必要があると考えておりますの

で、商工観光部としましても、積極的な連携を

図ってまいりたいと考えております。 

 それでは、各課の主な取り組みにつきまし

て、まず商工振興課でございますが、八代管内

の有効求人倍率につきましては、昨年１１月か

ら県平均を上回っており、最新のデータとなり

ます本年１月でございますが、１.０６となっ

ております。しかし、これにつきましては、一

時的に求人がふえたというものと思われ、まだ

まだ厳しい状況であると認識をしております。

雇用の拡大、安定のため、これまで以上に県と

の連携を強化し、積極的な情報収集と効果的な

企業訪問を行い、企業誘致に努めなければなり

ません。特にフードバレー構想による食品関連

企業等の集積を図るため、中長期的な候補地の

適地選定調査を実施したいと考えております。

また、すぐれた製品、技術を持つ企業を支援す

るため、中小企業や小規模事業所が実施する新

製品や新技術等の研究開発事業に対し、その経



 

－41－ 

費の一部を補助する新技術・新製品研究開発支

援事業補助金を新規に創設し、地場産業の振興

を図りたいと考えております。 

 商業の振興につきましては、八代のまちの顔

となる中心商店街の振興や、魅力ある商店街づ

くりのための事業に対して支援を行うととも

に、現在、景気の回復がささやかれております

ものの、地方におきましてはその波及効果をま

だ実感するには至っていないことや、４月の消

費税アップに伴うさまざまな影響が懸念されま

すことから、商工会議所、商工会と連携をいた

しまして、金融支援や経営支援等を行ってまい

ります。また、本町二丁目のコア２１跡地やそ

の周辺施設の地元による改修計画の問題等がご

ざいますが、今後の進展に合わせまして商店街

や商工会議所とも連携を図りながら、まちなか

の再生に取り組んでまいります。 

 次に、観光振興でございますが、皆様御存じ

のとおり、昨年度から九州国際スリーデーマー

チを観光振興課が主体となり、実施することに

なっております。１年を通してイベント三昧の

忙しい日々を過ごしている課でございます。そ

の九州国際スリーデーマーチは、ことし２０回

目という節目を迎えます。記念大会として、各

支所管内で開催をされる祭りやイベント時にウ

オーキング大会を開催し、スリーデーマーチと

あわせて６つの大会から成ります八代マーチン

グリーグを新設することで、さらなる観光客の

誘致を図ろうと考えております。 

 さて、本市の観光は、大規模なイベントに頼

りがちになってきたところがあるのではないか

とも思っております。確かに、全国花火競技大

会や九州国際スリーデーマーチなどは、全国的

にも知名度が高く、集客力があり、経済効果も

大きいイベントとして成長し、本市にとりまし

てはなくてはならないものになっているという

のも事実でございます。 

 しかし、本市の歴史、文化はもとより、自然

や食品など全国に誇れる観光素材は多種多様、

豊富にあると思っております。そのため、これ

までは観光素材の提案で終わっていたものを、

旅行商品の提供という形で積極的に商品化して

売り出す着地型観光推進事業に取り組みたいと

考えております。また、商工観光部では、たく

さんの観光施設や勤労施設を所有しております

が、そのほとんどの建物や設備が老朽化してお

り、改修の年次計画はありますものの、計画ど

おりにいっていない現状があり、維持管理、修

繕にかかる経費が大きな課題となっておりま

す。今年度は観光施設あり方検討会を設置し、

観光施設が観光客のニーズに合ったものである

か。また、費用対効果はどうかなど、総合的な

観点から施設の統廃合も視野に入れた検討を行

いたいと考えております。 

 最後に、県内最大の国際貿易港である八代港

のさらなる充実を図るため、国際港湾振興課と

名称を変更する予定の重点港湾八代港営業隊で

ございますが、まず、八代港は、昨年春に水深

１４メートル、５.５万トン級岸壁と泊地の整

備が完了、韓国の釜山との週２便だった国際コ

ンテナ定期便が大連、青島、上海の中国各地と

つながり、週５便に増加いたしました。また、

大型ガントリークレーンの整備が決定するなど

国際貿易港としての整備が整いつつあります。

国際コンテナ貨物の集積についても平成２５年

は、対前年比２１.５％の増となっており、２

年連続で２１％を超える伸びとなっておりま

す。しかしながら、国際貿易港として確固たる

地位を占めるためには、コンテナ荷さばき場、

冷凍冷蔵機能つきの倉庫や薫蒸施設など附帯設

備の整備がまだまだ不十分であります。 

 そこで、民と官の役割分担を行い、ハード・

ソフト両面で取り組みを進めていくことによ

り、八代港を県南地域の振興につなげていくた

めに、県主導で八代港利活用に向けた意見交換

会が昨年１２月に開催をされております。今後
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は、協議の具体的調査、検討調整を行う実務担

当者によります作業部会を設置することとなっ

ており、国・県・民間企業との連携を強め、整

備に向けて取り組んでまいります。なお、人的

交流により大きな経済効果が期待できます客船

クルーズの誘致につきましては、現在、県にお

いて、大型客船も入港することができるように

船舶航行安全調査を実施中でございますので、

大型客船も含めたクルーズ誘致を引き続き行っ

てまいります。 

 以上、商工観光部各課の取り組みでございま

す。限られた予算の中で、事務事業の適正かつ

効果的な執行はもちろんでございますが、特に

民間ができること、行政がやらなければならな

いこと、整理することが必要と思いますので、

このことを意識しながら、本市の観光振興、地

域の活性化に全力で取り組んでまいります。ど

うぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。じ

ゃ、部長の趣旨説明に続きまして、詳細、商工

観光部次長、宮村明彦です。説明させていただ

きます。座って説明いたします。よろしくお願

いいたします。 

 まず、予算書の１６ページをごらんくださ

い。 

 第６款・商工費の──よろしいでしょうか、

１６ページです。第６款・商工費の当初予算額

は１３億５５６６万３０００円を計上しており

ます。前年度予算額１４億２９２７万６０００

円と比較いたしまして、７３６１万３０００円

の減額となっております。減額の主なものとい

たしましては、企業振興促進条例補助金が６２

６６万８０００円の減額、観光施設関係の工事

請負費が２１００万円の減額及び全事業の予算

見直しによる減額となっております。一方、増

額要因といたしましては、新規事業のフードバ

レー構想に伴う適地調査委託料が６１６万７０

００円、工業振興補助助成事業の中の新規事業

の新技術・新製品研究開発支援事業補助金が５

００万円、勤労青少年ホームと勤労福祉会館解

体事業費を合わせて４０６３万９０００円とな

っております。 

 歳出合計に係る商工費の割合は２.５１％で

ございます。財源内訳は、特定財源の国県支出

金１０１８万１０００円の主なものといたしま

しては、県補助金の緊急雇用創出基金事業補助

金の９２５万５０００円、県委託金の九州自然

歩道管理委託金２０万円、県有公園施設管理委

託金６６万９０００円などとなっております。

その他の財源５億３２１２万３０００円の主な

ものといたしましては、資金融資預託金の元金

収入が５億円、まちづくり交流基金繰入金が１

９０８万７０００円、指定管理者からの納付金

といたしまして、八代よかとこ物産館の納付金

が５５０万円、せせらぎの納付金が３００万

円、日奈久温泉３施設の納付金が２４０万円な

どとなっており、一般財源は８億１３３５万９

０００円となっております。 

 それでは、歳出予定内容につきまして説明さ

せていただきます。予算書の、恐れ入ります８

５ページごらんください。 

 ８５ページ、第６款・商工費、項１・商工

費、目１・商工総務費の平成２６年度予算額は

２億５５２７万４０００円を計上しておりまし

て、前年度比較３６８５万４０００円の減額と

なっております。これは組織再編に伴う異動等

による職員４名の減員による人件費の減額が主

なものでございます。財源内訳のうち、特定財

源といたしまして、国県支出金５万７０００円

は県支出金で、権限移譲に伴う計量法に基づく

商品量目の立入検査に関する県支出金となって

おります。 

 それでは、歳出の詳細事業説明に入らせてい

ただきますが、これまで行っておりました節区
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分ごとの説明にかわり、今回からは説明欄の事

業ごとに説明させていただきますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 ８５ページ、商工総務費説明欄は、商工観光

部職員３５名の給与及び手当等でございます。 

 ８６ページをお開きください。 

 目２・商工振興費の説明をさせていただきま

す。平成２６年度予算額は８億６４２４万６０

００円を計上しておりまして、前年度に対しま

して１５３１万８０００円の減額となっており

ます。財源内訳のうち、特定財源としまして

は、国県支出金９２５万５０００円は全て緊急

雇用創出基金事業の県補助金でございます。そ

の他の５億６５８万５０００円は、資金融資制

度預託金の元金収入５億円と、フードバレー事

業に係る適地選定調査業務委託事業のまちづく

り交流基金繰入金６１６万７０００円が主なも

のでございます。 

 それでは、説明欄をごらんください。商工振

興費に関する説明欄の２行目、緊急雇用創出基

金事業は、スマホの中に商店街事業、五家荘内

観光施設と地域資源を活用した商品開発事業、

農村資源活用による食産業創出のためのネット

ワーク構築事業の３つの事業を予定しており、

いずれも平成２５年度からの継続事業となって

おります。 

 次の八代港ポートセールス事業は、活動旅費

として３２１万２０００円、２名の港湾専門家

のポートセールスアドバイザー委託料として３

２０万円、ポートセミナー交流会負担金として

１２０万円、八代港ポートセールス協議会負担

金として１８０万円、八代港活用促進のための

コンテナ利用助成金としまして１億７２７万円

などを予定しております。なお、ポートセミナ

ーは、平成２５年７月に熊本市、１０月に韓国

ソウル、平成２６年１月に中国上海にて、県、

八代市、熊本市の共催で開催しており、上海セ

ミナーには市長も参加し、トップセールスを実

施しております。また、平成２５年のコンテナ

の取扱量は、空コンテナを含み１万３８１２Ｔ

ＥＵとなり、平成２４年と比較し、２１.５％

増の過去２番目の取扱量となっております。 

 次のクルーズ客船誘致事業は、活動旅費とし

て１１６万４０００円、八代港港湾振興協会負

担金として２５０万円、本市と人吉市及び水俣

市の３市連携によるスクラムチャレンジ負担金

として３０万円を予定しております。スクラム

チャレンジ事業の内容といたしましては、クル

ーズ客船誘致活動、あるいは海外の出展事業及

び県南連携観光物産事業などを行っているとこ

ろでございます。 

 次のみなと八代フェスティバル事業は、全

額、実行委員会への負担金として予定しており

ます。 

 次の商業振興対策事業は、八代商工会議所に

９５０万円、八代市商工会に２６４２万円をそ

れぞれ補助する予定としております。 

 次の商工業資金貸付・出資事業は、信用保証

料補助負担金として２００万円、資金融資制度

保証料補給金として１７４０万３０００円を予

定しております。なお、資金融資制度保証料補

給金は、市内中小企業の方々が融資を受ける際

の信用保証協会に支払う保証料の２分の１、あ

るいは全額を補助しているもので、平成２４年

度実績といたしまして１８９件、１９１９万６

０００円を補助しております。前年度比３９件

の増、４８１万１０００円の増額となっており

ます。市の低利な融資制度とあわせて活用する

ことで、市内中小企業者の方々の経営の健全化

に寄与しております。また、中小企業資金融資

制度預託金として５億円を予定しており、本市

の各種低利融資制度に基づき、元金を市内金融

機関に預託し、金融機関は融資制度の種類に応

じ、市の預託金の２倍から３倍以上で融資を行

う予定としております。 

 次の商店街活性化事業は、魅力ある商店街づ
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くりのための各商店街振興会や連合会等のソフ

ト・ハード事業に対する補助として２０００万

円等を予定しております。 

 次のくま川祭り事業は、全額、実行委員会へ

負担を予定しております。 

 次のハーモニーホール管理運営事業は、市民

ホールのどんちょう制御用インバーター取りか

え修繕及び舞台機構操作盤押しボタンなど取り

かえ修繕のほか、４つの修繕費として４３５万

７０００円、指定管理業務委託料として２４３

７万３０００円、ワイヤレスマイク、ピンマイ

クなどの施設の備品購入として７１万３０００

円などを予定しております。指定管理者は

（株）イズミテクノとなっております。 

 次の工業振興補助助成事業は、高専などと市

内企業との連携事業や研究開発等への支援を行

う研究開発等支援事業補助金に１００万円、産

業活性化人財育成支援事業補助金として１５０

万円、企業振興促進条例補助金として１８９７

万４０００円、新技術・新製品研究開発支援事

業に５００万円などを予定しております。な

お、平成２６年度の企業振興促進条例補助金の

対象予定企業は３企業を予定しております。ま

た、新技術・新製品研究開発支援事業は、新規

事業でセミコンダクタ分野やフードアンドライ

フ関連分野など、今後、成長が期待される分野

において、中小製造業者等が実施される新製品

・新技術等の研究開発事業に対し研究開発事業

費や謝礼金、旅費など対象経費の３分の２、上

限１００万円までとし、地場企業のものづくり

を支援してまいりたいと考えております。 

 １つ飛ばしまして、雇用促進対策事業は、新

規学卒者や求職者に対する雇用・就業等の支援

を行っております。高校卒業予定を対象とした

就職活動応援セミナーや八代地域の事業所と求

職者とのマッチング、地元企業合同面接会など

の講師謝礼や会場借り上げ料として３５万２０

００円、就職が厳しい中高年齢者を対象に職業

紹介等の就業支援を行う職業相談事業委託料と

して３４９万５０００円、事務用パソコン購入

費として１４万１０００円、求職中の失業者を

対象に再就職が有利になるよう資格取得経費の

２分の１、上限５万円までの支援を行う就業資

格取得支援助成金として１２０万円などを予定

しております。 

 次のサンライフ八代管理運営事業は、サンラ

イフ八代の既設の空調設備用地下タンク撤去等

として９９万６０００円、指定管理業務委託料

として１０５４万円、事務室のエアコン購入費

４２万９０００円を予定しております。指定管

理者は一般財団法人サンライフ八代となってお

ります。 

 次の働く婦人の家管理運営事業は、突発修繕

や網戸取りかえ等修繕費として４４万４０００

円、指定管理業務委託料として１６０８万７０

００円などを予定しております。指定管理者

は、社団法人八代市弘済会となっております。 

 次の企業誘致対策事業は、企業訪問など活動

旅費として１５０万円、パンフレット印刷代と

して１０万４０００円、企業動向調査等委託料

として３２万７０００円、県企業誘致連絡協議

会の負担金として３０万円などを予定しており

ます。 

 次のフードバレー事業は、平成２５年度策定

中のフードバレーやつしろ基本戦略構想に基づ

き、本市の豊富な農林水産物を活用した食品関

連企業や流通施設、研究機関等の集積促進の受

け皿としての適地選定調査を行う予定としてお

ります。 

 次の勤労青少年ホーム解体事業及び勤労福祉

会館解体事業につきましては、勤労青少年ホー

ムが昭和４７年６月に建設、勤労福祉会館が昭

和５５年４月に建設しております。両施設と

も、平成２２年度市民事業仕分けにおいて廃止

の決定を受け、勤労青少年ホームは平成２３年

度末に閉館済み、勤労福祉会館は今年度末に閉
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館する予定としております。今後の利用計画は

なく、耐震基準に満たないことはもとより、建

物及び施設の老朽化が顕著であることから、建

物を解体し、売却を含めた利活用を検討してま

いりたいと考えております。 

 以上で目２・商工振興費の説明を終了いたし

ます。 

 引き続きまして、目３・観光費の説明をさせ

ていただきます。平成２６年度は、予算額２億

３６１４万３０００円を計上しており、前年度

と比較しまして２１４４万１０００円の減額と

なっております。財源内訳の特定財源の国県支

出金８６万９０００円は、九州自然歩道管理委

託金と県有公園施設管理委託金の県委託金とな

っております。その他の財源２５５３万８００

０円は、まちづくり交流基金繰入金１２９２万

円、東陽石匠館の入館料８０万円のほか、指定

管理者からの納付金としまして、東陽交流セン

ターせせらぎが３００万、日奈久温泉施設が２

４０万、広域交流地域振興施設よかとこ物産館

が５５０万円などとなっております。 

 歳出の主なものを説明いたします。観光費に

係る説明欄１行目をごらんください。 

 観光振興一般事業は、観光振興課の産休代替

職員の共済費及び賃金として９０万１０００

円、公用車購入費として１０２万９０００円な

どを予定しております。 

 次の観光施設あり方検討会事業は、外部委員

謝礼及び費用弁償を予定しております。なお、

観光施設あり方検討会は、市が所有する４９観

光施設の効率的・効果的な配置運営などのある

べき姿を外部委員を含めた、仮称ではあります

が、八代市観光施設あり方検討会を設置し、短

期、中期、長期的な視点に立ち、検討を行う予

定としております。 

 次のページの観光漁業基地管理運営事業は、

三ツ島の桟橋修繕工事として７４万６０００

円、黒島の桟橋修繕工事として２４８万４００

０円などを予定しております。 

 次の八代よかとこ宣伝隊事業は、グリーンツ

ーリズム委託料として１１７万９０００円、日

奈久イベント補助金として１４７万４０００

円、広告宣伝費として２００万円を予定してお

ります。 

 次の海外誘致促進事業は、全額、五家荘地域

振興会に委託する予定としております。この事

業は、県や県観光連盟と共同し、海外の旅行会

社や記者などを観光地へ招待し、魅力を伝える

ことで、外国人観光客の誘致を図ることとして

おります。平成２４年度は４回、２５年度は５

回実施しております。 

 次の観光振興事業は、合宿応援補助金として

５０万円を予定しております。この事業は、短

期大学や大学等に在籍する学生、もしくは社会

人の団体を対象にスポーツや文化などの合宿を

誘致するもので、１回の合宿で延べ２０泊以上

行った場合に限度額１０万円までを補助する予

定としております。また、大会等運営補助金と

しまして３５０万円、これはスポーツ・文化等

の各種大会を市内で開催し、宿泊の実人員が５

０人以上の場合に限度額４０万円までを補助を

予定しており、さらに市内での大会参加者が１

００人以上で、かつ九州大会レベル以上の大会

の場合は、参加者人数に応じ２万円から５万円

まで補助することとし、本市への大会誘致の促

進を図る予定としております。 

 次の八代ブランド事業は、ふるさとメール掲

載広告料として６１万８０００円、やつしろの

風業務委託料として３３７万円、八代イメージ

アップ事業業務委託料として２１６万円、車両

ラッピング広告委託料として１１４万６０００

円、販路拡大支援事業補助金として１００万円

を予定しております。なお、車両ラッピング広

告委託事業は、福岡市内に配達網を有する宅配

業者の車両を活用し、本市の広告ＰＲを行う予

定としております。 
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 次の観光交流事業は、ラジオ、新聞、タウン

雑誌等を活用した広告宣伝関係費として２５７

万２０００円、城下町「やつしろ」のお雛祭り

事業委託料として１１９万３０００円、県観光

連盟負担金として１０１万円などを予定してお

ります。 

 次の着地型観光推進事業は、外部アドバイザ

ー謝礼として１２万円、業務委託料として２５

０万円、県観光プラットホーム事業負担金とし

て３０万円を予定しております。新規事業であ

るこの事業は、市観光振興計画に基づき、体験

型旅行商品を展開する事業者と観光関係者を結

集した体制をつくり、外部アドバイザーによる

観光商品の磨き上げを行い、効果的なＰＲを実

施することにより、観光客の誘致を図ることと

しており、平成２６年度はよかとこ宣伝隊や五

家荘地域振興会、八代グリーンツーリズム推進

協議会、案内人の会、学生などによる体制づく

りを行い、情報発信のためのガイドブックを作

成し、ＰＲを行う予定としております。 

 １つ飛ばしまして、泉観光振興事業は、五家

荘の山々が、平成２３年に日本山岳遺産に認定

され、年々増加する登山者に対応するための山

岳遺産活動支援受入体制整備業務委託料として

５０万円、五木・五家荘ＧＯＧＯプロジェクト

実行委員会負担金として５０万円、泉町観光協

会補助金として１７６万円、五家荘イベント補

助金として１００万円などを予定しておりま

す。 

 次の全国花火競技大会事業は、全額、実行委

員会への負担を予定しております。平成２５年

度と比較し、５００万円の増額となっておりま

す。増額理由といたしまして、消費税による影

響、仮設トイレや照明等の経費の高騰、警備員

の単価の増額などとなっております。 

 次の九州国際スリーデーマーチ事業は、事務

局の臨時職員の共済費、賃金として１７５万８

０００円、実行委員会への負担金として１００

０万円を予定しております。平成２６年度は、

各支所のイベント等にあわせ、新規事業の八代

マーチングリーグ事業も開催予定としておりま

す。 

 次の妙見祭事業は、広告ＰＲ事業委託費及び

仮設トイレ等の設置委託費として予定しており

ます。 

 次の坂本ふるさとまつり事業から、平家いず

みお茶まつり事業までは、それぞれ４００万円

を実行委員会への負担金として予定しておりま

す。 

 次の観光物産案内所（新八代駅）管理運営事

業は、光熱水費として１５５万３０００円、管

理運営業務委託料として３８４万６０００円、

新八代駅の八代市観光物産案内所のＪＲ賃借料

として３６万３０００円などを予定しておりま

す。 

 次の観光案内所（八代駅）管理運営事業は、

管理運営業務委託料として１９１万７０００円

などを予定しております。 

 次の松中信彦スポーツミュージアム管理運営

事業は、指定管理者候補者選定委員の報酬及び

費用弁償として４万１０００円、指定管理委託

料として４６０万円などを予定しております。

なお、指定管理者は、九州綜合サービス（株）

となっております。 

 次の広域交流地域振興施設「よかとこ物産

館」管理運営事業は、指定管理者候補者選定委

員の報酬及び費用弁償として４万１０００円、

突発修繕料として２０万円を予定しておりま

す。なお、納付額は５５０万円で指定管理者

は、九州綜合サービス（株）となっておりま

す。 

 恐れ入ります。次のページ８８ページをごら

んください。 

 説明欄の１行目、日奈久温泉施設「ばんぺい

湯・西湯・東湯」管理運営事業は、ばんぺい湯

の送湯用ポンプ取りかえや各階の送湯用ポンプ
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取りかえなどの修繕費として１８０万２０００

円、温泉センター駐車場用地賃借料として６０

万７０００円などを予定しております。なお、

納付金額は２４０万円で指定管理者は九州綜合

サービス（株）となっております。 

 次の日奈久観光交流施設「ゆめ倉庫」管理運

営事業は、指定管理業務委託料として７２８万

９０００円などを予定しております。指定管理

者は、九州綜合サービス（株）となっておりま

す。 

 次の日奈久観光施設管理事業は、イベント広

場の管理や公衆トイレの清掃業務、及び織屋や

看板設置用地等の施設管理委託料などとして９

７万３０００円などを予定しております。 

 次のさかもと温泉センター「クレオン」管理

運営事業は、サウナ室改修費として３４２万３

０００円、指定管理委託料として２３００万

円、厨房機器や空調機器の備品購入費として２

３８万７０００円などを予定しております。 

 次の坂本憩いの家管理運営事業は、指定管理

委託料として７７０万円などを予定しておりま

す。 

 次の広域交流センターさかもと館（道の駅）

管理運営事業は、指定管理委託料として５５０

万円、厨房機器等備品購入費として１３３万１

０００円などを予定しております。 

 なお、坂本温泉３施設の指定管理者は、さか

もと温泉センター（株）となっております。 

 １つ飛ばしまして、東陽石匠館管理運営事業

は、嘱託職員４名分の社会保険料及び賃金とし

て５１５万７０００円、光熱水費など需用費と

して１９４万６０００円などを予定しておりま

す。 

 次に、東陽交流センター「せせらぎ」「菜摘

館」管理運営事業は、サウナ室改修を含む修繕

費として２２３万６０００円、借地料として８

４万９０００円などを予定しております。納付

額は３００万円で、指定管理者は（株）東陽地

区ふるさと公社となっております。 

 １つ飛ばしまして、五家荘平家の里管理運営

事業から、梅の木轟公園管理運営事業までは平

家の里の敷地内にあります松の木の伐採業務委

託料として４９万８０００円、久連子古代の里

公衆トイレ修繕費として５０万円、指定管理委

託料として１３４５万８０００円などを予定し

ております。指定管理者は五家荘地域振興会と

なっております。 

 次のふれあいセンターいずみ管理運営事業

は、ホール玄関自動ドアや藤棚、排煙口、排煙

窓など修繕費として１９６万１０００円、指定

管理委託料として９９９万４０００円などとな

っております。 

 次の農林産物流加工施設管理運営事業は、指

定管理委託料として１３２万６０００円、エア

コン２台を含む備品購入費として１１５万２０

００円などを予定しております。 

 泉観光２施設の委託料合計額は１１３２万円

で、指定管理者は（株）いずみとなっておりま

す。 

 ８９ページの１行目、泉観光施設管理運営事

業は、つり橋の床板修繕などの修繕費として１

３７万４０００円、公衆トイレの清掃業務や浄

化槽維持管理などの委託料として２６２万２０

００円などを予定しております。 

 次の観光施設小規模修繕事業は、突発的かつ

緊急対応が必要な修繕に備える予定としており

ます。 

 以上、目３・観光費の説明を終了させていた

だきます。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） ８６ページのですね、

最下段の新規事業の観光施設あり方検討会事業
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ですが、費用としては１４万６０００円、外部

委員を委嘱してされるということですが、これ

は何人で何回ぐらい予定されておりますか。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。観光振

興課の水本でございます。 

 観光施設のあり方検討会でございますが、２

６年度設置ということで予定をいたしておりま

す。委員数としましては、１０名以内というこ

とで考えたいと思っております。会議自体は大

体４回程度をめどに考えたいと思っておりま

す。施設自体が４９施設ございますので、一遍

に２６年度で全てをということは難しいかと思

いますが、重要性、緊急性等を考えて、施設を

選定した上で２６年度取り扱いたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。そのあり方検討

会の内容といいますか、何を求めているかとい

うことですけども、私のイメージとしてはです

ね、観光振興課が担当するわけですから、当然

観光の振興のためにあり方をどうするか、とい

うと私のイメージとしては、例えば、現在の観

光施設の入り込み客をどうしてふやしていくか

とか、あるいはそこの施設が土産品を販売して

いるとすると、どうやって土産品の販売の増額

につなげるのかとか、あるいはレイアウトがど

うも使い勝手が悪いと、ですから、そういった

レイアウトをどうするのかとか、あるいはその

施設が展示物なんかあった場合に、その展示物

をどうやって更新、リニューアルしていくかと

かいうのが私のイメージとしてあるんですが、

先ほどの部長の話を聞くと、どうも費用対効果

を検証して、統廃合をしていくというふうなこ

とということは、私がイメージしていた、さっ

き言った４点とはほとんど逆行のような気がす

るんですが、このあり方検討会に求める目的あ

るいは内容についてもう少し詳しく御説明をお

願いいたします。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。お答え

いたします。 

 部長のほうの話にもありましたが、施設自体

が当初の設置がかなり古くて、周りの環境等も

変化し、そぐわないというふうな状況になって

おる施設等が発生している場合もございます。

こういったところの施設の統廃合というふうな

意味合いの部分は、論議の中に一応出てくる、

お話の目的の一つにはなります。また一方、施

設自体がどういうふうな形で発展的といいます

か、効果的な運営をしていくかという適正な運

営に向けたあり方という部分も話の中に含まれ

ると。両方含まれるというふうなことで御理解

いただければと思います。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 観光の場合はですね、

部長の言葉の中で、費用対効果というのが出て

きておりましたけれども、この費用対効果とい

うのをですね、はじき出すというのはかなりこ

れが難しいと思うんですね。単にですよ、例え

ば、その施設の、市が持ち出すいわゆる財政出

動といいますか、予算といいますかですね、そ

ういうのが幾らかかると。例えば、そこが使用

料を取っていた場合は使用料が入ってくる。そ

れを比較した場合に非常に使用料が少ないとい

うことで、費用対効果というのを見るのか。そ

うしたらですね、当然廃止になってくる。その

ために委員会をつくってですよ、検討会をつく

って、検討会にそういった資料を出してお墨つ

きをもらいたいというような気なのか。あるい

はあくまでも観光を──私は反対しているわけ
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じゃないんですよ。非常に期待しているんです

よ。本当に観光振興をですね、観光振興課が進

めていく上で、そういった資料でもって費用対

効果というものも示しながらしていくのかです

ね、そのあたりもう少し決意をちょっといただ

けますか。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村商工観光

部長。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） 松永委員のおっしゃるこ

とよくわかります。はい。確かに、継続すべき

かていう判断もいずれはせないかぬものも出て

くるかもしれませんが、おっしゃるように、い

かにして観光客をふやすか、そこに来ていただ

いて物を買っていただけるか、そういう検討と

いうのは当然まず必要かと思っております。そ

ういうのも含めましてですね、その施設のあり

方、類似のものがあったりとか、近隣にです

ね。そういったものも整理をしながらやってい

こうというのが一つの統廃合も含めたというと

ころになります。 

 おっしゃったように、費用対効果というのを

なかなか数字であらわすのは確かに難しいかと

は思いますけれども、その費用対効果があらわ

れるようにというのも当然検討していく必要が

あるかと思っております。重ねてになります

が。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） これは後で意見を求め

られたときに言うほうがいいのかもしれません

けれども、観光のですね、要するに人が入って

くる、土産品が売れる、そういったことを先に

やってですよ、そして、このあり方検討会でや

りますというなら、話が通じるんですが、そこ

の部分をなしにして、あり方検討会で何か廃止

とか統合とかですよ。じゃ、類似施設を言いま

しょうかね。例えば、左座家とか緒方家という

のがありますよね。これは非常に類似しており

ます、近くにあります。しかし、そこは菅原道

真の末裔が住んだということであります。片一

方は平家の落人の末裔が住んだと。施設は類似

しとってもですよ、それぞれの歴史とか伝統文

化は違うわけですね。ですから、そこらあたり

はですね、よくですね、まず、人がたくさん来

てもらうとかっていうことに主眼を置いてやっ

てもらいたいというふうに思います。 

 委員長いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） あと２点ですけども、

８７ページの６行目ぐらいに観光交流事業とい

うのがあります。その内訳としては、エージェ

ントの訪問等旅費というのが１６万４０００円

上がっておりますね。このエージェントにです

ね、確かに職員とか、あるいは観光協会のです

ね、役員とかが行ってですね、こういった施設

があります、こういった四季折々のことがあり

ますとかっていうパンフレットを渡すというこ

とも、これも必要なことであるんですけれど

も、やっぱりですね、エージェントの職員を呼

んでですよ、八代に。そして、実際に見てもら

って、そして、こういった地域の歴史・文化、

そういったものも話してですね、そして、する

というのが私は効果的だろうと思います。た

だ、金がですね、要るわけですよ、そのために

はですね。ですから、これこそ費用対効果とい

う話もあるかもしれませんけども、エージェン

トを訪問してパンフレットを配るじゃなくて、

エージェントの職員を呼んでくるのが効果的だ

ろうと思いますけど、その辺どんなですか。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。観光交

流事業につきましては、今お話ございましたよ
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うに、エージェント訪問の旅費というのも設け

ておりますけども、特に九州内のエージェント

訪問という形では、これまでどおり引き続き行

ってはいきたいと思っております。委員のほう

から今お話がありましたように、エージェント

のほうをこちらのほうにお呼びしたり、直接こ

ちらのほうに接していただくという機会の件で

ございますが、これは別途事業で２６年度の予

定で着地型の商品開発ということで、新たな事

業を予定をいたしております。この中で、八代

の中で検討する上では、エージェントの方、あ

るいは交通関係の業者の方あたりも含めながら

ですね、こういった会議、八代での計画づくり

のほうに当たりたいというふうに思っておりま

すので、そちらの事業で対応したいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 次にですね、熊本観光

プラットホーム事業負担金ですが、八代市の場

合３０万、これは県全体では幾らになって、県

はどういった事業をしていくのか、簡単にお願

いいたします。 

○委員長（増田一喜君） 誰。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。 

○観光振興課長（水本和博君） これは２６年

度がプラットホーム事業という形で、県のほ

う、新しい事業になりますが、市町村のほうに

お話をされまして、市町村のほうも参加型とい

うことでプラットホーム事業が開始されます。

今回、３０万円ということで八代市の負担金を

考えておりますが、全体のこの制度自体の組み

立てが１００万円、５０万円、３０万円という

ふうな負担額のほうの設定がございまして、ま

ず第１段階として３０万円という形で、まず初

年度私ども参画したいということでございま

す。県全体の各市町村の参画状態、あるいはど

のコースに参画されるかというのは特には──

ちょっと今手元に把握しておりません。ただ、

多くの市町村が参画されるのではないかという

ふうには思っております。 

 以上でございます。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） その事業の内容はどん

なですか。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。

（委員松永純一君「事業主体も合わせて」と呼

ぶ） 

○観光振興課長（水本和博君） 熊本県観光プ

ラットホーム構築事業につきましては、熊本県

と観光連盟のほうで地域素材の商品化及び宣伝

活動の強化ということで、特に中央の方面への

戦略ということで、県内の観光資源の磨き上

げ、それと地域での旅行の商品造成、それと地

域で継続的な旅行企画をできるような形での指

導管理、それとこの観光商品の流通の支援促進

というようなことを目的に取り扱いがなされる

内容でございます。 

 こちらにつきましては、熊本県のほうから、

また専門の旅行関係の業者のほうに業務等委託

されて、そちらが指導されたり、コーディネー

ト、それと商品の販売というところまで手がけ

られるというところでございます。ただ、先ほ

ど申しました１００万円、５０万円、３０万円

のコース次第でですね、そこらあたりのかかわ

り、取り扱いのランクが違ってくるというよう

なところでございます。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 県の事業費

のお尋ねがあったかと思うんですけども、聞い
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ておりますところによりますと、大体一千数百

万円程度というふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） そうすると、今言われ

た事業内容はですね、３０万コース──コース

が３つあって、１００万円負担する市町村と５

０万円負担する市町村と３０万円負担する市町

村があって、八代市は今回３０万円のコースだ

ということですが、今言われた事業内容という

のは１００万のことを言われたんですか、それ

とも３０万のことについて説明されたんです

か。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。 

○観光振興課長（水本和博君） ３０万の設定

でのメニューというものが表になっているもの

がございますけども、それによりますと、素材

の商品化のコンサルティング、それと商品企画

カードの作成、それと販売先への商品の配付、

それと既存商品の検品、──実際の商品がどう

なのかという検証ということかと思います。そ

れと講習会、勉強会の実施というものがメニュ

ーになっておりますのが３０万円のところでご

ざいます。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 最後にですね、泉観光

振興事業の中の山岳遺産活動支援受入体制整備

業務委託、これについては委託先の予定があれ

ばですね、ということと、この内容はどんな

か、簡単にお願いします。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 橋本泉支所課長。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） 泉支所

の橋本です。よろしくお願いします。 

 ただいま委員御質問の件ですけれども、委託

先としましては、泉町ガイドインストラクター

協会が昨年度までも事業を行っております。今

年度も一応そこを予定しているところでござい

ます。事業内容としましては、日本山岳遺産認

定後、山通り客──登山客が物すごくふえまし

て、遭難等防止のための道路標識の設定、歩道

部分の道路標識の設定、それから登山口の表

示、それと広域のほうとの連携いたしましたレ

スキューポイントの設定等を行っております。

レスキューポイントにつきましては、今年度大

体設置が可能ということで、今報告が来ており

ます。それから、今回の事業開始からやってき

ましたところによりますと、今までに登ってい

ない山等が見直されまして、ますます登山のル

ートが、新たに登山客によってつくられている

という状況がありますので、再度そういったと

ころに向けて、道案内あたりの看板の設置等を

計画しているところでございます。 

 以上です。（委員松永純一君「はい、終わり

ます」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ただいま答弁いただ

きましたのは橋本泉支所総務振興課長でござい

ました。済みませんでした。 

 ほかにありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。農林水産業費は

大幅な増──大幅というか、ふえとっとですよ

ね。そん中で商工費につきましては、５.２％

の減ということで表示されとると思っておりま

す。新規事業もある中でですたい、この減にな

った主な要因、無駄を削ったという話なんでし

ょうが、そのあたりの苦労なされた点があれ

ば、その原因というのをお聞かせください。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村商工観光

部長。 
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○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） 幾つかございますが、ま

ず商工振興費のほうで申し上げますと、１５３

１万８０００円の減となっております。このほ

とんどが工業振興補助金の減によるものでござ

いまして、つまり企業さん等の雇用であります

とか、設備投資、これに係る補助金が前年度よ

りも低くなるという見通しでございます。 

 それと観光費のほうで２１４４万１０００円

の減となっております。これの主なものとしま

しては、泉の左座家、これの屋根の修復が２５

年度ございました。今度２６年度のほうに繰越

明許もお願いしてるところでございますが、こ

の費用がほとんどということで、そういう修繕

料の大幅な減というのが大きなところかと思っ

ております。 

 それと、総務費のほうで３６００万、これに

つきましては、先ほど次長のほうも申し上げま

したが、職員の減、組織の変更によります減が

入っております。これらが大きな減のうちの半

分ほどをこれで占めております。３％の削減と

いうのもございましたが、商工観光部全体で捉

えると、何とか３％減を達成したところという

ふうに思っておりますが、課ごとにはそれぞれ

ばらつきはございます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ３％減をしたのかっち

ゅ話じゃなくて５％減っとっですよね。で、新

規事業もある中で、そがしこ減っとっちゅこと

はまだ減っとっちゅこっですよ。努力がなされ

たということ。企業振興何とかで７０００万減

ていう話じゃございませんでしたかね。事業が

なかていうとは何で予定がないというふうな話

だったんですか。その原因、見込みの原因、要

因。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。新八

代駅前に薬品卸流通業者さんが進出されたこと

によりまして、建設の補助金、あるいは用地の

補助金、そして人を雇うことによる雇用の補助

金等々でかなりの高額になったと。（委員亀田

英雄君「前年」と呼ぶ）はい。それが終了した

ことによって減額となっているということでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

 もう一つ。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 着地型観光推進事業て

あったですよね、部長の話の中で。それはどの

ようなものなのか。もう少し具体的にお話しで

きる部分があればですね、お聞かせいただきた

いと思います。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。 

○観光振興課長（水本和博君） 着地型観光推

進事業でございますが、こちらの事業は、新規

ということで２６年度立ち上げるという考えで

おります。これにつきましては、八代の観光に

つきまして、これまでいわゆる素材を提供し

て、その素材にどうぞおいでいただきたいとい

うふうな形で、点での紹介を外に向かって発信

していたというところでございますが、今回の

着地型観光推進では、着地型ですね、いわゆる

地元が提案した旅行パッケージというものを企

画製作して、その旅行商品を外に売り出そうと

いうものでございます。 

 基本的には着地型のこのモデルとしまして

は、体験型といったもののメニューを磨き上げ

まして、これの商品化、そして、その商品とし

てつくり出したものを外に売っていこうという

ふうなことで、平成２６年度におきましては、
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そのための各種、──実際にいろんな体験型の

事業あたりもしてらっしゃるところもございま

すし、そういった皆さんを一堂に会しながら、

ワーキング方式による検討をして、そして、そ

の上で商品化したものをカタログか冊子にして

ガイドブックをつくっていこうというようなと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） それは県の事業なんで

すかね、市独自の事業なんですか。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。 

○観光振興課長（水本和博君） 市独自で取り

かかりたいというふうに思っております。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） もう一つ。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 部長の話ん中でもです

ね、大規模なイベントになってきている、花火

大会いろいろ。その中でも、若干花火大会減っ

たっじゃなかったですかね。入り込みが少なく

なったんじゃ。何かちょっと。だけん、今後、

大きなイベントをいっぱいやっておられて大変

御苦労な話なんですが、その辺の整理も含めて

ですたい、大変かと思います。また、スリーデ

ーマーチもせぬばんしですたい。その中でやっ

ぱどげんしていくかというと──難しか話です

ばってんが、何かあれば。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村商工観光

部長。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） はい。御心配ありがとう

ございます。確かに、イベントに追われて、本

来の観光推進という事業自体がおろそかになっ

てたということはないんでしょうけれども、な

かなか手がつけられない状態にあったというの

も事実かもしれませんが、おかげさまで人員の

ほうも増強をしていただいておりますし、特に

優秀な人もたくさん集まってきております。そ

んな中で、今回この着地型観光推進事業という

のも新たに取り組んでいくということから、確

かに追われてはおるのかもしれませんが、最初

に私も申し上げましたように、なくてはならな

い存在になってきているとも事実でございます

ので、私としましては、今後ますます入り込み

客がふえるように、そのイベントについても取

り組んでいく必要かあると思っております。 

○委員（亀田英雄君） もう一ついいですか。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） さっきの着地型観光っ

ていうところは、財源は基金繰入金じゃなかで

すか。これはあれでしょうが、スリーデーマー

チの基金でしょう。その基金を使う、どのよう

に使うかというとは、その使い道のことについ

てはその後の検討はなされた中での使い道です

よね。これについてはいろいろ何かあったじゃ

なかですか。スリーデーマーチ以外に使うとき

はいろいろと云々と。で、どのような事業に使

うていうとの定義というとかですたい、その辺

の検討をなされた上での使用、基金繰入金にな

っとっとですかね。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部長。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） はい。基金につきまして

は、商工観光部、総務部、それから農林水産部

等、関係の部署で出されたものに対して検討を

行うということになっておりまして、商工観光

部としましても、基金繰入金をこのほかにもで

すね、お願いをしたんですが、今回はこういう

形での基金はこれとこれというふうな話をいた

だいたということです。 

○委員（亀田英雄君） はい。 
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○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） そのあたりのガイドラ

インていうものは、何も整備はでけとらぬちゅ

うことですたいね。財政との協議でいえば、鉛

筆なめなめちゅう話じゃなかですか。その辺は

検討ば今後されないんですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 亀田委員さ

んのほうからお話ありましたように、広域のほ

うから基金が返還されたといいますか、その際

に、県の基金もあわせて、八代市分として八代

市のこのこういう基金事業の原資になっている

かと思います。そのときの県の条件といたしま

しては、地域振興に役立てる場合には基金の返

還は求めないという話があったかと思います。 

 八代市としましては、当然地域振興に役立て

る事業であること、あるいは交流によって地域

活性化を求めていく事業であるという縛りの中

で予算化しております。商工観光部だけで判断

するのではなくって、財政課とも協議しなが

ら、今回は予算づけをさせていただいていると

ころです。 

○委員（亀田英雄君） よかです。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） それは理解しました。

その時々の状況で話ん変わっていくじゃなかで

すか。ガイドラインみたいなのを整備すっちゅ

う話はそこなんですよ。で、基金、県からの基

金──話は違うばってんさい、前回の補正の中

でも、基金、補助金の返還という部分もあった

けんですたい。その辺のなかごてせぬばんて思

うけん、ちょっとその辺のガイドラインば、ぴ

しゃっとしとったがよかっじゃなかろうかなと

いう感じのしたもんですけん、質問してみたっ

ですが。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。今後

きちっと御説明できるように打ち合わせをさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。（委員亀田英雄君「よろしく。

はい。以上です」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 広域から返ってきた

のは、県が返さなくていいちゅうのは１億円に

ついての話ですからですね。そこらあたりは御

理解いただきたいと思います。（委員亀田英雄

君「うんにゃうんにゃ、知っとっとです」と呼

ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） この８６ページの商工

業資金貸付・出資事業、これをもうちょっと中

身を説明をしてもらえませんか。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。貸付事

業のことでございますね。（委員前垣信三君

「はい、そうです」と呼ぶ）貸付事業につきま

しては、金融機関にですね、５億円の預託金と

いうことで、貸付残高に応じまして、その預託

を預けているわけでございまして、先ほど宮村

次長から説明ございましたように、融資制度の

種類に応じまして、預託金の２倍から３倍の融

資を金融機関にしていただくと、そういうこと

でお願いをしているところでございます。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 要は、この５億円何が

しかを貸しなっちゅうわけじゃなくて保証金と

いう性格ですか。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） その預託金を

ですね、原資としていただいて、金融機関で有
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利な低金利でですね、貸し付けをお願いしてい

ただくという、そういう制度でございます。そ

の５億円をもとにして金融機関は融資をしてい

ただくということでございます。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 要はこれは５億円の分

は返ってきて、また貸してという、出してとい

う形になっとですよね。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。５億円

のほうは、年度当初のほうで金融機関にお預け

して、年末にまた返していただくという形にな

ります。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。この歳出を見ま

すと、商工費が１３億５０００万ですよね。そ

れで、この５億円ちゅうのは事業資金じゃあっ

とでしょうが、行ったり来たりして何も動かぬ

金、これを差し引くと８億５０００万ぐらいか

な──が、実際の何か事業費みたいな格好に思

えてならぬとですよね。１３億から８億５００

０引くとしゃがな５億か。議会費が４億あっと

にたい、商工観光費が５億ぐらいで、で、企業

誘致はせないかぬ、企業振興はせないかぬとい

う割には、何か非常に寂しいような予算がすっ

とですが、ちょっとそのあたりも含めてです

ね、細かい話ですけど、この商店街活性化事業

補助金が２０００万組んであっじゃなかです

か。これはその効果といいますか、過去にどれ

ぐらい出されとって、どれぐらいの検証をなさ

れて、この金額が正しいものなのか、何かその

あたりの判断はどうですか。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 商店街の補助

金のほうはですね、商店街の主にソフト事業の

ほうに補助を出しておりまして、あとはハード

事業といたしまして、空き店舗対策ということ

でですね、商店街再生事業の中で、空き店舗に

出店していただけば補助ということで、商店街

の再生ということも含めまして、今まで補助を

してきたわけでございます。その成果で、空き

店舗率がですね、相当数％ですか、７％、８％

ぐらい空き店舗率が下がったということでです

ね、効果は十分出てるんじゃなかろうかという

ことで考えております。 

 今後も商店街のほうをですね、八代の中心市

街地、商店街はその核となりますので、八代の

顔としてですね、今後も支援をしていきたいと

いうことで考えております。 

 以上です。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。済みません。も

う一つお尋ねをします。 

 この新規事業でフードバレー事業の工場用地

適地選定調査業務委託６１６万、これは具体的

にはどっかのコンサルに、こういった何か施設

をつくる、工場をつくるのにどこが適地なのか

のコンサル料ですか。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい、一応委

員おっしゃるとおり、コンサルの委託料という

ことで予定しております。こちらにつきまして

は、本年度、八代市のフードバレー戦略構想と

いうのを今策定中でございまして、その中間報

告に基づきましてですね、食品関連産業の集積

地が必要ということがうたわれておりまして、

その適地ということで何カ所かピックアップし

ていただいております。その中でどこが最適で

あるかということで、また委託をするわけでご

ざいます。そこで適地が決定いたしましたら、

それでまた全庁的に取り組んでいく予定にして

おります。 

 以上でございます。 



 

－56－ 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。その適地を選定

の委託をされるとでしょうが、ある程度の条件

はあっと思うとですよね。３０歳未満の独身と

か、そういうわけじゃなかですが、工場をどれ

ぐらいつくって、どれぐらいの広さが要ると

か、何かの方針がないと、どっかよかでしょう

かちゅう話にはならぬと思うですが、市はどの

程度の内容を考えておいでるのか。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 今、引き合い

の企業とか、そういうの情報を仕入れてる段階

でございまして、何点かそういう企業もござい

ます。そういうのも勘案しながら、どれくらい

の面積が必要なのだろうか、そこも含めまして

ですね、調査をしていただくということで、ま

だはっきりして何ヘクタールとか、そういうの

はまだ数値としてはですね、上げてない状況で

ございます。 

 以上です。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。あんまり細かい

ことを聞いてもいかぬのでしょうが、今来とる

現在で何社かは来とっとでしょうが、またこれ

がふえてくると、この予算じゃ足りんくなる可

能性もある。いつの時期にこの外部委託をしな

はるとですかね。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 委託につきま

しては、もう早急にということで考えておりま

す。また、適地がですね、大体選定ができるこ

とになれば、次年度予算とかいうのが入ってき

ますので、年度初め、早急にですね、委託でき

るような体制づくりに入りたいということで考

えております。 

 以上でございます。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。締めです。済み

ません。早急に出しなはっとでしょうが、現在

どれぐらい来とるんですか。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 現在ですけ

ど、用地提供のですね、済いません、用地情報

の問い合わせとか、そういうのがですね、九州

外で１０社ぐらいですね。それと市外で５社ぐ

らい、そういう問い合わせが参っております。

それから、長年の関係をつくってきた企業もご

ざいます。そういう企業もございます。それは

数社ございますけど、そういうのが今後進出が

考えられるんじゃないかなということで、まだ

そういう確実な進出ということじゃございませ

んけど、今後期待できるということで思ってお

ります。 

 はい、以上でございます。 

○委員（前垣信三君） はい。済みません、ま

いっちょ。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） あんまくどう言うては

いかぬとでしょうが、個別に進出企業が自分と

ころで土地を探される分には一向に構わぬとで

しょうが、どうもこれでいくと集合団地みたい

な、工業団地みたいなイメージがせぬでもなか

わけですね。そうすると、１０社も来とる、何

社も来とるとおっしゃると、分散してあちこち

探しなはるのか、どっか一団の工業団地みたい

にして計画をしなはるのか、そのあたりはどう

ですか。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） そういう適地
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が見つかればですね、そこに来ていただいたり

が一番よろしいんでしょうけど、早急に進出し

たいということは間に合わない、そういう団地

ができるのをですね、待ってても間に合わない

ということもあるかと思います。その点では、

既存のですね、そういう遊休地ですか、そうい

うのを紹介したりすることは必要かと思います

けど、将来的にはそういう団地に集まっていた

だいたほうが効率的にもですね、いいんじゃな

いだろうかと思っておりますので、その引き合

いがあるということであれば、早急に対応しな

ければならないということであればですね、そ

の団地じゃなくて、そこの遊休地とか、そうい

う適地があれば御紹介していきたいということ

で考えてるところです。はい、よろしいです

か。 

 以上です。（委員前垣信三君「はい。ほかん

人が言いなはったけん」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） コンテナ利用助成金の

関係ですよね。非常にまた、御説明の中ではで

すね、非常に増加してきているっていう話で、

金額のほうもですね、非常にまた上がってきて

るという話なんですけれども、検証とかってい

うのもやっぱり必要かなというふうに思うんで

すよね。また、金額がどんどんどんどんはね上

がっていくっていうのもやっぱり非常に問題か

なというふうに思ってます。農業の関係と同じ

なんですけど、やっぱ最終的には自立的なとこ

ろで落ちつかせてですね、いければと。これは

そのためのというふうに当初とられとったとい

うのがあっとですけども、そこら辺のところに

ついて今後の展望とか、今の状況に関しても含

めてなんですけども、ちょっと話聞きたいんで

すけれども。 

○委員長（増田一喜君） 髙﨑重点港湾八代港

営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。重点港湾八代港営業隊長の髙﨑でございま

す。 

 ただいま委員お尋ねの件につきましては、確

かに、八代市のほうがコンテナ助成金を始めま

したのが平成２３年でございます。平成２３年

につきましては３０００万円の予算でございま

した。そして、２４年度補正予算も組ませてい

ただいて約６０００万円、そして現年度平成２

５年につきましては８８００万円、来年度につ

きましては１億７００万円程度というふうな形

で予算計上させていただいております。 

 委員お尋ねのようにもう３倍強、３倍以上こ

の３年間でふえてきているというところでござ

います。この助成金の効果もありまして、ここ

２年は２０％以上、２年前と比べますと４５％

ほどコンテナの貨物というのが戻ってきている

ような状況でございます。これに伴いまして、

航路の数等もふえてきたというところです。 

 コンテナ事業につきましては、おおむねです

ね、業界のほうでは、ひとり立ちと言われてる

取り扱い数が年間３万ＴＥＵほどというふうに

言われております。昨年１年間の１月から１２

月までのコンテナ取り扱い数は１万３８１２Ｔ

ＥＵということで、まだまだ半分に満たってい

ないというような状況です。 

 今のところ、私どももですね、いつまでも助

成金は打てないということは認識しております

が、現状ですね、まだまだひとり立ちというに

はなかなか難しいということと、それとこの助

成金につきましては、熊本県と一緒にやってお

りますけれども、県のほうにおかれましても、

少なくとも２７年度まではこの事業は継続して

やりたいということでございますので、当面は
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その２７年度までを目標にやっていきたいとい

うふうには考えております。 

 ただし、そのときのまた状況、その他あとフ

ードバレーの推進のためには、八代港のほうに

ですね、例えば、台湾航路の誘致であるとかい

うことも必要になってまいりますけれども、そ

ういったその時の状況も踏まえながら判断をし

ていきたいなというふうに思っております。た

だし、今のコンテナの助成金、これは荷主企業

様、エンドユーザー様のほうにお支払いする金

額でございますけれども、これは地元の港運業

者とか船会社との協議も必要ですが、同じ例え

ば、１億円の予算をとるのであれば、もっとほ

かにいい、効果的な補助金のあり方というのが

あるのではないかということで、これにつきま

しては冒頭部長が申し上げましたように、ただ

いま勉強会が、国、県、市、港湾ユーザー含め

まして立ち上がっております。こちらの中で八

代港のポートセールスビジョン等も検討する予

定でございますので、鋭意検討してまいりたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 同じですね、ポートセールスの関係なんです

けれども、アドバイザー委託の関係ですね。こ

れも同時期ぐらいから始まった事業かというふ

うに思ってますが、これ同じ方、ずっと委託さ

れとったですかね。どやんですか。 

○委員長（増田一喜君） 髙﨑重点港湾八代港

営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。こちらにつきましてはですね、お一方につ

きましては、今３年目ということでございま

す。これは静岡県のほうに御在住の方で、元船

会社の社長等を歴任された方ということでござ

います。 

 もう一方は２年目ということになりますが、

こちらにつきましては、八代港のほうにござい

ます船会社さん、港運業者様のほうの八代支店

長のほう、出張所長されてた方でございます。

その２名の方に現在お願いをしているというと

ころです。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。当初はですね、

手探り状況の中でこういった方々、アドバイス

していただける方、精通された方がおったほう

がいいんじゃないかと、拡大していくときにっ

ていうふうな、全国的なあれでですね、いろん

な顔広い方がというふうな話だったと思うとで

すけど、もうそろそろですね、どうなのかなと

時期的にと。というのは、営業隊とかですね、

つくっていただいて、いろんな活動されてき

て、職員の方だとかですね、非常に何かいい話

ちゅうかですね、非常に頑張っておられるとい

う話も聞いておりますんで、そういった育って

きている状況がもう見えてきた中で、またさら

にそういった事業が必要なのかなというふうに

ちょっと思ったんですけど、そこはどうでしょ

うか。 

○委員長（増田一喜君） 髙﨑重点港湾八代港

営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。ありがとうございます。私どもとしまして

はですね、お二方いらっしゃいますけれども、

まず大体業務の仕分けを大体やっておりまし

て、まず静岡に御在住の方につきましては、主

に航路誘致のほうのアドバイスをしていただい

ております。主に関東、関西方面の船会社の訪

問の際に、その方の人脈を通じまして、その会

社のですね、いきなりトップの方と──意思決

定者のほうに直接お会いできるという面で、大

いに航路誘致等にも功績があったということ。

それと、今後、先ほど申しました例えば、台湾
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航路等の誘致ということになってきますけれど

も、こちらにつきましても、やはりまだまだそ

のアドバイザーのお力が必要だというふうに認

識しておるというところでございます。 

 それともうお一方につきましては、今、福岡

県のほうに御在住の方です。こちらの方にはで

すね、主に九州地域の荷主訪問の際の随行をお

願いしたりとか、あとコンテナターミナルに必

要なですね、施設面のアドバイスということで

お願いをしているというところでございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。まだまだ必要と

いうことで理解したいというふうに思いますけ

れども、先ほどちゅうか、多分ちょっと年配の

方なのかなというふうに推察するんですけれど

も、そういった方々にかわる、まだ継続してで

すね、必要だということであればですよ、そう

いった１人だけという、今やってもらっている

方２人おられると思いますけれども、そういっ

た方々の今後のですね、ことも含めながら、や

っぱちょっとアンテナ延ばしながらですね、や

っぱいろんな人材とか、周りも見とっていただ

いたほうがよかっかなというふうに思いました

んで、よろしくお願いしときます。 

 あと別で。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。商店街の活性化

事業というのがあります。こちらについて、ま

ちなか再生庁内プロジェクトというのをです

ね、つくってからですね、いろいろやっていた

だいてるというふうなことなんですけれども、

今回その庁内のプロジェクトの旅費ということ

で３２万５０００円ということでありますが、

これは今さらどこに行かれるのか、誰が何人行

くのかというところをちょっと教えていただき

たいんですけど。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 今、御存じの

とおり、本町のほうが空き地になってまして、

それで昨年、庁内プロジェクトチームを立ち上

げまして、その対策ということで、昨年一応検

討していたわけなんですけど、今現在は本町二

丁目さんですか、そちらのほうでまた独自の計

画というか、それも持っておられまして、また

あの空き地、──２１の空き地の跡地のほうも

ですね、地主さんの考えもまだあるということ

でございますので、庁内プロジェクトチームの

検討会のほうはですね、しばらく、今休止とい

うことにしております。それで、また動きがあ

った場合、またそのプロジェクトチームをまた

再度、また活動をですね、再度しなければなら

ないということで考えておりまして、その際、

先進地の視察とか、そういうの必要ということ

でですね、今、そこ予算を上げさせていただい

ております。そこはプロジェクトチームのメン

バーの方に今現地を見ていただくということで

ですね、予定をしておるところでございます。

今、本町の動きをですね、ちょっと注視しなが

ら、そちらのほうも対応していきたいというこ

とで考えているところでございます。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 今、課長が

説明したとおりなんですけども、地元の商店街

の方々、それから商工会議所の方々、委員会を

つくってらっしゃいまして、一生懸命勉強して

らっしゃいます。それと行政、この３者で検討

をしているところでございますけども、旅費に

関しましては、必要となったときに支出すると

いうことでございます。課長が申し上げました

ように、先進地視察、そのときに必要となる先

進地視察の旅費を予定してるということで御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 
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○委員（野﨑伸也君） はい。その御説明は理

解すっとですけども、３２万５０００円て具体

的に表示してあればですよ、出してあれば、も

う既にどっかに行かぬばんというとが、何人行

かぬばんていうとが決まっとっけん、こんだけ

の予算ができとるちゅうわけであって、予定が

くれば行きますよというような予算じゃないと

思うんですよね。だいけんが、ある程度もうそ

こに行かぬばんていうとはわかっとって、予算

計上してあっていうふうに私は理解しとっとで

すけれども。ただ、ということでそれはいいん

ですけど、今言われたように、庁舎内の方々、

職員さん方のプロジェクトの方々が行くんじゃ

なくて──行かれるのかもしれないですけど、

内容についてはその３者の旅費ちゅうことで理

解すればよかっですかね。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 旅費の予算の

ほうはですね、庁内のプロジェクトチームとい

うことで、職員の旅費だけということで予定を

しております。一緒に視察に行く段階になりま

したら、それぞれ支出をお願いしたいというこ

とで考えているところです。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、何人行か

れるんですか、これ。（商工振興課長川野雄一

君「一応予定じゃですね……」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい、済いま

せん。６名の予定でございます。（委員野﨑伸

也君「６人。はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） じゃ、この件について

はわかりました。 

 別件で聞きます。済いません。指定管理者の

関係でですね、さかもと温泉センターのクレオ

ンのところでですね、今、委託料はあっとです

けれども、最初部長か、次長が言われたかちょ

っと忘れたけども、曖昧なんですけども、温泉

センターの施設の修繕費の３００万ぐらいてい

う話をされたですけど、それはこん中に入っと

っとですか。別なんですかね。済いません、教

えてください。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。含ま

れてるというふうに思います。（委員前垣信三

君「今の説明に」委員野﨑伸也君「含まれとっ

と」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 別で、もういっちょよかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。各坂本、

千丁、あとですね、東陽とか、泉とかのです

ね、祭りの予算もですね、今回計上されとっと

ですよね。各４００万ずつぐらいちゅうことに

なっとっとですけれども、ここら辺のところで

ですね、足りてるのかなというのを一つ思うん

です。その予算の中で充実した祭りができてい

るんですかというのが一つ。それは以前、何年

か前からのいろんな議会の中での話ていうのも

ありましたんで、そういったものを含めて大丈

夫なんですかということと、あと今度スリーデ

ーマーチの関係で、各その祭りごとにウオーキ

ング大会を設定していくというふうな話があっ

たですけれども、それもまたこの事業の中に入

れ込んでいるのか、もしくは別で何か事業費と

かかかる分は別で何か、スリーデーマーチのほ

うから出すのかどうかというのもですね、あっ

て、それも含めて４００万で大丈夫なんですか

というふうな話をちょっと聞きたいんですけれ

ども。 
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○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 私のほうか

ら支所のイベントについてのお話をさせていた

だきたいと思いますが、前の市長のときに振り

出しといいますか、最初ゴール地点でいろいろ

と予算的には考えはあるんだろうけども、まず

４００万円からスタートしましょうということ

で始まったと思います。 

 それで、多い少ないいろいろありましたけれ

ども、今の現段階では支所の方々とお話させて

いただく中では、４００万円の中で何とかなっ

てるということでございます。 

 市長がかわったから検討するというわけじゃ

ないんですが、先ほどからお話させていただい

ていますように、毎年３％の予算を減額してい

かなければならないという中で、この支所のイ

ベントもどうするのかということは検討してい

かなければならないというふうに思います。今

までどおりやっていくのか、あるいは一つの前

市長のときに芸能人を呼ぶんではなくって、自

分たちの手づくりで住民の皆さん方が喜んでい

ただくようなイベントにしたらどうかという考

え方もありますし、いやそうじゃないんだと、

観光客をたくさん来てもらうことが必要なんだ

ということもありますし、あるいはＰＲの場な

んだと、先ほど松永委員さんもありましたけれ

ども、なかなかはかり切れないところではござ

います。そういうもろもろのことを今年度１年

間、あるいは来年度まで入るかもわかりません

けれども、検討させていただきたいと思ってお

ります。基本的に、今のところは４００万円で

足りているのかなというふうに判断してるとこ

ろです。（発言する者あり） 

○委員長（増田一喜君） ということは、含ん

でるということですか。（委員野﨑伸也君「そ

こですね。ウオーキング大会のやつ」と呼ぶ）

それを今、質問されているんです。宮村商工観

光部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） スリーデー

マーチの各支所で八代マーチングリーグ、２６

年度から始めますよっていうお話を説明させて

いただきましたが、スリーデーマーチ予算の範

囲内で使わせていただくということで、支所の

４００万円はそのままということで考えていた

だければ結構かと思います。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） じゃ、祭りの予算は祭

りの予算で４００万、ウオーキング大会はウオ

ーキング大会で別枠ですよというふうなことで

理解でよかですね。はい、わかりました。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） フードバレーについ

て、ようわからぬとですばってんが、この調査

業務委託は土地選定業務、こらコンサルて言い

なったですね。何で６１６万７０００円ちゅう

細んか数字まで出てくっとか。これ、言いなっ

たっかな。（委員前垣信三君「うんね、そぎゃ

ん細かい話はしとらぬ」と呼ぶ）ちょっと今思

うたっですが。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 一応６００万

強ですけど、その中で何カ所調査対象にするか

というのもございました。それで、当初は３カ

所程度ということでですね、調査をやってみよ

うということでしておいたんですけど、それ

で、その積み上げですか、その適地といいます

か、候補地の中で詳しく調査する中で、そうい

う調査費が必要だということで、それではじき

出していただいたのがその６００万円の中身で

ございます。実際は何カ所するかちゅうのはで
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すね、やっぱ戦略構想の結果を見てからという

ことで考えております。 

 以上でございます。（委員亀田英雄君「えら

い精度の高っか見積もりて思うてばい。はい。

ありません」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を……。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） 委員長、済いません。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部長。 

○商工観光部長（八代ブランド営業本部長兼

務）（宮村博幸君） 済いません。遡ります

が、野﨑委員、さっきお尋ねのさかもと温泉セ

ンターの委託料２３００万の中に含まれるのか

という御質問でございましたんでしょうか。

（委員野﨑伸也君「はい。委託料の中に含まれ

るとですかと」と呼ぶ）申しわけありません。

２３００万は、あくまでも指定管理の委託料で

ございまして、そのほかでございます。今、ど

ちらをごらんですか。（委員野﨑伸也君「概

要」と呼ぶ）概要の中の右側に総予算ていいま

しょうか、３１００万というのがございます、

この中に含まれるということでございます。済

いません。（委員野﨑伸也君「わかりました」

と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（前垣信三君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みません。先ほども

その予算のことを少し話したっですが、今５億

５０００万しかないような予算で、よう見てみ

ますと、サンライフ八代管理とか、働く婦人の

家とか、おおよそ商工にあんまり関係ないよう

な予算まで組んであるような気がしますよね。

ほかの事業を見ても、何とか自分たちでイベン

トをして、八代市内で動く。全国花火大会以外

はさほどよそから集客したり、観光に貢献して

いるような事業もないような気がします。 

 それで、全体の予算が限られた中で、この商

工費だけを上げるちゅうのは大変だと思うんで

すが、さっきの私が聞いた範囲もそうなんです

が、委託費に６００万だったかなとってあっと

に、あとは企業誘致対策が２７０万ぐらいしか

とってない。本来なら、このあたりをもうちょ

っと予算づけしてですよ、もっと格付していか

ぬと、確かに農業県じゃあっとでしょうけど、

商工に関してが余りにも少ない。 

 それと、全体にこれは言えることですが、市

長が、市の職員さんをいろんなところに派遣を

しながら、行政に反映させるための視察をさせ

ると方針の中で言っとられるから、今回も多少

の予算は組んであるけどですね、そのあたりは

私は遠慮せんでじゃんじゃん行ってよかと思う

とですよね。私たちも勉強はしてきますけど、

意見は言わしてもらいますが、担当の職員さん

あたりがいろんなところに出かけられて、見識

を深めて、それが市政に反映するような政策を

とっていただきたいなと思います。何しろ６億

円だったかな、銀行に貸し付けする部分の担保

部分５億円か、これは行ったり来たりして、実

際は何も活用はしとらぬ。それを引くと５億５

０００万しかなか商工費ですけん、まちょっと

企業誘致なり、そのあたりにですね、精力を注

ぐような、来年度以降は予算編成をお願いをし

たいと思います。 

○委員長（増田一喜君） 小会します。 

（午後３時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２３分 本会） 
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○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済いません、私が数字

の計算を間違ったみたいです。１３億５０００

万円が商工費で、５億円が商工資金の貸し付け

ですから、これを差し引きますと８億５０００

万円ということです。それで、訂正をさせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 予算が少ない中、イベ

ントが多い中で大変かとは思いますがですね、

中心市街地の空き店舗の問題もありますし──

空き店舗というか、あそこの空き地の問題もあ

りますし、今度取り組むフードバレーもです

ね、まだ先の見えない部分で、予算の中でもで

すね、しっかり汗を出して取り組んでいただき

たいと。して、頑張って予算ば獲得してもらえ

ば、いっだんよかっですばってんと思いなが

ら、頑張っていただきたいということをお願い

して意見とします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。観光についてで

すけども、観光業というのはですね、財政出動

が最も少なくてですね、地域の経済に活性化を

与えるというふうなことを観光の専門家、大学

の教授とかですね、言っておられます。私もも

ちろんそうだというふうに思うわけですが、つ

まり観光客の誘致、先ほど出た費用対効果です

ね。恐らくどういう検証をされるかわかりませ

んけども、観光客が入り込みが伸びないという

ことは努力されていないという──反面です

ね、そういう見方もできるんですよ。これは行

政だけではないんです。観光協会とかですね、

地元の市民とかですね、いろんな関係団体がそ

うだろうというふうに見えるんですけども、や

っぱりですね、たゆまぬ努力というものが観光

というのは求められておるわけですね。 

 そういう中で、多少老朽化した施設のメンテ

ナンスというか、修繕料が出てくるのは当然だ

ろうと思うんですけども、一つだけですね、

私、固有名詞を出して言わせてもらいたいんで

すが、泉町に久連子古代の里っていうのがある

んですよね。ここはですね、展示室に入る場合

はお金が要るんですよ。１００円だったか２０

０円だったかちょっと忘れましたけども。しか

し、これができたのが多分平成七、八年でした

から、もう恐らく十何年たっとるだろうと思い

ます。そこの展示室というのは、全然リニュー

アルされとらぬとですね。ですから、恐らく入

る人がいないですから、恐らく入場料という

か、入館料というのは少ないだろうと思うんで

すがね。そういう中でですね、あそこにはです

ね、映像室があってですね、当時七、八年とい

うときにはですね、最新の３Ｄの映像を入れて

たんですよ、大画面でですね。これはですね、

映像のソフトをつくるときも特殊なカメラでカ

メラを回して撮っとるわけですよ。で、眼鏡を

かけて見ればですね、３Ｄでいわゆる立体的に

映るわけですね。久連子古代踊りとかというも

のもそこに行ったとき見れませんけれども、映

像だったら見られると。しかも、３Ｄで立体的

に見れるという施設なんですが、私が行った時

にはですね、そのモニターが恐らく故障したか

どうかわかりませんけども、大画面もないし、

小さな１４インチか、１８インチじゃなかった

か、そのくらいのモニターでですね、立体でも

ない映像が流れると。これでは入る人は本当に

いないんじゃないかと思うんですね。 

 ですから、やっぱりそういうものもですね、
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整備をしていくと。そして入ってもらうと。そ

して、入館料や入場料や土産品も売れていく

と。そういうことをしていただきたいと、私は

思っております。あり方検討会の結果について

は非常に期待をしておりますけども、単にです

ね、統廃合とか廃止とかですね、統合にという

のが出てくるかどうかわかりませんけども、そ

の点十分ですね、まず環境に対する取り組み

を、観光振興計画あるいは実行行動計画という

のもありますので、そういったものに照らして

ですね、やっていただきたいというようなお願

いで意見としておきます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 本当に詳細にわたっ

てね、議論をされているというふうに思いま

す。特に八代港がかなり県内でも注目されてき

てるということは、本当に大事なことじゃない

かと思います。これは県にとってもいいことだ

と思っています。 

 それから、フードバレー事業、これはもう全

国的にずっとこう取り組まれていくと思います

けれども、特に八代市は、東日本大震災の影響

もあって、かなり農産物が評価されてきていま

す。そういうことで積極的にですね、この問題

では農産物の加工とかね、そういうのができる

ように商工観光部も一緒になって、農林水産業

も一緒になって事業を進めていただきたいとい

うふうに思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 意見も出尽くしたよ

うでございます。これで意見を終了します。 

 これより採決いたします。 

 議案第１０号・平成２６年度八代市一般会計

予算中、当委員会関係分について原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 それでは、しばらく休憩いたします。３時４

５分から再開いたします。 

（午後３時２９分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４６分 開議） 

◎議案第１５号･平成２６年度八代市簡易水道

事業特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） 休憩前に引き続き、

経済企業委員会を再開いたします。 

 それでは、次に議案第１５号・平成２６年度

八代市簡易水道事業特別会計予算を議題とし、

説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） よろしくお願いし

ます。座りまして説明させていただきます。 

 別冊になっております八代市特別会計予算書

の１１３ページをお願いいたします。 

 それでは、議案第１５号・平成２６年度八代

市簡易水道事業特別会計予算について御説明い

たします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億

６８５１万８０００円といたしております。 

 第２条、地方債でございますが、簡易水道施

設整備事業として１億４０８０万円を予定いた

しております。 

 それでは、内容につきまして、歳出から説明

させていただきます。 

 １２３ページをお願いいたします。 

 款１・項１・簡易水道事業費、目１・簡易水

道総務費でございますが、４６１４万５０００

円を計上いたしております。節２・給料から節

４・共済費までは職員６名分の人件費４５７３
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万１０００円でございます。 

 次に、目２・簡易水道維持管理費でございま

すが、５０２７万５０００円を計上いたしてお

ります。その主な内訳でございますが、節１１

・需用費１５００万４０００円は、施設管理消

耗品１４４万２０００円、施設電気料７９６万

８０００円、施設設備修繕費４７４万円が主な

ものでございます。節１２・役務費１５８万７

０００円は、水道施設電話料４３万９０００

円、水道料金の納付書郵送料１９万８０００

円、量水器取替手数料５２万９０００円、口座

振替手数料２４万１０００円、水道施設保険料

１２万８０００円が主なものでございます。節

１３・委託料２９９６万２０００円は、水質検

査業務委託１８１８万９０００円、浄水施設、

ポンプ設備、滅菌機などの保守点検業務委託２

５１万５０００円、水道施設清掃業務委託３４

７万５０００円、水道施設監視業務委託３０４

万３０００円、量水器検針業務委託２０８万４

０００円が主なものでございます。節１６・原

材料費６５万９０００円は、水道管など水道用

材料を購入するものでございます。節１８・備

品購入費２３７万５０００円は、水道メータ

ー、塩素滅菌機及び水中ポンプ等を購入するも

のでございます。 

 目３・簡易水道建設費でございますが、１億

６４７０万８０００円を計上いたしておりま

す。その内訳でございますが、節１３・委託料

２４５０万円は、西部簡易水道整備事業に係る

経営変更認可申請書作成業務委託４５０万円及

び実施設計業務委託１２００万円と、国土交通

省の河川改修工事に伴います荒瀬地区簡易水道

の水源移設改良工事に係る経営変更認可申請書

作成業務委託４５０万円及び実施設計業務委託

２５０万円などでございます。節１５・工事請

負費１億４０２０万８０００円は、前年度に引

き続き坂本地区の坂本、片岩、馬廻、小崎の４

地区を統合改良する工事３０８６万円、中津道

地区簡易水道整備事業といたしまして、下鎌瀬

地区、三坂地区におきまして、取水施設、浄水

施設、送配水管布設など１億円と国土交通省の

河川改修工事に伴います荒瀬地区簡易水道の水

源移設改良工事を予定いたしております。 

 １２４ページをお願いいたします。 

 款２・項１・公債費、目１・元金でございま

すが、８５９２万２０００円を計上いたしてお

ります。これは、起債償還元金及び借換債償還

元金でございます。 

 目２・利子２１４６万８０００円を計上いた

しております。これは起債及び借換債償還の利

子でございます。 

 以上が歳出でございまして、歳出合計３億６

８５１万８０００円を計上いたしております。 

 次に、歳入でございますが、１２０ページに

戻っていただきまして、款１・分担金及び負担

金、項１・負担金、目１・簡易水道事業費負担

金３４５万６０００円、これは坂本地区消火栓

工事負担金でございます。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・簡易水道使用料７５７６万８０００円を見

込んでおります。これは、八代地区４２戸、１

３７万５０００円、坂本地区１５８０戸、５７

４７万１０００円、東陽地区２５２戸、９９４

万円、泉地区３２６戸、６９８万２０００円で

ございます。消費税率の上乗せと樅木地区の料

金改定及び前年度実績により約４７万円程度の

増額を見込んでおります。 

 項２・手数料、目１・簡易水道手数料６万４

０００円、これは主に督促手数料でございま

す。 

 １２１ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１・目１・一般会計繰入金

１億３４８８万５０００円を計上いたしており

ます。内訳は、八代地区９３４万５０００円、

坂本地区８６９５万７０００円、東陽地区１９

７８万３０００円、泉地区１８８０万円となっ
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ております。 

 款４・項１・目１・繰越金１０００円。 

 款５・諸収入、項１・目１・雑入１３５４万

４０００円、これは国土交通省の河川改修工事

に伴います荒瀬地区簡易水道の水源移設改良工

事補償金でございます。 

 １２２ページをお願いいたします。 

 款６・項１・市債、目１・簡易水道事業債１

億４０８０万円を計上いたしております。内訳

といたしまして、坂本地区統合簡易水道整備事

業３０００万円及び中津道地区簡易水道整備事

業９６００万円、並びに西部地区簡易水道実施

設計業務委託１２００万円などでございます。 

 以上が歳入でございまして、歳入合計３億６

８５１万８０００円を計上いたしております。 

 以上で、平成２６年度八代市簡易水道事業特

別会計予算の説明を終わります。よろしく御審

議をお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。去年とほぼ同額

の予算で、去年が先ほど説明があった話で繰り

越したんですが、ことしはその対策、見込みと

かありますか。繰り越さないでいただきたいと

いうふうに思ってるんですが、その対策とか見

込みとかについてお聞かせください。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松田水道局次長兼簡

易水道係長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい。平成２５年度におきましては、確かに設

計等がおくれまして、繰り越しをさせて御迷惑

をかけました。ただし、２６年度につきまして

は早目に、なるべく早目にですね、発注のほう

をしまして、できるだけ──できるだけという

か、もう繰り越しはないように対策、対応した

いと思いますので、よろしくお願いします。御

理解いただきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第１５号・平成２６年度八代市簡易水道

事業特別会計予算について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。（｢お世話になりました」

と呼ぶ者あり） 

（午後３時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５６分 本会） 

◎議案第２０号･平成２６年度八代市久連子財

産区特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２０号・平成２６年度八代市久

連子財産区特別会計予算を議題とし、説明を求

めます。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。座って

説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい。 
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○水産林務課長（濱本 親君） それでは、予

算書の２２５ページをお願いいたします。 

 議案第２０号・平成２６年度八代市久連子財

産区特別会計予算について御説明いたします。 

 予算総額として２９万円を計上いたしており

ます。 

 初めに、財産区の概要でございますが、この

久連子財産区は昭和２９年の泉村合併の際に、

旧久連子村の村有林を財産区として設立されて

おります。泉町久連子地区に山林約１８４ヘク

タールを保有し、その管理運営が行われている

ところでございます。財産区基金として、２４

年度末現在４５５万５０００円を有しておりま

す。 

 それでは、２３０ページをお願いいたしま

す。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

あります第２款・繰入金、第１項・基金繰入

金、第１目・久連子財産区基金繰入金が１８万

３０００円。 

 次のページの第３款・第１項・第１目の繰越

金を１０万円計上いたしております。 

 次に歳出でございますが、同じページの第１

款・総務費、第１項・総務管理費、第１目・一

般管理費で第１節・報酬８万３０００円、これ

は財産区管理会について、２回の開催を予定し

ており、その委員７名の報酬でございます。次

に、第１１節の需用費９万１０００円でござい

ますが、これは地区内の防犯灯などの維持管理

費となっております。第２５節の積立金６００

０円は、基金利子の積み立てでございます。 

 次に、第２目・財産造成費、第８節の報償費

１万円につきましては、区有林隣接者の境界立

ち会いなどに対する謝礼を計上いたしておりま

す。以上が平成２６年度八代市久連子財産区特

別会計予算でございます。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（増田一喜君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第２０号・平成２６年度八代市久連子財

産区特別会計予算について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２１号・平成２６年度八代市椎原財産

区特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第２１号

・平成２６年度八代市椎原財産区特別会計予算

を議題とし、説明を求めます。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい、座って

説明させていただきます。 

 それでは、予算書の２３５ページをお願いい

たします。 

 議案第２１号・平成２６年度八代市椎原財産

区特別会計予算について御説明いたします。予

算総額として１９万５０００円を計上いたして

おります。初めに財産区の概要でございます

が、この椎原財産区は、昭和２９年の泉村合併

の際に、旧椎原村の村有林を財産区として設立

されております。泉町椎原地区に山林約８９ヘ

クタールを保有し、その管理運営が行われてい

るところでございます。財産区基金として２４

年度末現在４２９万３０００円を有しておりま
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す。 

 それでは、２４０ページをお願いいたしま

す。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

あります第２款・繰入金、第１項・基金繰入

金、第１目・椎原財産区基金繰入金が９万２０

００円、次のページの第３款・第１項・第１目

の繰越金を１０万円計上いたしております。 

 次に、歳出でございますが、歳出については

久連子地区と同様に主に財産管理となっていま

す。第１款の総務費、第１項・総務管理費、第

１目・一般管理費で第１節の報酬８万３０００

円、これは財産区管理会について２回の開催を

予定していますが、その委員７名の報酬でござ

います。第２５節の積立金２０００円は、基金

利子の積み立てでございます。 

 次に、第２目の財産造成費、第８節・報償費

１万円につきましては、区有林隣接者の境界立

ち会いなどに対する謝礼を計上いたしておりま

す。 

 以上が平成２６年度八代市椎原財産区特別会

計予算でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 先ほどと同じなんです

が、何して額の変わったりいろいろ変わったり

すっとですかね。同じもんでしょう。同じ考え

方でしよっとでしょうが、久連子と椎原。先ほ

ども、２５年度のときの話もちょっと思うたっ

ですばってんが。簡単によかですばってんが、

なぜ予算額が違うのか。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 立川農林水産審議員

兼泉農林水産事務所長。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） 予算の金額が違うのはですね、久連

子のほうはですね、防犯灯がありましてです

ね、それの電気代とかにですね、修繕とかにで

すね、余分に金がかかるから２９万──、（委

員亀田英雄君「わかりました」と呼ぶ）２９万

ですね。こちら椎原にはございませんので、そ

の分安い。（委員亀田英雄君「了解です」と呼

ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようでございま

す。以上で質疑を終了し、意見がありました

ら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第２１号・平成２６年度八代市椎原財産

区特別会計予算について、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢どうも

ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会いたします。 

（午後４時０３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０４分 本会） 

◎議案第２２号･平成２６年度八代市水道事業

会計予算 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２２号・平成２６年度八代市水

道事業会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮本水道局

長。 



 

－69－ 

○水道局長（宮本誠司君） はい。よろしくお

願いします。座りまして説明させていただきま

す。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○水道局長（宮本誠司君） それでは、議案第

２２号・平成２６年度八代市水道事業会計予算

について、御説明いたします。 

 別冊予算書の１ページをお願いいたします。

平成２６年度八代市水道事業会計予算。 

 第１条、平成２６年度水道事業会計の予算

は、次に定めるところによります。 

 第２条、業務の予定量でございますが、給水

戸数１万３９００戸、年間総給水量３５９万４

０００立方メートル、１日平均給水量９８４６

立方メートル、主な建設改良事業といたしまし

て、配水管整備事業、事業費１億５５１２万４

０００円、配水管改良事業、事業費６６７０万

円を予定いたしております。 

 第３条、収益的収入及び支出でございます

が、まず、収入では第１款・水道事業収益５億

１０６７万７０００円。内訳といたしまして、

第１項・営業収益４億９３２２万６０００円、

第２項・営業外収益１７４４万８０００円、第

３項・特別利益３０００円を計上いたしており

ます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、第１款・水道事業費用

４億３６２０万６０００円。内訳といたしまし

て、第１項・営業費用３億８６３８万３０００

円、第２項・営業外費用３８３１万１０００

円、第３項・特別損失８５１万２０００円、第

４項・予備費３００万円を計上いたしておりま

す。差し引き収支は７４４７万１０００円の黒

字を見込んでおります。 

 第４条、資本的収入及び支出でございます

が、まず収入では、第１款・資本的収入３９９

３万３０００円。内訳といたしまして、第１項

・工事負担金４７７万１０００円、第２項・出

資金３５１６万２０００円を計上いたしており

ます。支出でございますが、第１款・資本的支

出２億９７７０万４０００円。内訳といたしま

して、第１項・建設改良費２億２５０１万５０

００円、第２項・企業債償還金７１６８万９０

００円、第３項・予備費１００万円を計上いた

しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額２億５７７７万１０００円は、過年度

分損益勘定留保資金で補塡いたします。この予

算の詳細につきましては、予算の明細のほうで

御説明いたします。 

 第５条、一時借入金の限度額は５０００万円

といたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合として、営業費用及び営

業外費用に計上した経費のうち、次条に定める

職員給与費以外の経費間を定めております。 

 第７条、議会の議決を経なければ流用するこ

とができない経費として、職員給与費１億２２

９４万５０００円を定めております。 

 第８条、他会計からの補助金としまして、新

港町企業誘致に対処するための配水管布設工事

に対する企業債に係る支払い利息に要する経費

及び地方公営企業職員に係る児童手当等に要す

る経費に対し、一般会計から１３５万円の繰り

入れを予定いたしております。 

 第９条、棚卸資産購入限度額は１５５１万７

０００円といたします。 

 次の５ページからは、水道事業会計予算に関

する説明書でございます。実施計画、予定キャ

ッシュフロー計算書、予定損益計算書、予定貸

借対照表につきましては、予算に基づき作成い

たしました資料でございますので、説明を省略

させていただきまして、予算の明細について御

説明いたします。 

 ２１ページをお願いいたします。 
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 収益的収入及び支出の収入でございますが、

款１・水道事業収益、項１・営業収益、目１・

給水収益４億８７１４万２０００円、これは給

水使用料及び量水器使用料４億８５２８万５０

００円、船舶給水使用料１８５万７０００円で

ございまして、月平均１万３８００戸、年間給

水量３５９万４０００立方メートルを見込んで

おります。 

 目２・受託工事収益４３７万４０００円。内

訳は給水工事収益１６万２０００円、これは給

水工事占用事務手続関係の収益でございます。

修繕工事収益４２１万２０００円、これは下水

道工事に伴う水道管の切りかえ工事等でござい

ます。 

 目３・その他の営業収益１７１万円。これは

材料売却収益５万４０００円と手数料１６５万

６０００円でございます。営業収益合計４億９

３２２万６０００円を計上いたしております。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 項２・営業外収益、目１・受取利息及び配当

金５９万５０００円、これは定期預金等の利子

でございます。 

 目２・他会計補助金１３５万円、これは第３

工区配水管布設工事の起債に係る支払い利息と

児童手当等の一般会計負担分でございます。 

 目３・長期前受金戻入１５０２万２０００

円、これは平成２６年度から地方公営企業会計

基準が見直され、新たに設けられた勘定科目で

ございまして、資本剰余金を長期前受金という

負債の勘定に改めたことにより、改正前に資本

剰余金を当てて取得いたしました固定資産のう

ち、償却資産の平成２６年度減価償却分を収益

化するものでございます。 

 目４・雑収益４８万１０００円。内訳は、不

用品売却収益１０００円、その他雑収益４８万

円でございます。これは、量水器取りかえ評価

差額などでございます。営業外収益合計１７４

４万８０００円を計上いたしております。 

 項３・特別利益、目１・固定資産売却益、目

２・過年度損益修正益、目３・その他特別利

益、それぞれ１０００円でございます。特別利

益合計３０００円を計上いたしております。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、款１・水道事業費用、

項１・営業費用、目１・原水及び浄水費６９７

６万７０００円。これは水源地関係の費用でご

ざいまして、その主なものは一般職２名分の人

件費、水源地の運転管理業務委託料や動力費な

どでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 目２・配水及び給水費６３１９万９０００

円、これは配水及び給水施設に係る費用でござ

いまして、その主なものは一般職３名及び外港

船舶給水所管理業務非常勤職員１名の人件費、

配水管及び給水管の修繕費、漏水調査委託料な

どでございます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 目３・受託工事費１５３５万８０００円、こ

れは給配水管の切りかえ工事等の受託工事に要

する経費でございまして、その主なものは一般

職２名の人件費、下水道工事等に伴う水道管切

りかえ工事の工事請負費などでございます。 

 目４・総係費９１４６万３０００円、これは

一般事務経費など事業全般に関連する費用でご

ざいます。その主なものは一般職７名、水道料

金滞納整理業務非常勤職員２名及び貯蔵品管理

業務非常勤職員１名の人件費、検針・集金業務

委託料、料金システム、会計システムの保守料

などでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 目５・減価償却費１億４５８８万６０００

円、目６・資産減耗費６０万円、目７・その他

営業費用１１万円でございまして、営業費用合

計３億８６３８万３０００円を計上いたしてお

ります。 

 ２７ページをお願いいたします。 
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 項２・営業外費用でございますが、目１・支

払利息及び企業債取扱諸費２７８５万４０００

円、目２・消費税及び地方消費税１０４５万６

０００円、目３・雑支出１０００円でございま

して、合計３８３１万１０００円を計上いたし

ております。 

 項３・特別損失でございますが、目１・固定

資産売却損１０００円、目２・過年度損益修正

損５２万５０００円、目３・その他特別損失７

９８万６０００円、これは公営企業会計基準の

見直しに伴います前年度引当金への未計上分で

ございまして、期末勤勉手当分が６２３万３０

００円、期末勤勉手当に係る共済費等の法定福

利費分が１７５万２０００円となっており、特

別損失合計８５１万２０００円を計上いたして

おります。 

 次の項４・予備費は３００万円を計上いたし

ております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出でございます。まず、収

入でございますが、款１・資本的収入、項１・

工事負担金、目１・他会計負担金４７７万円、

これは消火栓設置に要した費用への一般会計の

負担金でございます。目２・特設配水管工事負

担金１０００円でございます。工事負担金合計

４７７万１０００円を計上いたしております。 

 項２・出資金３５１６万２０００円を計上い

たしております。これは第４次拡張に要した企

業債の元金償還への一般会計出資金でございま

す。 

 次に、２９ページの支出でございますが、款

１・資本的支出、項１・建設改良費、目１・配

水設備拡張費１億５５１２万４０００円、これ

は太田郷、松高、八千把、宮地地区などに７５

ミリから４５０ミリの配水管を３５６０メータ

ー布設するものでございます。 

 目２・配水設備改良費６６７０万円、これは

日奈久地区におきまして、７５ミリから１００

ミリの配水管１１００メートルを改良工事する

ものでございます。 

 目３・営業設備費３１９万１０００円、これ

は新規給水に係るメーター３５０個の購入及び

企業会計システムに固定資産管理業務を追加す

るものでございます。建設改良費合計２億２５

０１万５０００円を計上いたしております。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 項２・企業債償還金７１６８万９０００円を

予定いたしておりまして、次の項３・予備費が

１００万円を計上いたしております。 

 ３１ページから３７ページまでは給与費明細

書、債務負担行為に関する調書、地方債に関す

る調書でございますので、説明を省略させてい

ただきます。 

 予算書最後の３８ページから３９ページに公

営企業会計基準の見直しに伴いまして、Ⅰ．重

要な会計方針とⅡ．予定貸借対照表につきまし

て注記いたしております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議を

お願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） 一ついいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ３０ページの企業債償

還金が今年度は半分になっとっとは、この理由

をお聞かせください。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 前年度が１億４３

１９万円、当初予算に上げておりました。これ

は借換債を借らずに繰上償還をいたしたもので

すから、７０００万に落ちたということでござ

います。平成２５年度に借換債をせずに、繰上

償還だけ行ったもんですから、その分だけ減っ

ております。と、その繰上償還した分の、──
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通常、繰上償還しなければ、平成２６年度予定

していた分が減になってるというようなイメー

ジでよろしいでしょうか。（委員亀田英雄君

「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第２２号・平成２６年度八代市水道事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２３号･平成２６年度八代市病院事業

会計予算 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第２３号

・平成２６年度八代市病院事業会計予算を議題

とし、説明を求めます。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） 田中市立病院事務局

事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） 市立

病院の田中でございます。よろしくお願いしま

す。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）座って説

明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） 八代

市立病院では、現在、正規職員３６名、非常勤

職員２９名、嘱託職員１５名の計８０名のスタ

ッフにより事業を運営いたしております。 

 平成２６年度には新たに医師及び看護師を採

用し、また地域医療連携室を新たに設置し、よ

り一層質の高い医療体制の充実に努め、住みな

れた地域で安心して暮らせる八代を目指し、関

係機関との連携構築に努めてまいりたいと考え

ております。 

 それでは、議案第２３号・平成２６年度八代

市病院事業会計予算について御説明いたしま

す。 

 お手元資料の１ページからお願いいたしま

す。 

 初めに２６年度の予算の概要ですが、先般御

説明いたしましたとおり、地方公営企業会計制

度については、水道事業と同様に病院事業会計

においても、今回から新会計基準に対応した予

算の内容となっております。 

 第２条の業務の予定量ですが、病床数は９６

床で、入院では年間の病床利用率を一般病床９

０％、結核病床１０％と想定し、１日の平均入

院患者数は６２.４人、年間で２万２７７６

人、一方外来では、１日平均患者数を３９.３

人、年間で９５８９人を予定しております。主

な建設改良事業では、病室改修などの施設整備

事業として２９３万５０００円、ベッドサイド

モニターを初めとする各種医療機器の購入とし

て８３７万３０００円を予定いたしておりま

す。 

 次の第３条では、病院事業の運営に関する収

益的収入及び支出でございます。収入では、病

院事業収益を７億４２２９万円と見込み、前年

度より１１３５万、約１.６％の増収を予定し

ております。 

 ページをめくりまして、支出では、病院事業

費用の総額９億９１９万９０００円を予定して

おり、差し引き１億６６９０万９０００円の赤

字を見込んでおります。通常、この第３条予算
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は黒字でなければなりませんが、今回の地方公

営企業会計基準の見直しに伴い、これまで任意

とされていました退職給付引当金等の計上が義

務化されたため、これまでの分を一括計上する

必要があり、数値上では赤字予算を編成する形

となりました。 

 次に、第４条の資本的収支の部分ですが、建

物の改修や医療機器の購入、企業債の償還など

の費用でございまして、収入総額１０８３万円

に対し、支出総額２１６５万９０００円とな

り、差し引き不足する１０８２万９０００円全

額を過年度分損益勘定留保資金で補塡すること

としています。 

 第５条から第８条までは、一時借入金の限度

額と経費の流用に関する事項及び棚卸資産の購

入限度額について定めております。 

 なお、企業債については、平成２６年度の借

り入れ予定はございません。 

 それでは、予算に関する説明に移らせていた

だきます。７ページから９ページをお願いいた

します。 

 こちらは、病院事業の予算実施計画ですの

で、後半で別途御説明をいたしますので、説明

のほうは省略させていただきます。 

 恐れ入りますが、１０ページをお願いいたし

ます。 

 キャッシュフロー計算書でございます。平成

２５年まで作成しておりました資金計画書にか

わり、このキャッシュフロー計算書の作成が義

務づけられました。既に一般企業では、財務諸

表の一つとして導入されているものでありまし

て、平成２６年度におけます現金の収入や支

出、すなわち資金の動きに関する情報を業務活

動、投資活動、財務活動の区分に分け、増減予

定額を示したものです。内容的にはこれまでの

資金計画書と同じものですが、減価償却費など

現金支出を伴わない経費も明示されますので、

内部留保資金の内訳も明らかになります。経営

の健全性や経営悪化の判断が可能となります。 

 １１ページから１４ページまでは平成２５年

度分の経営見通しを示す予定損益計算書及び予

定貸借対照表ですので、説明を省略させていた

だきます。 

 １５ページのほうをお願いいたします。 

 こちらは、平成２６年度の予定貸借対照表で

ございまして、年度末における資産、負債及び

資本の状況について統括的に示したものでござ

います。こちらも会計基準の改正に伴い、一部

を変更したものになっておりまして、具体的に

は従前は１７ページの資本の部、７．資本金に

計上していました企業債を、１６ページの負債

の部、４．固定負債（１）企業債と、５．流動

負債（２）企業債に振り分けて計上しており、

また新たな項目として、４．固定負債（２）退

職給付引当金及び５．流動負債（４）引当金に

ついて、今回より計上いたしております。ま

た、８．剰余金（１）資本剰余金より、国県補

助金等を長期前受金として負債の部に計上いた

しております。 

 次の１８ページ及び１９ページをお願いいた

します。 

 こちらも今回の制度改正により、重要な会計

方針等には、これらの事項を注記した書類の添

付が義務づけられました。固定資産の減価償却

の方法、引当金の計上方法、企業債の償還に係

る一般会計負担額を記載しています。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 これより以降が冒頭御説明しました第３条の

収益収支及び第４条の資本的収支に係る節区分

までの詳細な内容でございます。時間の都合

上、主な項目と今回の改正で新しく計上した項

目を中心に御説明いたします。 

 まず、収益的収入及び支出の収入の主なもの

でございますが、款１・病院事業収益、項１・

医業収益の目１・入院収益は４億５９５６万８

０００円、目２の外来収益では１億２６６４万
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３０００円を見込んでおります。これは、前年

度の実績に加え、診療報酬改定に伴う増加率

１.２％を考慮し、入院においては、一般病床

のベッド利用率を９０％、結核病床を１０％と

想定し、年間の延べ患者数一般病床２万１６８

１人、結核病床１０９５人とした上で、平均診

療単価を乗じて見込み、外来においても同様に

１日の平均患者数を３９.３人と想定し、平均

診療単価を乗じて見込んだものでございます。 

 目の３・その他医業収益は、前年度実績をも

とに９７０万８０００円を見込みました。これ

らを合わせた医業収益全体としては、入院では

ほかの医療機関や介護施設等との連携強化によ

り紹介患者もふえ、収入も増加してきておりま

すが、外来においては、地理的な条件や建物の

老朽化、特化した診療科目等を持たないなどの

理由から、人数、収益とも年々減少してきてお

り、その分を入院収益で押し上げている状況で

すけども、全体としてはわずかに減少すると見

込んでおります。 

 次に、２１ページの項の２・医業外収益です

が、目の２・他会計負担金は１億４３３１万３

０００円を予定しております。これは、国が定

めた繰り出し基準に基づき、一般会計が負担す

るものでございます。結核病床による不採算繰

り入れ１億３４２６万７０００円が主なもので

ございます。 

 目の４・長期前受金戻入は、今回の新会計基

準による新しい歳入項目でございまして、補助

金等で取得した償却資産を減価償却する場合、

その補助金分を長期前受金戻入として計上する

よう改正がなされました。今回、平成２６年度

分の償却は１７７万９０００円を新たに計上い

たしております。よって、項２の医業外収益の

合計ですけども、１億４６２７万１０００円を

見込み、昨年度より１３５２万７０００円の増

という形になりました。 

 ページをめくりまして、項の３でございま

す。特別利益は、前年度と同額を見込んでおり

ます。ただいま説明いたしました各項の計が、

ページは戻りますけど、１ページの第３条の収

入項目と合致する形となります。７億４２２９

万円が収益的収入の総額となり、前年度より１

１３５万円の増収を見込んでおります。 

 続きまして、支出について御説明いたしま

す。２３ページからでございます。 

 支出の主なものでございますが、款１・病院

事業費用、項の１・医業費用の目１・給与費は

４億４６万６０００円を予定しております。内

訳は、職員３９名の給料や手当、非常勤及び臨

時職員として勤務いただいております医師や看

護師、事務職員等の賃金などでございます。な

お、今回の制度見直しにより、節の５・退職給

付費の４０１万６０００円、節の６・賞与引当

金繰入額１６００万５０００円、節の７・法定

福利費引当金繰入額２８１万９０００円は、平

成２６年度分の引当金として新たに計上するも

のでございます。 

 目の２・材料費と、ページめくりまして目の

３・経費については、通常消費税率アップによ

る負担増となる項目でございますけれども、機

器リースの期間の満了や支払い実績に合わせた

予算の見直しによりまして、前年度より合わせ

て９２万７０００円の削減を予定しておりま

す。 

 なお、２５ページ中ほどにあります節の１

７．貸倒引当金繰入額４万８０００円も先ほど

同様、今回新たに引当金として計上するもので

ございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 次の項２・医業外費用は、前年度とほぼ同額

を予定いたしております。 

 ２７ページの項の３・特別損失では、目の４

・その他特別損失において１億７８８４万３０

００円を計上しておりますが、これはこれまで

任意とされていました各種引当金の計上が、今
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回の見直しにより義務化されたため、平成２５

年度分の賞与及び法定福利費引当金と、これま

で計上してこなかった退職給与引当金、総額で

１億７８７５万３０００円を一括して計上する

ため、前年度に比べまして大幅に増額となって

おります。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 項の４・予備費は、前年度と同額の５０万円

を計上させていただいております。したがいま

して、それぞれの項の計を合わせました収益的

支出の合計は９億９１９万９０００円を見込

み、前年度と比較しまして１億８９２１万５０

００円の増加を見込みました。こちらは、戻り

まして２ページに戻ってもらいますと、２ペー

ジの上段の部分の支出の額と合致するものでご

ざいます。 

 以上、収益的収入から支出を差し引いた収支

は、均衡がとれず１億６６９０万９０００円の

マイナス、いわゆる赤字予算を計上するもので

ございます。 

 次に、２９ページ、３０ページの資本的収入

及び支出につきまして御説明します。こちらは

まず支出のほうから御説明いたします。恐れ入

りますが、３０ページをお願いいたします。 

 項の１・建設改良費、目の１・建設改良費で

は、病室などの改修工事等で２９３万５０００

円、目の２・有形固定資産購入費ではベッドサ

イドモニターや輸液ポンプ等の医療機器の購入

として８３７万３０００円を予定いたしており

ます。 

 次の項２・企業債償還金、目の１・企業債償

還金では、元金分について１０３５万１０００

円を計上いたしております。 

 以上、資本的支出の合計は前年比１８７万３

０００円の増額となり、２１６５万９０００円

を予定しております。 

 ページが戻りますけども、２９ページへお戻

りください。３０ページの資本的支出の合計が

２１６５万９０００円であったため、その２分

の１の金額、すなわち１０８２万９０００円を

収入の目１・他会計出資金で計上いたしており

ます。これは、建設改良費及び企業債元金償還

金に係る経費の２分の１を一般会計から出資金

という形で負担をいただくというルールによる

ものです。 

 項の２・県補助金では、現時点では予定があ

りませんので、１０００円を計上しておりま

す。なお、前年度については人工呼吸器１台を

購入する際の県費補助金として計上いたしてお

りました。 

 以上、資本的収入の合計は、前年比４３万５

０００円減の１０８３万円でございます。した

がいまして、資本的収入から支出を差し引いた

１０８２万９０００円の収支不足については、

過年度分損益勘定留保資金にて補塡することと

しています。 

 ただいま説明いたしました資本的収入の各項

の合計がページ最初の冒頭の２ページの第４

条、収入及び支出のそれぞれの金額と合致し、

その条文には不足する財源の補塡方法を記載し

ているところでございます。 

 以上で一通りの予算関係の説明を終わります

けども、ここで医師の採用について御報告をさ

せていただきます。恐れ入りますけれども、別

紙議案第２３号関連と記載しております資料を

お願いいたします。１枚もののやつです。Ａ

４、１枚ものの右肩に議案第２３号関連という

形で記載させていただいております。 

 実は、昨年１２月末をもちまして、当院内科

医の師岡医師が都合により退職をしまして、現

在常勤医は３名で勤務をいたしております。今

回、熊本県が行っているドクターバンクからの

紹介で常勤医を１名採用することができまし

た。外科医の保田鉱一郎先生です。 

 先生の経歴について簡単に御説明いたしま

す。先生は、現在３４歳でありまして、平成１
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６年に岡山県にある川崎医科大学医学部を卒業

し、同年、医師免許を取得された後、同大学で

研修医、臨床助手として勤務され、岡山済生会

病院へ移られた後、川崎医科大学へ再度戻られ

て、外科を中心として活躍されておられます。

専門は、胸部心臓血管で、外科専門医とがん治

療認定医の資格を取られており、手術も数多く

執刀されております。実は、実家のほうが鏡町

にありまして、お父様が保田医院を開業されて

おり、将来的なことを考えられ、今回地元に帰

ってまいられました。当院では、内科的な診療

を中心に、在宅医療や胃カメラの検査などにつ

いて学ばれたいと伺っております。着任は、こ

とし６月１日を予定しております。病院では、

今後も医療の質の確保のために、医師の確保に

取り組んでまいります。これまで同様、熊本大

学医学部への派遣依頼や民間紹介業者によるあ

っせん、病院ホームページ上での募集などを行

いながら、医師確保に取り組んでまいります。 

 以上で平成２６年度の病院事業会計当初予算

の説明を終わります。御審議方よろしくお願い

いたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） この前、説明ば受けた

分をちょっと思い出せぬとですが、赤字になっ

とりますということで、この赤字ば赤字として

計上したですばってんが、このまんまよかっで

すか。会計上、こげん処理になったですけんて

いう話ですが、それは体面上ようなかでしょう

──ようはなかろうと思うとですたい。今後ど

げんして扱こうていかるっとかな。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） 田中市立病院事務局

事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） 先ほ

ど御説明しましたとおり、予算には収益的収支

と資本的収支ということで、３条予算、４条予

算という形で、条項でこう説明をするんですけ

ども、御指摘のとおり、通常の第３条予算とい

うのはもう病院の収益でございますので、通常

ここは黒字が出て当然のところでございます。

今回、１億８０００万程度の赤字ということで

計上をいたしておりますけども、法的には公営

企業法の中では赤字予算を計上するというの

は、あくまでも予算ですのでですね、民間企業

と同様に決算のほうが非常に大事なふうになっ

ておりますので、いわゆる数値上のこれまでの

退職手当の、いわゆる積み立て、簡単に言えば

積立金を今回１回経理上行うということで、こ

れを除けば１１３５万円程度の通常の黒字予算

が組めるところではございますけども、一応ル

ール上、過年度分については一括計上が基本で

すよということで指導を受けておりますので、

今回該当する分を計上した次第でございます。

当然ここは本来であれば、もう黒字を出してな

いと、一般企業で両方とも赤字というのはあり

得ない世界なんですけども、現金の支出という

ものが形上ではありませんのでですね、今回こ

のような形で計上させていただくような形とし

ました。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ということは、決算は

変わってくる予定であるという聞き方でよかっ

ですかね。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） 田中市立病院事務局

事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） 極端

に言えば、収益のほうが、外来入院収益で今の
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マイナス分の１億６０００万を収入しきればプ

ラスになる可能性はございますけども、予定で

はやっぱりこのぐらいの金額は赤字になってく

ると、数値上はですね。ただ、現金のいわゆる

動きはないということで、ただ、でもこれまで

の赤字欠損金の額が、約、病院には４億ほどご

ざいますので、それには当然数字上はプラスで

乗ってくるような形で表記はされます。（｢よ

うわからぬ」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） いいです。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（亀田英雄君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 説明は聞くとですが、

難しゅうして、しっかりわからぬ部分ていうと

が本音ですたい。だけん、しっかり事務方のほ

うでですね、みかじめちゅう部分はお願いした

いと。無責任な話じゃなかっですが、わかる部

分については対応しますが、その辺のみかじめ

ちゅう部分についてはですね、しっかり対応い

ただきたいというふうに思います。（｢はい」

と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第２３号・平成２６年度八代市病院事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会いたします。 

（午後４時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時４４分 本会） 

◎議案第２４号･専決処分の報告及びその承認

について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。議案第２

４号・平成２５年度八代市一般会計補正予算・

第９号中、当委員会関係分に係る専決処分の報

告及びその承認についてを議題とし、説明を求

めます。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 橋口農林水産部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。それで

は、議案第２４号・平成２５年度八代市一般会

計補正予算専決処分に係る農林水産部関係で第

５款・農林水産業費の当委員会付託分につい

て、中田次長より説明いたしますので、よろし

く御審議方お願いいたします。 

○農林水産部次長（中田正春君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） はい、中田農林水産

部次長。 

○農林水産部次長（中田正春君） それでは、

議案第２４号について御説明申し上げます。座

らせて説明させていただきます。 

 それでは、専決処分の報告及びその承認につ

いて、平成２５年度八代市一般会計補正予算・

第９号について御説明申し上げます。 

 １０ページをお願いします。 

 まず、款５・農林水産業費、項１・農業費、

目３・農業振興費で説明欄の経営体育成支援事

業補助金として、補正額２７６２万５０００円

をお願いするものです。 

 本事業は、人・農地プランに位置づけられた

経営体が、経営規模の拡大や農産物の加工、流
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通、販売等の経営の多角化に取り組む際に必要

となる農業用機械等の導入について補助するも

ので、県からの追加内示に伴うものでございま

す。内訳としましては、融資主体型補助事業補

助金、これは補助率１０分の３以内で３００万

円を上限としております。中心経営体等が融資

機関からの融資を受け、トラクター、田植え

機、フォークリフト、クローラ運搬車、プレハ

ブ冷蔵庫など、農業機械、施設等を導入する

際、融資残について補助するものです。対象地

区は、昭和地区、郡築地区、平和地区、千丁地

区、鏡地区の５地区で２０経営体でございま

す。また、追加的信用供与事業補助金、補助

率、補償対象融資額掛けるの１５分の２として

融資の円滑化を図るため、融資に係る保証を行

う農業信用基金協会に対し補助するものです。

対象地区は、千丁地区、鏡地区の２地区、１２

経営体でございます。なお、財源については、

全額県支出金でございます。 

 次に、目４・園芸振興費で、くまもと稼げる

園芸産地育成対策事業補助金として、補正額１

６９万５０００円をお願いするものです。本事

業は、温暖化や燃油、資材等の価格高騰といっ

た厳しい状況下で産地間競争に打ち勝ち、稼げ

る園芸産地を育成するために、実施主体が農業

施設、機械等を購入する経費を補助するもの

で、県からの追加内示に伴い補正するもので

す。内訳としまして、農事組合法人八協連が自

走式散布機──これは畝間等を自動で往復し、

均等な農薬散布を行うことで、防除むらを低減

する機械でございます──これを３台。有限会

社熊本トマト栽培研究会が、マニアスプレッダ

──これは大量の堆肥を積載し、自走しながら

均一に散布する機械でございますが──これを

１台購入するものでございます。なお、補助率

３分の１以内で、財源については全額県支出金

でございます。 

 以上で専決処分の補正内容について説明を終

わります。御審議方よろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

 ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。意見とい

うか要望的なもんなんですけれども、これが専

決分ということで、その後にも補正、２５年度

のやつですね、補正があったかと思うとですけ

れども、農業関係のこれ分ですよね。２５年度

についてはいろんな補助のですね、部分が非常

に多かったと思うとですけれども、できますれ

ばですね、その年度のそういった補助の部分の

ですね、合計というか、一覧というか、そうい

ったものをちょっと一度ですね、見せていただ

きたいなというのもあるんですけども、そうい

った取りまとめとかばですね、ちょっとお願い

しておきたいなというのがあります。 

 というのが、やっぱ予算ば編成するときにで

すね、やっぱ農業関係の分がですね、非常に補

助金でですね、こうやって出てくるのであれば

ですね、市としてはやっぱ別の考え方ちゅうか

ですね、このほかのやっぱ林業、漁業について

はですね、やっぱ市の一般財源ば使ってそっち

に集中してという考えもできるかなというふう

に思いますので、そういった意味も込めて、ち

ょっと２５年度分のですね、補助金の関係と一

覧表ばつくってですね、お知らせいただければ

なというふうに思ってますんで、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようでございま

す。 

 これより採決いたします。 

 議案第２４号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第９号中、当委員会関係分に係る専

決処分の報告及びその承認については、承認す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 小会いたします。（｢どうもありがとうござ

いました」と呼ぶ者あり） 

（午後４時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５２分 本会） 

◎議案第４６号･八代市勤労福祉会館条例の廃

止について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第４６号・八代市勤労福祉会館条

例の廃止についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい、お世

話になります。今、委員長からお話がありまし

たとおり、議案第４６号・八代市勤労福祉会館

条例の廃止について担当課長より説明させます

ので、よろしくお願いいたします。 

○商工振興課長（川野雄一君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。それで

は、議案書の６６ページをお願いいたします。 

 議案第４６号・勤労福祉会館条例の廃止につ

いてでございます。 

 廃止の理由は、勤労福祉会館を平成２６年３

月３１日で閉館するためでございます。閉館ま

での経緯でございますけど、平成２２年度八代

市市民事業仕分けの結果、廃止との判断がござ

いましたが、平成２３年度までは指定管理者の

契約期間であったため、継続して運営、２４年

度につきましては平成２３年度に勤労青少年ホ

ームを廃止しました影響で、ホームの利用者が

利用されるということで継続して運営しており

ます。平成２５年度につきましては、平成２５

年９月まで求職者を対象に国の委託訓練研修が

利用されていたということで、継続して運営し

てきたところでございます。 

 また、この廃止条例の附則の八代市暴力団排

除条例の一部改正でございますが、この条例の

第１０条、施設の使用制限で勤労福祉会館に関

係する第３２号を削除いたしまして、下位の号

を１号ずつ繰り上げるものでございます。 

 以上でございます。御審議方よろしくお願い

いたします。 

○委員長（増田一喜君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 事業仕分けでっていう

話もございましたが、行政としても、この福祉

会館を必要としないということで判断されたと

いうことも一言欲しいんですが、どういう見解

ですか。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。廃止に

至った理由は、先ほど説明したとおりでござい

ますけど、もう利用者も大変減少しておりまし

て、利用が減ったということもございます。そ

れとその後、利用のことなんですけど、利用す

る予定もないということでですね、廃止という

ことになったところでございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 直接的なことじゃない

んですけど、この廃止によってですね、あそこ

に入っておられたところというのがおられたと

いうふうに思うんですけども、それがいろんな

ところばまだ探しておられたというふうな情報

もですね、聞いとっです。その後についてはど

やんですか。そこの。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 施設をです

ね、占用してらっしゃった団体さんがあられま

したけども、３月末までにほかの場所のほうに

移動をされることが決まっております。 

 以上でございます。（委員野﨑伸也君「わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（田方芳信君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 田方委員。 

○委員（田方芳信君） これ、あと解体されま

すよね。（商工観光部次長宮村明彦君「はい」

と呼ぶ）その後ちゅうのはどういった感じ。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。解体

いたしまして、更地にします。一般的な話でご

ざいますけども、今、目的がある行政財産です

けども、それを普通財産に変えまして、売却を

含めた形で、まずは庁内で検討させて、方針を

決めさせていただいて、行く行くは売却あるい

は賃借とかいうことになろうかというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第４６号・八代市勤労福祉会館条例の廃

止については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４７号･八代市企業振興促進条例の一

部改正について 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第４７号

・八代市企業振興促進条例の一部改正について

を議題とし、説明を求めます。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。第４

７号・八代市企業振興促進条例の一部改正いた

しまして、具体的には雇用促進条例、雇用促進

の補助金について改正をするものでございま

す。担当課長をもって説明させますので、よろ

しくお願いいたします。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） それでは、議

案第４７号・企業振興促進条例の一部改正につ

いて御説明申し上げます。座って説明させてい

ただきます。 
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 それでは、議案書の６８ページをお願いいた

します。 

 改正いたしますのは、同条例の第８条、雇用

奨励金の項目でございます。説明につきまして

は、別紙で資料を配付しておりますので、企業

振興促進条例の改正についてという資料で説明

をさせていただきます。 

 それでは、改正の概要でございますけど、現

在、景気は回復しつつあると言われております

が、雇用形態を見てみますと、非正規の割合が

依然と高い状況にあるようですので、正社員の

雇用、登用を促進させるために、操業開始後に

１年間継続して市民を雇用された場合、１人当

たり正社員に３０万円、正社員以外に２０万円

を交付しております。その雇用奨励金をさらに

もう１年継続雇用された場合に正社員１人当た

り２０万円を、また正社員以外の方を正社員に

登用された場合は１０万円を上乗せするもので

ございます。具体的に申しますと、資料のです

ね、上の、上段の図をごらんいただきたいと思

います。現行では、正社員を１年間継続して雇

用した場合に１人当たり３０万円を支給してお

ります。改正案では、さらにもう１年間、合計

２年間継続雇用した場合は、さらに２０万円を

支給し、合計を５０万円支給するというもので

ございます。一方、非正規社員の場合でござい

ます。下の段をごらんいただきたいと思いま

す。現行では、非正規社員を１年間継続して雇

用した場合は１人当たり２０万円を支給してお

ります。改正案では、２年間継続期間中に正社

員として登用した場合は、さらに１０万円を支

給し合計３０万円を支給するものでございま

す。あと施行日につきましては、平成２６年４

月１日から予定しております。なお、現在、適

用候補者の指定を受けてる工場につきまして

は、現行の条例の適用となります。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようでございま

す。 

 これより採決いたします。 

 議案第４７号・八代市企業振興促進条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。（｢ありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり） 

（午後５時０１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時０１分 本会） 

◎議案第４８号･八代市定住センター及び農産

物加工施設条例の一部改正について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４８号・八代市定住センター及

び農産物加工施設条例の一部改正についてを議

題とし、説明を求めます。 

○農林水産審議員兼東陽農林水産事務所長（岩

岡浩徳君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 岩岡農林水産審議員

兼東陽農林水産事務所長。 

○農林水産審議員兼東陽農林水産事務所長（岩

岡浩徳君） はい。こんにちは。（｢こんにち

は」と呼ぶ者あり）東陽農林水産事務所、岩岡

でございます。委員の皆様には、長時間にわた

る御審議大変お疲れさまでございます。いまし

ばらくよろしくお願いいたします。失礼ではご
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ざいますが、着座にて説明をさせていただきま

す。よろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○農林水産審議員兼東陽農林水産事務所長（岩

岡浩徳君） ありがとうございます。 

 それでは、議案書の６９ページをごらん願い

ます。 

 議案第４８号・八代市定住センター及び農産

物加工施設条例の一部改正についてでございま

す。 

 同ページ下段をお願いいたします。提案理由

でございます。今回は、消費税率改定に合わせ

て、施設の使用料を改定するとともに、使用料

の減免に関する規定の追加等を行うに当たり、

条例の改正が必要であるためでございます。 

 ７０ページをお願いいたします。 

 八代市定住センター及び農産物加工施設条例

の一部を改正する条例、八代市定住センター及

び農産物加工施設条例（平成１７年八代市条例

第１４７号）の一部を次のように改正するもの

でございます。 

 以降、改正点の詳細につきましては、別途お

手元に配付しております新旧対照表で説明をい

たします。お手数ですが、両面印刷の１枚もの

で、表題、八代市定住センター及び農産物加工

施設条例（平成１７年八代市条例第１４７号）

新旧対照表をごらん願います。なお、改正点以

外は省略しておりますので、御了承をお願いい

たします。 

 まず、見出しの（名称及び位置）第２条、表

中、下段の八代市農産物加工施設の位置の欄の

八代市東陽町南１０５１番地１を八代市東陽町

南１０２４番地２に改めるものでございます。

この農産物加工施設は、もともと定住センター

に隣接し設置していたもので、平成１６年度に

温泉施設せせらぎ等の建設に当たり、現在の場

所に移設をしておりますが、条例については従

前のままとなっていたためでございます。 

 次に、見出しの(使用料）を(使用料等）に改

め、使用料の減免について第１３条に、第３項 

市長は、公益上特に必要があると認めるとき

は、使用料を減額し、又は免除することができ

る。を追加するものでございます。 

 続きまして、別表（第１３条関係）をごらん

いただきます。（１）八代市定住センター使用

料の一覧表でございます。これは消費税率の改

定に合わせまして、使用料を改定するものでご

ざいまして、詳細につきましては、ごらんをい

ただきまして、読み上げは省略をさせていただ

きます。 

 裏面をお願いいたします。（２）八代市農産

物加工施設使用料の一覧でございます。こちら

も消費税率の改定に合わせまして使用料を改定

するものでございまして、詳細につきましては

ごらんをいただきまして、読み上げは省略させ

ていただきます。 

 これで新旧対照表での説明は終わりますが、

議案書の７０ページを再度ごらんいただきま

す。お願いします。下から８行目、附則でござ

いますが、施行期日及び経過措置につきまして

定めております。詳細はごらんいただきまし

て、読み上げを省略させていただきます。 

 以上、議案第４８号・八代市定住センター及

び農産物加工施設条例の一部改正についての説

明でございます。御審議よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 条例は、大体こういう

のがあっとが大体普通ですよね。今までなかっ

たっがおかしかだろうと思うとですが、減免の

条例ですたいね。で、今回、ここに上げられた

対象者が想定さるっとですか。（農林水産審議
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員兼東陽農林水産事務所長岩岡浩徳君「えっと

ですね」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 挙手お願いします。 

○農林水産審議員兼東陽農林水産事務所長（岩

岡浩徳君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 岩岡農林水産審議員

兼東陽農林水産事務所長。 

○農林水産審議員兼東陽農林水産事務所長（岩

岡浩徳君） はい、委員お尋ねの、お答えいた

しますが、平成１７年合併協議といいますか、

合併するときに条例の調整もしているところで

すが、そのときにまことに遺憾でございます

が、ちょっと遺漏していたのが現状でございま

す。実質は、実務ではですね、減免も一応行っ

ていたんですが、規則でですね、対応可といい

ますか、そういう判断をちょっとしていたとこ

ろがございまして、昨年の監査で指摘がござい

まして、今回の改正というような形で御提案を

差し上げたところでございます。まことに申し

わけございません。（委員亀田英雄君「了解し

ました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第４８号・八代市定住センター及び農産

物加工施設条例の一部改正については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４９号･八代市簡易水道事業給水条例

の一部を改正する条例の一部改正について 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第４９号

・八代市簡易水道事業給水条例の一部を改正す

る条例の一部改正についてを議題とし、説明を

求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） よろしくお願いし

ます。着座にて説明させていただきます。 

 議案書の７１ページをお願いいたします。 

 議案第４９号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部を改正する条例の一部改正について御説

明いたします。 

 お手元にお配りしておりますＡ４、両面の資

料の１枚目をお願いいたします。 

 平成２５年１２月議会に提案し、議決を経ま

した八代市簡易水道事業給水条例の一部を改正

する条例の概要でございます。 

 １点目が、ことし４月の消費税率の改正に伴

い、簡易水道使用料等を改正前の金額に１０５

分の１０８を乗じて得た額へ改正いたします。

２点目が、泉町の樅木簡易水道が、今年度中に

浄水施設及び配水施設等の整備が完了予定であ

り、他の計量給水区域と同じ料金体系へ改定。

３点目が、泉町五家荘地区の小原、椎原、樅木

の３地区の簡易水道を統合し、五家荘地区簡易

水道とする給水区域の変更の３点でございまし

た。 

 施行期日は、いずれも平成２６年４月１日か

らの施行とし、経過措置といたしまして、施行

日以降の水道の使用に係る水道料金及び給水の

申し込みに係る設計手数料について適用し、施

行日前の水道の使用に係る水道料金及び給水の

申し込みに係る設計手数料については、改正前

の料金及び手数料の額といたしておりました。 

 今回の改正の理由でございますが、入札不調
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等に伴い、五家荘地区の一部における計量給水

の開始を順延するに当たり、条例を改正する必

要があり、資料２枚目の下段の新旧対照表のと

おり、条例の附則を改正するものでございまし

て、消費税率の改正に伴う簡易水道使用料等の

改正は平成２６年４月１日からの施行とし、樅

木簡易水道の計量給水区域の料金体系への改定

及び統合に伴う五家荘地区簡易水道への給水区

域の変更につきましては、平成２６年８月１日

からの施行とするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（増田一喜君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい、一ついいです

か。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） それば行えば、八代市

全部、料金体系は統一さるっとですかね。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 現在、簡易水道は

４４施設、それから公営の飲料水供給施設が３

施設ございます。泉地区につきましては、放任

給水区域がまだ何カ所か残っておりまして、今

回改良を行いますところが、五家荘地区の樅木

簡易水道と、あと白岩と二重、河合場、一ッ

氏、岩奥、赤根、南川内、それから小原もまだ

放任給水区域ということになっております。

（委員亀田英雄君「料金体系は」と呼ぶ）料金

体系ですね。はい。料金体系については、こち

らのほうは月額５２０円でございます。こちら

のほうは消費税の改定に伴いまして５３０円に

改定する予定でございます。これ２６年の４月

１日から５３０円、計量給水区域につきまして

は、お手元の資料の新旧対照表のほう、１枚目

のほうにございますように、基本、計量のほう

につきましては基本料金のほうが──済いませ

ん。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、よかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 統一でくっとかていう

話ば、ちょっと。違うとったでしょうが、いろ

いろ。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 済みません。は

い。委員御質問の点につきましては、先ほど申

し上げました放任給水区域につきましては、地

元の要望、それから簡易水道の施設の改良計画

に基づきまして、順次改良を行っていく予定で

ございます。改良が済みましたら、計量の給水

区域に入れまして、料金のほうも従量料金制に

移行する予定でございます。 

 以上です。（｢まだちゅうことかな」と呼ぶ

者あり）（委員亀田英雄君「わかったですか、

委員長」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） いや、料金体系が八

代市内一円でね、統一されますかって、これで

ですね、もっとかかるのかという、そういう趣

旨です。宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 済みません。ま

ず、上水道と簡易水道がございます。上水道の

料金に比べまして、簡易水道の料金の従量料金

制、計量のほうにつきましては、約１.５倍ほ

ど高い料金をいただいております。と申します

のも、先ほどの説明……。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、ちょっといい

ですか。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 簡易水道だけでよか。

簡易水道の中でもいろいろ料金の違いのあった

でしょう。それが今度統一さるっとかていう話

ば。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 済みません。実は

前回の改定で、東陽町の箱石地区だけ料金体系

がまだちょっと変わっております。で、坂本と
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それから泉の改良したところ、それから東陽の

落合（｢河俣」と呼ぶ者あり）済みません、河

俣につきましては、同じ料金体系でございま

す。順次料金改定を行っていきまして、統一す

る予定でございます。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） ということは、今回

では統一できないということですか。 

○水道局長（宮本誠司君） 今回はまだ放任の

給水区域の分につきましては、月額定額の５３

０円でいただくと。で、改良を行うごとに計量

給水区域のほうに統一していくという方向で考

えております。 

○委員長（増田一喜君） 答弁は簡潔にできる

ところは簡潔にお願いいたします。やっぱり説

明が非常に要るというときには説明も必要だろ

うと思いますけども、よろしくお願いいたしま

す。（委員亀田英雄君「いいです」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） はい、一ついいです

か。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） なるだけ早くですね、

同じ会計ですけん、統一の料金でしなるごてし

たがよかと思うとですが、その辺の努力を進め

ていただきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 なければ、これより採決いたします。 

 議案第４９号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部を改正する条例の一部改正については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 小会いたします。 

（午後５時１６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時１７分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件です。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（平

成２５年度「東陽交流センターせせらぎ」にお

ける燃料費増加への対応について） 

○委員長（増田一喜君） このうち、産業・経

済の振興に関する諸問題の調査に関連して、平

成２５年度「東陽交流センターせせらぎ」にお

ける燃料費増加への対応について、執行部から

発言の申し出があっておりますので、これを許

します。 
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○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。大変

お疲れのところ、申しわけございません。今、

委員長からお話がありましたように、東陽交流

センターせせらぎの燃料費が増加しております

ので、その件につきまして担当課長より御説明

させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○東陽支所総務振興課長（生田 隆君） は

い、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 生田東陽支所総務振

興課長。 

○東陽支所総務振興課長（生田 隆君） は

い。東陽支所総務振興課、生田でございます。

よろしくお願いします。座らせて説明、お許し

ください。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○東陽支所総務振興課長（生田 隆君） それ

では、平成２５年東陽交流センターせせらぎに

おけます燃料費増加への対応についてご説明を

いたします。 

 まず、現在の燃料費の状況ですけれども、下

に一覧表を示しておりますけれども、温泉セン

ターにおける燃料費につきましては、今期指定

管理期間直前の平成２１年度の年間１１９７万

５０００円から、平成２４年度におきましては

２０１５万円ということで８００万円、約６８

％増加しているという状況にございます。燃料

費の増加の要因といいますのが大きく２つござ

います。まず第１番目といたしまして、原油価

格の高騰でございますとか、円安によります燃

料価格の高騰というものがございます。まず、

平成２１年度におきましては１リッター当たり

５０.７４円が、平成２４年度になりますと平

均しまして７３.５円ということで、約４４.８

％増加しておると。もう一つの要因といたしま

して、ボイラーなどの機器の効率低下によりま

す燃料費の増大によるものということで、１日

当たりの消費量というものが平成２１年度にお

きましては６６８.５６リットルであったもの

が、平成２４年度になりますと、７７８.４１

リットルということで、１日当たりにいたしま

して１００リットル近くの消費量の増加が見ら

れておると。率にして１６％増加をしている

と。下に営業日１日当たりの燃料の消費量を棒

グラフ化したものを載せておりますけれども、

これによりますと、２３年度ぐらいから消費量

が増えているという状況がおわかりいただける

かと思います。 

 ２ページのほうに行きたいと思います。 

 ふえた燃料費につきましての負担の考え方で

ございますけれど、まず、燃料単価の上昇に起

因するものにつきましては、指定管理に関する

協定書のリスク分担というものがございまし

て、これによりますと、人件費、物価変動に伴

う経費の増加分については、指定管理者の負担

とするということとなっております。したがい

まして、燃料単価の上昇に起因する部分につき

ましては、指定管理者の負担となるということ

になります。 

 一方、機器の効率低下に起因すると思われま

す燃料使用量の増大に伴うものにつきまして

は、指定管理の公募時においては想定ができな

いということもございまして、指定管理者に負

担を求めることは適当ではないのではないかと

いう判断もございまして、機器の効率低下によ

る著しい負担の増加分については、市の負担と

するということが適当でないかということで考

えられます。 

 今後の対応でございますけれども、１月末に

おきまして、ボイラー２号機の改修工事を行っ

ております。したがいまして、改修工事以降の

２月、３月の燃料の使用量の改善状況を見きわ

め、精査した上で専決予算等により調整を行い
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たいというふうに考えております。 

 以上、御報告いたします。 

○委員長（増田一喜君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。要望なんです

が、専決予算などについてということで断言し

ていただくと、ちょっと困ります。委員会へ報

告なり、補正予算などでの対応が前提だろうと

思いますので、まだわからぬ要因のいろいろあ

っとですけん、そげんしてあれば直前に委員会

なっと報告をしていただければですたい、専決

予算でしますけんて言ってもらえばですたい、

もうあと言うことはございませんので。あと、

そのような丁寧な対応をしていただければとい

うふうに思います。 

○東陽支所総務振興課長（生田 隆君） 委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 生田東陽支所総務振

興課長。 

○東陽支所総務振興課長（生田 隆君） 今回

は、本来は本３月の補正でするのが本来の姿だ

ろうというふうに思いますけれども、先ほど申

しましたとおり、ボイラー工事改修後の２月、

３月の燃料の改善状況を見てから精査した上で

額を確定したいということでございますので、

やむなくといいますか、専決予算等で対応させ

ていただきたいというお願いでございます。

（委員亀田英雄君「いや、そらあからぬ」と呼

ぶ）当然、結果につきましてはですね、また御

報告をさせていただきたいというふうに考えて

おりますので。（委員亀田英雄君「終わりま

す」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（亀田英雄君） いいです、私は。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済いませんな、長なっ

て。燃料費の高騰については指定管理者が負担

すべきて書いてあっじゃないですか。採算が成

り立たぬと、入湯料を上げてよかつかどうか。

そのあたりはどがん考えなはっですか。 

○東陽支所総務振興課長（生田 隆君） 委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 生田東陽支所総務振

興課長。 

○東陽支所総務振興課長（生田 隆君） 指定

管理者のほうでですね、もう既に現行の入浴料

におきましてはもう採算が難しいということで

判断をされまして、大人料金が現行料金で４０

０円と。条例の限度額が５１０円ということな

んですけれども、５００円のほうに値上げをす

ると。それから、子供料金、現行料金が２００

円で、条例の限度額は３００円ということなん

ですけれども、これについても２５０円に値上

げをしたいということで、既に手続を踏まれて

４月１日からの値上げを実施予定の状況でござ

います。（委員前垣信三君「わかりました」と

呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（前垣信三君） はい、よかです。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようでございま

す。 

 以上で、平成２５年度「東陽交流センターせ

せらぎ」における燃料費増加への対応について

を終了いたします。（｢ありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり） 

 当委員会の所管事務調査について、ほかに何

かありませんか。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 
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○委員（松永純一君） ちょっと要望ですが、

しゃんもっでんということじゃないんですけど

も、さっきいろいろ出ておりましたアサリがで

すね、２年間ほど海に入れなくてですね、とれ

ないと。潮干狩りももちろん中止してあるわけ

ですよね。さっきちょっと話の中では、ことし

は少しよみがえってきたというなことだったん

ですが、このアサリの生息状況についてです

ね、漁協から話を聞くなり、潮のあんばいが合

えばですね、潮干狩りというのは大体４月末か

ら５月ですので、その前にですね、現地のです

ね、海に入ってアサリの生息状況の確認ができ

るか。潮が合わなければ、漁協から話を聞くと

かですね、あわせて熊本オイスターの関係もで

すね、この前テレビでは、大矢野の県の試験場

から全部稚貝を配付するわけですが、配付する

中で何分の１しか育たぬというテレビであって

たんですね。そのあたり、鏡のオイスターは何

か人気があって、非常に足らぬごんなったとい

う話も聞きますので、その辺もあわせて、漁協

から話が聞けるならばですね、所管事務調査で

ですよ、調査できればというふうに思います

し、また今議会のですね、冒頭に議長のほうか

ら、所管のいわゆる経済企業委員会では企業訪

問をされたらどうかという話がありましたです

ね。私思ったんですが、もう既に先議で決定し

ました６次産業化ネットワークでですね、株式

会社蜂の郷にしおかさんに２２３０万補助する

わけですけども、私は、その山の中か知りませ

んけども、蜂の郷にしおかさんが、どこにある

かもちょっとわかりませんので、向こうの受け

入れがですね、できれば、経済企業委員会でに

しおかさんの企業を訪問して、現状を見せてい

ただくならばというふうに思いますので、この

２つをですね、何か同時にできないかなという

ふうに思っとりますので、検討していただいて

４月の早い時期にできればいいなというふうに

思っておりますので、要望だけしておきます。

しゃんもっでんというこっじゃありません。 

○委員長（増田一喜君） 今、要望がございま

したけども、皆さんのほうも、これ、（｢行っ

ていいです」と呼ぶ者あり)行きたい、行かれ

ますでしょうか。（｢はい、どうぞ」と呼ぶ者

あり）じゃ、委員長のほうで、それ御一任いた

だけますか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、私のほう

でこれの計画を立てたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で所管事務調査

２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続調

査の申し出をいたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午後５時２９分 閉会） 
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